
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
’
七
二
）
駿
河
川
駿
火
郡
の
東
斜
川
を
な
す
釉
根
川
中
に
あ
っ
て
、
満
々
と
水
を
湛
え
る
芦
ノ
湖
か
ら
ト
ン
ネ
ル

を
く
り
抜
い
て
、
水
不
足
に
悩
む
こ
の
地
域
の
村
々
に
引
水
し
よ
う
と
い
う
一
大
川
水
工
躯
が
企
図
さ
れ
、
約
八
年
の
歳
川
を
か
け
て
完

成
し
た
。
そ
れ
か
ら
三
二
○
年
、
こ
の
深
良
川
水
は
流
域
の
人
々
と
と
も
に
生
き
つ
づ
け
、
水
の
恩
忠
を
与
え
て
い
る
。

裾
野
巾
史
で
は
、
裾
野
市
域
に
お
い
て
過
去
・
現
在
そ
し
て
未
来
へ
向
か
っ
て
、
鵬
州
す
る
人
々
の
く
ら
し
の
歴
史
と
深
良
川
水
の
深

い
か
か
わ
り
に
蹄
み
て
、
独
立
し
た
一
巻
と
し
て
妓
初
に
編
集
・
刊
行
す
る
こ
と
に
し
た
。

こ
こ
で
「
深
良
川
水
」
と
い
う
公
称
に
つ
い
て
若
干
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。
川
水
の
名
称
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
。
「
箱

根
湖
水
」
、
「
箱
根
掘
抜
水
」
等
水
源
か
ら
称
し
た
も
の
が
種
々
資
料
中
に
認
め
ら
れ
る
が
、
深
艮
川
水
を
著
名
に
し
た
戦
後
の
タ
カ
ク

兇
ラ
・
テ
ル
の
著
作
『
ハ
コ
ネ
川
水
』
（
一
九
五
一
年
）
の
影
群
も
あ
っ
て
か
「
釉
根
川
水
」
が
人
口
に
脆
炎
し
、
一
般
化
し
て
い
る
。
し
か

一
言
Ⅲ

し
な
が
ら
、
柵
野
市
史
で
は
、
川
水
を
保
守
・
管
理
し
て
き
た
近
世
の
井
紺
の
系
譜
に
た
つ
芦
湖
水
利
組
合
の
総
意
に
も
と
づ
い
て
公
称

総
と
さ
れ
た
「
深
良
川
水
」
の
名
称
を
採
っ
た
。
ま
た
、
水
源
の
湖
に
つ
い
て
も
、
「
箱
根
湖
」
、
「
芦
湖
」
、
「
芦
ノ
湖
」
等
、
区
々
で
あ
る

解
Ｌ
、
弘
〃
Ｔ
ｒ
ｕ

払
肌
弐
印

一
編
さ
ん
の
趣
旨

説
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説
の
で
こ
こ
で
は
国
土
地
理
院
採
用
の
「
芦
ノ
湖
」
を
公
称
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
。

深
良
用
水
編
は
裾
野
市
史
の
一
巻
と
し
て
編
集
さ
れ
た
が
、
用
水
を
現
在
の
裾
野
市
域
に
限
定
す
る
考
え
は
毛
頭
持
っ
て
い
な
い
。
用

解
水
の
恩
恵
を
受
け
た
近
世
駿
東
郡
三
○
ケ
村
（
現
在
の
裾
野
市
・
長
泉
町
の
一
部
・
清
水
町
の
一
部
）
は
も
と
よ
り
関
連
す
る
地
域
に
つ
い

て
は
意
欲
的
に
資
料
を
収
集
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
深
良
用
水
編
は
不
充
分
で
あ
る
が
流
域
の
地
域
史
と
理
解
さ
れ
て
も
よ
か
ろ
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
深
良
用
水
は
一
貫
し
て
地
域
の
人
々
の
生
活
の
歴
史
と
と
も
に
存
在
し
た
。
過
去
・
現
在
・
未
来
を
貫
徹
し
て
農

業
用
水
と
し
て
ま
た
飲
料
水
・
電
力
用
水
等
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
こ
の
地
域
を
潤
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

用
水
と
は
、
単
な
る
天
然
自
然
の
恵
み
を
意
味
し
な
い
。
そ
こ
に
は
天
然
の
水
を
地
域
に
生
き
る
人
々
が
脚
ら
の
も
の
に
す
る
と
い
う

意
味
で
先
人
の
多
大
な
犠
牲
が
払
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
自
然
の
水
を
用
水
に
す
る
こ
と
で
川
水
史
は
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む

し
ろ
用
水
完
成
時
爪
か
ら
、
維
持
・
利
川
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
問
迦
が
惹
起
さ
れ
て
く
る
。

深
良
用
水
は
い
か
な
る
時
代
背
最
の
下
に
、
ど
の
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て
企
図
・
附
削
さ
れ
た
の
か
。
附
削
は
地
域
に
ど
の
よ
う
な
変

化
を
も
た
ら
し
た
の
か
。
開
削
後
、
用
水
は
ど
の
よ
う
に
維
持
・
管
理
・
利
用
さ
れ
た
の
か
。
附
削
以
降
幾
度
か
の
争
論
を
く
り
か
え
す

中
に
先
例
を
遵
守
す
る
憤
行
が
強
固
に
つ
く
ら
れ
て
い
く
。
一
方
で
、
従
来
の
慣
行
を
無
視
し
て
用
水
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
よ
う
な
動

き
も
外
部
か
ら
出
て
く
る
。
ゞ
｝
れ
ら
に
対
し
て
用
水
利
用
の
村
灸
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
深
良
用
水
に
関
す
る
疑
問
を
解
明
す
る
努
力
は
、
用
水
を
保
守
・
管
理
・
利
用
し
て
来
た
井
組
村
々
の
人
々
が
用
水
権
を
明
確

に
残
さ
れ
ば
と
い
う
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
。

こ
の
意
味
で
深
良
用
水
史
の
噴
矢
が
逆
川
事
件
訴
訟
を
契
機
と
し
て
編
ま
れ
た
『
箱
根
湖
逆
川
訴
訟
一
一
関
ス
ル
書
類
』
（
明
治
三
三
年
）

で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
の
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
当
事
者
で
編
さ
ん
者
の
一
人
深
良
村
村
長
小
林
由
太
郎
は
、
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市
史
の
準
備
室
の
段
階
か
ら
、
市
域
内
の
主
と
し
て
近
世
文
書
の
調
査
・
整
理
が
行
わ
れ
、
目
録
の
作
成
が
つ
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
柏

総
木
家
（
茶
畑
）
、
上
・
下
湯
山
家
（
御
宿
）
、
渡
辺
家
（
富
沢
）
に
代
表
さ
れ
る
旧
村
旧
名
主
の
三
六
家
に
の
ぼ
る
諸
家
文
書
、
旧
村
の
区
有
文

一
柵
野
市
域

説

本
編
に
収
録
し
た
盗
料
に
つ
い
て
は
裾
野
市
域
の
み
な
ら
ず
関
述
諸
地
域
か
ら
菰
極
的
に
収
集
す
る
よ
う
心
が
け
た
。
収
集
・
収
録
資

料
の
地
域
的
特
色
に
つ
い
て
概
述
し
て
お
き
た
い
。

本
編
は
、
用
水
開
削
と
い
う
往
時
の
大
事
業
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
今
Ⅱ
迄
つ
づ
く
川
水
利
用
の
歴
史
を
多
角
的
に
地
域
住
民
と
の
関

連
に
も
と
づ
い
て
扱
い
な
が
ら
、
流
域
の
人
々
の
生
活
に
お
け
る
用
水
の
も
っ
た
意
義
を
具
体
的
な
黄
料
を
通
し
て
提
示
す
る
こ
と
を
Ⅱ

的
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
言
う
ま
で
も
な
く
本
編
が
わ
が
国
用
水
史
研
究
の
一
端
を
袖
う
こ
と
に
な
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

実
で
あ
る
。
本
編
は
深
良
用
水
が
皿

に
近
づ
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

組
合
の
専
有
用
水
と
し
て
公
許
さ
れ
る
に
際
し
、
編
さ
ん
の
趣
旨
を
次
の
よ
う
に
述
・
へ
て
い
る
。

該
顛
末
ヲ
純
メ
ン
ト
ス
ル
｜
一
際
シ
、
予
力
家
一
一
蔵
ス
ル
湖
用
水
関
係
書
如
中
ヨ
リ
、
其
ノ
沿
革
ヲ
抜
粋
シ
、
事
件
一
一
関
ス
ル
証
拠
書

類
及
上
再
三
ノ
判
決
文
ト
ヲ
鼓
一
一
蒐
集
シ
、
斯
ク
綴
ル
事
ト
ハ
ナ
リ
ヌ

用
水
権
を
守
る
法
的
根
拠
と
し
て
川
水
盗
料
が
収
集
・
編
さ
ん
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
深
良
用
水
の
歴
史
は
用
水
椎
を
守
る
た

め
の
み
の
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
用
水
を
め
ぐ
る
地
域
の
人
々
の
生
活
の
歴
史
が
酒
々
と
脈
打
っ
て
い
る
こ
と
も
事

実
で
あ
る
。
本
編
は
深
良
用
水
が
地
域
の
人
々
と
と
も
に
あ
っ
た
歴
史
を
総
合
的
に
取
り
上
げ
、
用
水
の
歴
史
を
通
し
て
地
域
史
の
実
像

二
資
料
に
つ
い
て
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解 説

村
九
か
ら
な
る
。

新
宿
）
に
属
す
る
。

害
の
整
理
が
主
た
る
も
の
と
な
っ
た
。
都
市
化
の
進
行
す
る
な
か
で
は
比
較
的
資
料
の
残
存
は
良
好
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
つ

け
て
も
、
市
史
準
備
室
時
の
収
録
整
理
の
努
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。
し
か
し
、
発
企
人
大
庭
源
之
丞
家
の
資
料
の
散
逸
に
よ
っ

て
開
削
時
を
知
る
一
次
資
料
の
収
集
が
困
難
を
極
め
た
。
ま
た
前
述
し
た
逆
川
訴
訟
証
拠
資
料
と
し
て
勝
訴
に
導
い
た
開
削
時
の
重
要
文

書
が
、
そ
の
後
の
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
、
二
五
○
年
記
念
の
用
水
史
編
さ
ん
の
過
程
で
焼
失
す
る
と
い
う
不
運
に
遇
い
、
写
や
刊
本
か

ら
し
か
収
録
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
か
え
す
が
え
す
も
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。

近
代
に
つ
い
て
は
市
域
の
諸
家
、
区
有
文
書
に
依
っ
た
が
逆
川
事
件
訴
訟
以
降
は
用
水
の
維
持
・
管
理
に
あ
た
っ
た
芦
湖
水
利
組
合
所

蔵
資
料
に
多
く
依
拠
し
た
。
ゞ
）
の
こ
と
は
、
上
・
中
・
下
の
井
組
三
郷
が
近
代
的
用
水
組
合
に
生
ま
れ
変
わ
る
に
際
し
て
逆
川
事
件
の
影

響
の
大
き
さ
を
傍
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
芦
湖
水
利
組
合
所
蔵
資
料
の
閲
覧
・
収
集
に
あ
た
っ
て
は
、
元
収
入
役
、
水
利
組
合

書
記
を
勤
め
ら
れ
た
鈴
木
強
氏
の
お
力
添
え
を
い
た
だ
い
た
。

下
郷
は
三
郷
の
流
末
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
恒
常
的
水
不
足
に
悩
み
、
上
・
中
郷
と
の
水
諭
を
争
い
抜
い
て
引
水
し
生
業
を
つ
づ
け
て

き
た
。
こ
の
意
味
で
用
水
へ
の
思
い
は
根
強
く
引
水
権
を
獲
得
し
、
守
っ
て
き
た
記
録
で
あ
り
根
拠
で
も
あ
る
「
下
郷
文
書
」
を
襲
蔵
し

て
い
る
。
今
日
も
夏
季
の
一
Ⅱ
、
中
土
狩
・
下
土
狩
・
竹
原
・
伏
見
・
新
宿
の
川
村
は
持
ち
廻
り
で
「
下
郷
文
書
」
の
虫
干
し
会
を
催
し
、

上
流
か
ら
下
流
へ
と
順
次
つ
く
ら
れ
た
上
・
中
・
下
の
三
郷
の
用
水
組
合
に
あ
た
っ
て
、
比
較
的
水
に
恵
ま
れ
た
上
・
中
郷
が
形
骸
化

し
て
近
代
の
芦
湖
水
利
組
合
に
編
成
し
な
お
さ
れ
る
中
で
、
今
な
お
近
世
以
来
の
井
組
を
継
承
す
る
の
は
下
郷
で
あ
る
。
下
郷
は
旧
近
世

村
九
か
ら
な
る
。
裾
野
市
の
伊
豆
島
田
・
水
窪
・
納
米
里
を
除
け
ば
長
泉
町
（
上
土
狩
・
中
土
狩
・
下
士
狩
・
竹
原
）
、
清
水
町
（
伏
見
．

市
外
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虫公 弐ｶ
ﾉl胆、 肌ﾉし

先
人
の
労
苦
の
歴
史
を
偲
ん
で
い
る
。
付
言
す
れ
ば
、
開
削
の
元
〆
、
発
企
人
を
祭
神
と
し
て
祀
る
神
社
も
下
郷
の
上
土
狩
の
惣
ヶ
原
神

社
が
唯
一
で
あ
る
こ
と
も
、
下
郷
と
深
良
用
水
の
緊
密
さ
を
示
し
て
い
る
。

「
下
郷
文
書
」
は
、
地
域
唯
一
の
単
独
川
水
資
料
で
あ
る
。
下
郷
の
方
々
の
御
好
意
に
よ
り
文
書
は
す
べ
て
調
査
・
収
集
し
た
。

そ
の
他
長
泉
町
本
宿
の
高
田
家
文
書
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
所
蔵
す
る
長
泉
町
史
編
さ
ん
室
、
現
蔵
の
東
京
大
学
文
学

祁
国
史
学
研
究
室
の
御
協
力
を
得
て
関
連
資
料
を
収
集
し
た
。
た
だ
残
念
な
こ
と
に
、
元
〆
屋
蚊
の
実
在
を
示
す
長
泉
町
上
士
狩
の
旧
米

井組三郷の資料の所在

関係 猫 料

伊豆島田村
水窪村

ド

納米JI!村 米 II| 家文書
上士狩村紺
｢' 1士狩村根
下土狩村用
竹原村水間橘久雄氏所蔵文社I:
本イ,,'i 村下高田悦子氏所蔵文諜

郷旧高田家文書
一-1－
1 1

伏見村文
新宿村制{：

郷
清水町

＊宝永4年から本宿村が離脱
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上
郷

中

郷

御殿場市

裾野市

長泉町

裾野市

長泉町

神 ｜｣_｜ 村

深良村

岩波村
上ケ'11村
金沢村
葛 ’ ' 1 村
御1，.，i村

千稲村
定輔寺村
富沢村

一色村

石脇村

佐野村

ニツ屋新田
久根村
公文名村
稲荷村
茶jlll 村
平松新田
麦塚村

一
㎡
１
１
戸
嵌
１
日
口

元
Ⅱ
Ⅷ
ノ
ー
Ｄ
川
ノ
ー
Ⅱ
’
’

二
１
１
，
Ｆ
』
ｂ
Ｉ
ｊ
ｆ
四
．
川
ノ

氏
氏
所

識
雁
支

村
庭
良

志
大
深

‐

・

一

Ⅱ

１

．

｜

』

１

１

・

Ｌ

Ｉ

Ｉ

文
文
文

蔵
蔵
蔵

柏木新吾氏Iﾘ『蔵文沓：

湯|｣|匡秀氏所蔵文11{：
湯山博氏所蔵文:『I|：

波辺武彦氏所蔵文書

大庭和彦氏所蔵文書：
石脇区有文書
古谷善和氏所蔵文調：
岩崎達生氏所蔵文訓：
に|'西保男氏所蔵文寄
佐野区有文書

勝又璽俊氏所蔵文諜
市川逸朗氏所蔵文書

柏木正男氏所蔵文智：

勝俣恵一郎氏所蔵文書



解 説

山
家

三所

蔵
県の

ド 外司

神イ

「

ハ
東
京
都

深
良
用
水
の
附
削
に
は
、
盗
金
を
調
達
し
、
工
事
を
施
行
し
た
元
〆
衆
と
呼
ば
れ
た
江
戸
町
人
の
存
在
が
大
き
い
。
友
野
與
右
術
門
を

は
じ
め
と
す
る
元
〆
の
江
戸
町
人
に
、
発
企
人
大
庭
源
之
丞
を
加
え
た
人
物
が
用
水
史
の
興
味
の
焦
点
と
も
な
り
、
今
Ⅱ
迄
実
証
的
調
査

い
う
ま
で
も
な
く
、
深
良
用
水
は
箱
根
町
芦
ノ
湖
の
水
を
引
い
た
も
の
で
あ
り
、
箱
根
町
と
の
か
か
わ
り
は
深
い
。
開
削
の
守
護
神
と

な
っ
た
箱
根
神
社
に
は
元
〆
友
野
與
右
術
門
ら
の
立
願
状
が
伝
え
ら
れ
、
神
域
の
湖
岸
の
一
隅
に
は
井
組
奉
納
の
常
夜
燈
が
所
在
し
て
い

る
。
そ
の
他
関
係
盗
料
を
所
蔵
す
る
箱
根
町
立
郷
土
資
料
館
、
箱
根
町
立
箱
根
関
所
資
料
館
、
川
井
清
氏
の
各
位
の
暖
か
い
御
協
力
を
得

て
収
集
・
収
録
し
た
。
な
か
で
も
、
箱
根
町
立
郷
土
資
料
館
所
賊
の
も
の
は
本
来
は
井
組
下
郷
に
属
す
る
も
の
を
賊
入
し
た
も
の
で
あ
り
、

大
い
に
助
け
ら
れ
た
。
深
く
感
謝
巾
し
上
げ
る
。

＄
し
た
↑
ｏ

’
千

つ
秀
一
０

井
組
三
郷
の
村
々
と
小
川
原
藩
と
の
か
か
わ
り
は
深
い
。
開
削
時
の
藩
主
は
稲
葉
正
則
で
あ
っ
た
。
藩
政
関
係
に
つ
い
て
は
、
稲
葉
家

「
永
代
Ｈ
記
」
（
京
都
市
稲
葉
神
社
伝
来
）
を
京
都
市
田
辺
陸
夫
氏
、
「
稲
葉
家
引
送
害
」
を
小
田
原
市
岩
瀬
正
直
氏
の
御
好
意
を
得
て
収
録

）
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
神
奈
川
県
立
文
化
資
料
館
に
お
世
話
に
な
っ
た
。

一
方
、
開
削
時
の
元
〆
の
励
向
を
示
す
吉
田
新
田
関
係
文
書
は
、
現
物
が
不
明
の
た
め
、
刊
本
か
ら
余
儀
な
く
蛎
救
せ
ざ
る
を
得
な
か

奈
川
県
箱
根
町

ロ

神
奈
川

ﾘil

上
土
狩
惣
ヶ
原
検
地
帳
」
は
散
逸
し
、
刊
本
か
ら
転
載
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
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総 説

拠
す
る
だ
け
で
な
く
、
今

ひ
と
つ
は
金
石
文
、
排

に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

浅
草
寺
・
国
立
国
会
図
詳
節
（
Ⅲ
幕
引
継
文
書
）
・
東
京
都
立
中
央
図
書
節
・
脚
立
公
文
書
節
等
手
が
か
り
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
と
こ

ろ
の
文
献
調
査
を
お
こ
な
っ
た
が
、
大
火
災
。
震
災
・
戦
災
を
受
け
た
大
災
害
都
市
の
影
判
の
た
め
か
資
料
の
残
存
は
厳
し
く
、
川
水
と

元
〆
衆
を
直
接
結
び
つ
け
る
も
の
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
憧
か
に
長
演
半
兵
術
の
浅
草
Ⅲ
前
町
の
屋
敷
売
買
に
か
ら
む
貼
紙
を
国
立
川
会
図

書
館
の
旧
幕
引
継
文
害
中
か
ら
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

な
お
、
元
〆
衆
中
の
巾
心
人
物
友
野
與
右
術
門
に
つ
い
て
は
、
川
、
そ
の
他
に
関
し
駿
府
友
野
氏
説
、
信
州
佐
久
の
伴
岬
氏
説
、
佐
波

金
山
の
僻
野
氏
説
呼
、
巷
脱
が
跡
を
絶
た
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
恨
戒
に
検
討
し
た
結
果
、
信
魑
性
に
疑
義
が
あ
り
、
本
細
か
ら
は

除
外
し
た
。

い
ま
ひ
と
つ
は
、
第
六
章
に
集
成
し
た
絵
図
、
実
測
図
等
の
図
像
で
あ
る
。
文
字
に
よ
る
用
水
史
を
補
う
ば
か
り
か
、
リ
ア
ル
な
実
像

を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
技
術
史
か
ら
の
調
査
研
究
の
遅
れ
は
否
め
ず
、
今
後
の
課
迦
と
し
て
残
る

研
究
か
ら
信
懸
性
に
欠
く
憶
説
に
至
る
迄
稲
々
追
求
さ
れ
て
き
て
い
る
。
木
細
も
新
従
料
の
発
掘
を
願
っ
て
克
文
期
の
江
戸
川
人
の
究
明

こ
と
に
な
っ
た
。

の
た
め
実
地
調
査
を
行
っ
た
。

収
録
涜
料
の
特
質
に
つ
い
て
も
、
一
言
触
れ
て
お
き
た
い
。
本
細
で
は
川
水
史
を
総
合
的
に
理
解
す
る
た
め
に
、
文
献
洗
料
の
み
に
依

す
る
だ
け
で
な
く
、
多
様
な
性
絡
の
盗
料
を
収
集
す
る
）
｝
と
を
試
み
た
。

ひ
と
つ
は
金
石
文
、
棟
札
等
の
収
集
で
あ
る
。
人
物
の
確
定
や
川
水
に
寄
せ
た
人
々
の
信
仰
が
、
〉
）
れ
ら
に
よ
っ
て
よ
り
明
碓
な
も
の
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解 説

本
細
は
六
章
か
ら
椛
成
さ
れ
る
。
開
削
を
必
要
と
し
た
前
代
の
社
会
か
ら
、
ト
ン
ネ
ル
の
掘
削
や
用
水
路
の
建
設
等
の
大
土
木
工
事
に

関
す
る
人
的
・
物
的
動
き
を
物
語
る
資
料
を
収
録
し
た
第
一
章
。
特
に
開
削
に
関
与
し
た
江
戸
町
人
の
元
〆
衆
と
地
元
発
企
人
大
庭
源
之

丞
に
つ
い
て
は
執
勘
に
追
求
し
た
が
、
三
面
年
余
の
叶
川
の
雌
は
厚
く
、
充
分
な
収
集
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

第
二
章
は
、
附
削
後
川
水
の
利
川
を
め
ぐ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
争
論
と
そ
れ
ら
の
調
停
・
和
触
を
通
し
て
形
成
さ
れ
て
く
る
川
水
組

合
井
組
三
郷
の
動
向
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

用
水
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
Ⅱ
術
・
非
Ⅱ
術
に
襲
っ
て
く
る
諸
施
設
の
破
批
等
を
修
理
し
、
恒
常
的
に
維
持
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
莫
大
な
批
川
を
誠
が
賄
う
の
か
。
私
杵
諦
・
村
辨
請
・
村
々
川
水
組
合
杵
請
に
よ
る
川
水
維
持
が
行
詰
ま
る
な
か
で
公
儀
に

費
用
負
担
を
求
め
る
国
役
普
請
が
登
場
し
て
く
る
。
本
来
年
貢
収
取
を
農
民
支
配
の
大
前
提
と
す
る
以
上
、
農
業
生
産
活
動
を
保
障
す
る

意
味
で
用
水
の
保
守
に
群
藩
弧
主
は
責
任
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
〉
）
の
間
の
動
き
を
ま
と
め
た
の
が
第
三
章
で
あ
る
。

第
四
草
は
、
用
水
史
を
人
々
の
暮
ら
し
か
ら
断
面
的
に
と
ら
え
、
用
水
利
用
の
実
態
を
小
は
農
民
間
、
大
は
村
々
や
三
郷
の
共
同
に
よ

り
管
理
す
る
側
面
や
諸
施
設
の
建
設
・
利
用
の
仕
方
か
ら
み
よ
う
と
し
た
。
先
例
主
義
の
原
則
を
守
り
な
が
ら
現
状
に
対
応
し
よ
う
と
す

る
農
民
の
知
恵
に
注
目
し
た
い
。
ま
た
、
用
水
の
恩
恵
の
守
護
を
祈
る
人
々
の
信
仰
に
つ
い
て
も
注
目
し
た
。
）
｝
こ
ま
で
が
近
世
の
深
良

用
水
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
近
現
代
に
あ
っ
て
も
、
用
水
の
担
う
機
能
の
重
要
性
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

第
五
章
は
、
「
近
代
の
用
水
」
と
題
し
て
用
水
権
が
初
め
て
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
逆
川
事
件
訴
訟
の
経
緯
を
押
さ
え
な
が
ら
都
市
化
・

工
業
化
の
進
行
す
る
現
代
ま
で
を
素
描
し
た
。

三
本
書
の
構
成
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総
裾
野
市
史
（
全
一
○
巻
）
の
第
六
巻
「
深
良
用
水
」
が
初
の
出
版
に
決
ま
っ
た
の
は
、
昭
和
六
三
年
の
一
月
、
東
京
で
の
専
門
委
員
会
議

本
書
の
出
版
は
柵
野
市
当
川
に
と
っ
て
も
、
綱
さ
ん
担
当
者
に
と
っ
て
も
未
仲
打
の
体
験
で
あ
っ
た
。

〉
）
の
川
の
経
紳
の
あ
ら
ま
し
を
今
後
の
細
さ
ん
に
碓
か
す
た
め
に
糾
き
の
こ
し
て
お
き
た
い
と
忠
う
。
企
剛
か
ら
出
版
ま
で
三
ヵ
年
余

の
歳
凡
が
経
過
し
た
こ
と
に
な
る
。
三
年
川
の
短
期
州
で
盗
料
の
収
集
・
選
択
・
蛾
耕
・
印
刷
発
行
と
い
っ
た
細
さ
ん
が
成
就
で
き
た
の

に
は
、
前
史
と
も
い
う
べ
き
光
学
の
努
力
が
あ
っ
た
。
巾
史
準
備
室
の
段
階
か
ら
の
大
庭
景
巾
・
牧
野
隣
両
氏
の
市
域
盗
料
の
雅
珈
の
諮

祇
に
よ
っ
て
、
八
冊
の
洗
料
Ⅱ
録
が
既
に
公
刊
さ
れ
て
い
た
。

兇
ま
た
、
喜
多
川
静
出
『
深
良
川
水
の
沿
革
』
（
芦
湖
水
利
組
合
、
一
九
六
四
）
、
佐
藤
隆
『
箱
根
川
水
史
』
（
沸
岡
雌
出
版
文
化
会
、
一
九

三
両

ま
た
、
喜
多
川
諦
出
『
深
良
川

な
お
、
近
代
に
つ
い
て
は
、
編
さ
ん
の
方
針
で
は
巾
制
施
行
ま
で
を
下
限
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
今
Ⅲ
の
川
水
の
概
況
を
掌

握
す
る
意
義
を
考
え
、
平
成
二
年
ま
で
と
し
た
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
・

第
六
章
の
「
図
像
に
み
る
川
水
」
は
、
深
艮
川
水
を
具
体
的
に
モ
ノ
と
し
て
理
解
す
る
た
め
に
、
数
多
い
文
献
史
料
の
小
か
ら
稀
少
な

図
像
盗
料
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
図
像
川
究
の
不
怖
も
あ
っ
て
悪
戦
苦
闘
の
連
続
で
あ
っ
た
が
、
文
字
資
料
偏
重
の
弊
は
い

さ
さ
か
な
り
と
も
免
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。

な
お
、
様
式
上
本
文
に
収
戦
不
可
能
な
図
像
礎
料
に
つ
い
て
は
、
付
録
（
三
図
）
、
巻
末
折
込
み
（
一
図
）
と
し
て
収
め
た
。
深
良
川
水
の

全
体
を
景
観
と
し
て
立
体
的
に
も
川
解
し
て
も
ら
え
る
の
で
は
な
い
か
と
確
信
す
る
。

七
九
）
に
も
学
ば
せ
て
も
ら
っ
た
。

四

細
さ
ん
の
経
緯
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説
で
の
》
〕
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
担
当
者
と
し
て
専
門
委
員
高
橋
が
そ
の
任
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。

同
年
四
月
の
市
史
編
さ
ん
室
の
発
足
と
同
時
に
、
準
備
作
業
に
入
り
、
七
月
、
三
年
後
の
刊
行
を
め
ざ
す
近
世
四
章
近
代
一
章
の
内
容

皐＃
構
成
を
も
つ
本
文
八
○
○
頁
規
模
の
「
深
良
用
水
」
が
了
承
さ
れ
た
。

〉
）
れ
ら
を
も
と
に
、
市
域
所
在
の
資
料
を
重
点
的
に
、
作
成
済
の
目
録
に
準
拠
し
て
用
水
関
係
史
料
の
摘
出
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
作
業

は
順
次
市
域
外
資
料
に
も
お
よ
ん
だ
。
こ
う
し
て
一
、
八
一
五
点
に
も
な
っ
た
第
一
次
選
択
目
録
が
平
成
元
年
一
月
に
出
来
上
が
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
膨
大
な
関
係
資
料
を
筆
耕
し
印
刷
す
る
こ
と
は
八
○
○
頁
規
模
を
め
ざ
す
本
書
か
ら
は
無
理
で
あ
り
、
当
然
選
別
・
絞

り
こ
み
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
四
月
・
六
月
・
八
月
の
三
次
に
わ
た
る
関
係
委
員
の
合
宿
に
よ
っ
て
原
文
書
と
照
合
作
業
を
伴
う
第

二
次
選
択
が
行
わ
れ
、
八
月
末
三
六
九
点
に
絞
ら
れ
た
第
二
次
目
録
が
作
ら
れ
た
。
し
か
し
、
ゞ
）
の
中
に
は
市
外
所
在
の
も
の
や
石
造

物
・
棟
札
等
の
非
文
献
資
料
の
収
集
が
不
十
分
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
袖
充
の
作
業
が
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
〉
）
の

間
、
ま
た
平
成
元
年
に
は
関
係
委
員
に
よ
る
県
外
の
東
京
。
箱
根
の
調
査
が
三
次
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。
編
さ
ん
室
で
は
「
筆
写
要

項
」
が
つ
く
ら
れ
多
く
の
協
力
者
を
お
願
い
し
て
筆
耕
作
業
が
つ
づ
け
ら
れ
た
。
汚
損
や
虫
喰
の
上
に
腐
蝕
箇
所
も
あ
っ
て
解
読
は
並
大

抵
の
仕
事
で
は
な
か
っ
た
。
筆
耕
作
業
と
同
時
並
行
し
て
始
め
ら
れ
た
第
三
次
目
録
の
作
成
作
業
は
筆
耕
済
原
稿
を
基
に
作
成
す
る
一
）
と

を
目
指
し
た
。
》
）
う
し
て
、
翌
平
成
二
年
二
月
か
ら
第
三
次
目
録
案
作
成
に
入
り
、
近
世
・
近
代
の
五
章
に
つ
い
て
は
四
月
に
出
来
上
が

っ
た
。
し
か
し
、
未
だ
芦
湖
水
利
組
合
の
所
蔵
文
書
が
未
調
査
で
あ
っ
た
の
で
、
六
月
急
遥
収
集
作
業
が
行
わ
れ
第
五
章
近
代
の
補
充
に

当
た
っ
た
。

次
の
よ
う
で
あ
る
。

編
さ
ん
の
作
業
が
進
め
ら
れ
る
中
で
、
用
水
史
の
研
究
発
表
も
市
史
専
門
・
調
査
委
員
合
同
会
議
で
行
わ
れ
た
。
そ
れ
ら
を
挙
げ
る
と
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説満

福
田
ア
ジ
オ
「
深
良
用
水
の
概
観
」

脇
野
博
「
深
良
用
水
開
鑿
と
鉱
山
技
術
ｌ
『
か
ね
ほ
り
甚
左
術
門
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
市
史
研
究
２
号
）

柴
雅
房
「
近
世
に
お
け
る
箱
根
用
水
の
井
組
に
つ
い
て
」
（
同
右
）

菊
池
邦
彦
「
水
配
人
と
水
利
秩
序
の
成
立
」
（
市
史
研
究
３
号
）

こ
れ
ら
の
深
良
用
水
の
個
別
研
究
が
、
今
後
の
通
史
編
に
向
か
っ
て
確
か
な
出
発
点
に
な
る
｝
）
と
は
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。

平
成
二
年
六
月
、
用
水
史
に
は
具
体
性
を
持
っ
た
図
像
資
料
が
不
可
欠
で
は
な
い
か
と
の
提
起
が
な
さ
れ
、
収
集
資
料
中
よ
り
絵
図
・

測
堂
図
等
の
図
像
資
料
が
摘
出
さ
れ
、
第
六
章
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
用
水
の
総
体
を
よ
り
明
確
に
理
解
し
て
も
ら
う
た

め
に
現
状
・
過
去
の
用
水
系
を
示
す
図
像
を
巻
末
折
込
み
、
付
録
と
し
て
収
戦
す
る
こ
と
も
決
め
ら
れ
た
。

か
く
し
て
七
月
、
六
章
か
ら
な
る
構
成
案
を
基
に
本
文
四
○
七
点
・
付
録
三
点
・
折
込
み
一
点
の
最
終
案
が
完
成
し
た
。
こ
の
夏
、
八

月
二
次
に
わ
た
る
合
宿
が
行
わ
れ
、
選
択
さ
れ
た
資
料
の
確
認
と
筆
耕
原
稿
と
原
文
害
の
校
合
が
徹
底
し
て
行
わ
れ
た
。
こ
の
作
業
を
通

し
て
原
文
書
に
対
し
て
、
誤
り
の
な
い
完
全
原
稿
の
作
成
を
目
指
し
た
。

八
月
末
か
ら
要
項
に
従
い
、
割
付
が
九
月
に
か
け
て
行
わ
れ
、
九
月
二
二
日
、
す
で
に
七
月
に
決
ま
っ
て
い
た
精
興
社
印
刷
へ
入
稿
す

る
運
び
と
な
っ
た
。

本
書
が
市
当
局
を
は
じ
め
市
内
外
の
資
料
所
蔵
者
、
そ
の
他
編
さ
ん
・
刊
行
に
携
わ
っ
た
多
く
の
人
々
の
共
同
の
作
業
の
成
果
で
あ
る

こ
と
を
銘
記
し
、
関
係
各
位
に
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

（
高
橋
敏
）
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解 説

第
一
章
は
深
良
用
水
の
開
削
に
関
す
る
史
・
資
料
を
、
開
削
時
に
あ
た
る
寛
文
期
（
一
六
六
一
’
七
二
）
を
中
心
に
収
載
し
た
。
一
般
に

一
七
世
紀
後
半
は
、
近
世
を
通
じ
て
も
っ
と
も
新
田
開
発
が
進
ん
だ
時
期
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、
駿
東
地
域
に
限
っ
て
も
、
東
山
用

水
・
小
倉
野
用
水
（
御
殿
場
市
）
、
阿
多
野
用
水
（
小
山
町
）
な
ど
に
よ
る
新
田
開
発
、
富
士
・
駿
東
両
郡
に
わ
た
る
浮
島
沼
干
拓
計
画
が
な

さ
れ
て
い
る
。
｝
）
う
し
た
な
か
で
、
深
良
用
水
の
開
削
も
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
一
節
開
削
前
の
村
々
に
は
、
の
ち
に
深
良
用
水
の
恩
恵
を
う
け
る
村
々
の
概
況
を
示
す
史
料
を
収
め
た
が
、
こ
れ
ら
の
史
料
よ
り
近

世
初
期
か
ら
荒
地
開
発
を
中
心
と
す
る
積
極
的
な
勧
農
政
策
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
・
’
一
は
と
も
に
関
ヶ
原
の

役
（
一
六
○
○
）
直
前
の
も
の
で
、
す
で
に
こ
の
段
階
か
ら
宮
内
左
術
門
の
よ
う
な
有
力
農
民
を
挺
子
に
積
極
的
な
荒
地
開
発
が
試
み
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
時
期
の
駿
河
国
の
領
主
は
天
正
一
八
年
（
一
五
九
○
）
の
徳
川
氏
関
東
転
封
後
入
封
し
た
中
村
氏
で
あ
り
、
横

田
内
膳
正
村
詮
は
そ
の
重
臣
で
あ
る
。
ま
た
一
一
の
差
出
人
「
対
馬
守
」
も
中
村
氏
と
関
わ
り
の
あ
る
人
物
と
推
定
さ
れ
る
が
確
定
で
き
な

か
っ
た
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
対
馬
守
を
称
し
て
い
た
人
物
と
し
て
は
遠
江
国
掛
川
城
主
山
内
一
豊
が
い
る
が
、
花
押
の
比
岐
に
よ
り
別
人
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
一
一
一
は
黄
瀬
川
下
流
の
本
宿
村
（
長
泉
町
）
に
お
け
る
新
田
開
発
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
年
貢
・
諸
役
の
免
除
な
ど
を
条
件
に
新
田
開
発
を
奨
励
し
て
い
る
点
は
一
・
二
と
共
通
し
て
い
る
。
差
出
人
の
今
宮
惣
左
術
門
は
三
島

代
官
井
出
正
次
の
下
代
と
し
て
伊
豆
幕
領
支
配
に
携
り
、
正
次
の
死
後
代
官
と
し
て
取
立
て
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
伊
豆
及
び
駿
東
地
域

の
代
官
を
務
め
た
。
四
は
の
ち
に
御
宿
新
田
と
よ
ば
れ
た
御
宿
村
上
野
原
の
再
開
発
に
関
す
る
願
書
で
あ
る
。
一
般
に
新
開
地
の
生
産
力

第
一
章
用
水
の
開
削
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第1章用水の開削

第
二
節
開
削
の
発
願
に
は
、
立
願
状
・
附
発
請
負
手
形
を
中
心
に
附
削
に
至
る
過
軽
を
示
す
史
料
を
収
め
た
。
八
は
深
良
用
水
開
削
計

画
の
始
点
を
示
す
も
の
で
、
開
削
成
就
の
暁
に
は
新
田
の
う
ち
二
○
○
石
を
神
領
と
し
て
奉
納
す
る
こ
と
を
誓
約
し
て
い
る
。
箱
根
神
社

は
平
安
期
よ
り
山
岳
信
仰
の
霊
場
と
し
て
著
名
で
あ
り
、
そ
の
宗
教
的
権
威
に
事
業
の
成
功
を
託
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
友
野
與
右

衛
門
ら
と
快
長
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
一
毛
に
記
さ
れ
て
い
る
。
寛
文
六
年
、
深
良
用
水
の
開
削
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
う

ち
小
田
原
藩
に
対
し
て
出
さ
れ
た
開
発
請
負
手
形
が
己
（
そ
の
幕
府
記
録
が
む
、
沼
津
代
官
に
出
さ
れ
た
も
の
が
二
・
三
で
あ
る
。
己
で

は
新
田
の
規
模
を
七
○
○
○
石
と
し
て
お
り
、
工
事
費
の
請
負
人
全
額
負
担
を
は
じ
め
と
し
て
そ
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ

は
本
田
畑
に
比
べ
低
い
た
め
、
自
然
災
害
や
領
主
の
厳
し
い
年
貢
収
奪
な
ど
に
よ
り
再
び
荒
地
化
す
る
》
）
と
も
多
か
っ
た
。
）
｝
の
史
料
も

一
度
Ⅲ
発
さ
れ
た
耕
地
が
、
本
田
並
み
の
課
税
の
た
め
耕
作
放
棄
さ
れ
た
一
）
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
再
開
発
を
領
主
に
願
っ
て

い
る
も
の
が
こ
の
史
料
で
、
史
料
中
の
「
大
納
言
様
」
と
は
駿
府
城
主
徳
川
忠
長
、
裏
書
に
あ
る
野
村
彦
太
夫
と
は
沼
津
代
官
野
村
為
重

の
こ
と
で
あ
る
。
三
は
深
良
用
水
開
削
前
夜
の
用
水
状
況
を
知
る
一
）
と
の
で
き
る
史
料
で
、
六
ヶ
村
は
全
て
黄
瀬
川
西
岸
に
立
地
す
る
村

落
で
あ
る
。
〉
）
の
う
ち
大
畑
村
は
山
か
ら
の
湧
水
を
利
用
し
て
お
り
、
深
良
用
水
開
削
後
も
井
組
に
属
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
他
は

御
宿
新
堰
に
よ
る
用
水
懸
り
と
な
る
。
一
〈
は
開
削
以
前
の
年
貢
収
取
を
示
す
一
例
と
し
て
収
戦
し
た
。
吾
と
対
照
さ
れ
た
い
。
深
良
用
水

以
前
に
黄
瀬
川
の
水
を
堰
ぎ
用
水
路
と
し
て
利
用
し
た
も
の
に
牧
堰
用
水
と
本
宿
用
水
が
あ
る
が
、
七
は
後
者
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
。

こ
の
用
水
は
黄
瀬
川
下
流
の
帖
壺
下
よ
り
取
水
し
、
燧
道
・
水
路
に
よ
っ
て
本
宿
村
へ
引
か
れ
て
い
る
が
、
史
料
に
あ
る
「
穴
せ
き
」
と

（
三
郎
兵
術
）

は
）
）
の
燧
道
部
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
。
「
六
拾
年
以
前
卯
之
年
」
は
慶
長
八
年
（
一
六
○
三
）
、
「
天
野
三
兵
様
」
と
は
興
国
寺
城
主
天
野
康

景
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
関
辿
史
料
と
し
て
康
欺
が
本
宿
村
に
宛
て
た
新
井
堰
一
○
石
付
置
手
形
（
『
静
岡
県
史
料
』
第
一
帆
六
三
三
頁
）
が
あ

る
C
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説
れ
に
対
し
沼
津
代
官
に
出
さ
れ
た
手
形
は
約
一
ヶ
月
遅
れ
て
お
り
、
新
田
の
規
模
も
一
○
○
○
石
と
小
田
原
藩
領
と
較
尋
へ
て
か
な
り
少
な

い
。
両
手
形
の
内
容
に
つ
い
て
の
詳
論
は
割
愛
す
る
が
、
請
負
条
件
も
か
な
り
異
っ
て
お
り
、
開
発
の
主
た
る
対
象
は
小
田
原
藩
領
に
あ

革簡
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
差
出
人
を
八
と
比
較
し
た
場
合
、
宮
崎
市
兵
衛
・
松
村
浄
真
の
名
が
消
え
、
新
た
に
長
濱
半
兵
衛
・
尼

崎
嘉
右
衛
門
・
浅
井
次
郎
兵
衛
が
加
わ
っ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
全
て
江
戸
町
人
で
あ
る
。
な
お
二
は
今
回
初
め
て
確
認
さ
れ
た
史

料
で
あ
る
が
、
原
本
に
か
な
り
忠
実
に
写
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
三
は
前
欠
な
も
の
の
友
野
與
右
衛
門
の
実
印
が
押
さ
れ
て
お
り
、

と
も
に
同
類
史
料
の
な
か
で
は
極
め
て
貴
重
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
三
は
友
野
ら
元
締
衆
と
発
企
人
の
深
良
村
名
主
大
庭
源
之
丞
の
関

係
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
元
締
衆
は
源
之
丞
の
手
引
に
よ
り
こ
の
計
画
を
た
て
、
源
之
丞
に
種
々
の
苦
労
を
か
け
た
た

め
、
事
業
成
就
の
際
に
は
恩
謝
と
し
て
毎
年
五
石
の
米
を
差
出
す
〉
｝
と
を
約
束
し
て
い
る
。
な
お
元
締
衆
の
氏
名
は
開
発
請
負
手
形
と
変

ら
な
い
が
、
浅
井
治
郎
兵
術
の
住
所
が
霊
岸
島
で
は
な
く
本
舟
町
と
な
っ
て
い
る
。

第
三
節
開
削
工
事
の
施
行
に
は
深
良
用
水
成
立
時
の
史
料
を
収
め
る
。
ま
ず
燧
道
工
事
関
係
の
史
料
で
あ
る
が
、
裾
野
市
域
の
地
方
史

料
の
悉
皆
調
査
や
市
外
・
県
外
調
査
に
お
い
て
も
発
見
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
こ
う
し
た
特
殊
技
術
を
要
す
る
請
負
工
事
に
お
い
て
は
、

そ
の
記
録
が
意
図
的
に
残
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
も
高
く
、
今
後
は
こ
う
し
た
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
深
良
用
水

と
い
っ
た
場
合
、
一
般
に
は
燧
道
工
事
の
み
が
注
目
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
〉
）
れ
の
み
で
は
大
規
模
な
新
田
開
発
は
不
可
能
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
燧
道
に
よ
っ
て
加
水
さ
れ
た
湖
水
を
効
果
的
に
分
水
す
る
用
水
路
の
整
備
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
必
要
性
か
ら
新

川
普
請
・
三
間
堀
開
削
・
岩
波
堰
普
請
な
ど
が
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
整
備
に
よ
っ
て
深
良
用
水
は
そ
の
完
成
を
み
る
の
で

あ
る
。
茜
は
七
の
関
連
史
料
で
、
燧
道
工
事
中
の
黄
瀬
川
下
流
域
の
堰
普
請
の
状
況
を
示
す
。
三
は
後
述
す
る
新
川
普
請
と
同
時
に
施
行

さ
れ
た
茶
畑
村
内
の
用
水
路
開
削
を
示
す
も
の
で
、
内
堀
・
中
堀
・
大
堀
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
大
堀
は
三
間
堀
と
も
い
わ
れ
、
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久
根
村
よ
り
茶
畑
村
へ
延
長
し
た
水
路
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
水
路
は
毛
の
末
尾
に
あ
る
「
茶
畑
村
内
堰
」
に
あ
た
る
も
の
で
、
寛
文
二

年
（
一
六
七
一
）
の
三
月
一
九
日
’
四
月
九
日
に
小
田
原
藩
が
徴
発
し
た
延
一
三
八
人
の
人
足
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
。
宍
’
六
は
新
川
普
請

に
関
す
る
史
料
で
あ
る
。
寛
文
六
年
に
開
始
さ
れ
た
燧
道
工
事
は
同
一
○
年
に
完
成
を
み
る
が
、
そ
の
出
口
は
深
良
川
に
つ
な
げ
ら
れ
、

湖
水
は
こ
れ
を
流
下
し
た
。
し
か
し
深
良
川
は
須
釜
よ
り
大
き
く
流
路
を
南
に
変
え
て
い
た
た
め
、
用
水
の
恩
恵
を
う
け
る
田
地
は
少
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
問
題
解
決
の
た
め
須
釜
よ
り
西
へ
向
っ
て
新
た
な
水
路
を
掘
り
、
黄
瀬
川
に
つ
な
げ
た
の
で
あ
る
。
〉
｝
の
水
路
を

新
川
と
い
う
。
》
）
れ
ら
の
史
料
は
そ
の
普
請
人
足
帳
で
、
工
事
期
間
・
普
請
間
数
・
人
足
数
及
び
そ
の
村
名
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
内

容
に
は
異
同
が
あ
る
も
の
の
工
事
期
間
は
寛
文
二
年
三
月
一
九
日
’
四
月
九
日
で
一
致
し
て
い
る
。
人
足
は
用
水
に
関
わ
り
の
な
い
北

駿
地
域
の
村
為
か
ら
も
徴
発
さ
れ
、
そ
の
村
数
は
三
五
ヶ
村
に
及
ん
で
い
る
。
し
か
も
そ
の
全
て
が
小
田
原
藩
領
の
村
々
で
あ
り
、
〉
）
う

し
た
事
実
は
こ
の
普
請
の
主
体
が
同
藩
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
物
語
っ
て
い
る
。
村
毎
の
人
足
割
は
村
高
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
た
ら

し
く
、
各
村
の
名
主
が
参
加
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
延
人
足
数
は
天
で
三
一
五
六
人
、
毛
で
三
二
○
六
人
（
本
川
筋
の
み
）
、
穴
で

三
○
八
四
人
と
異
同
が
あ
る
が
、
筆
録
者
の
計
算
述
も
み
ら
れ
正
確
な
数
は
確
定
で
き
な
い
。
新
川
普
請
間
数
は
実
で
一
九
二
六
間
、
六

で
一
九
二
五
間
と
な
っ
て
お
り
、
》
）
こ
に
い
う
新
川
普
請
が
新
川
（
須
釜
新
堀
・
七
二
○
間
）
の
み
な
ら
ず
「
本
川
筋
」
Ⅱ
黄
瀬
川
を
含
む

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
己
に
お
い
て
元
締
衆
は
下
土
狩
村
・
竹
原
村
と
と
も
に
岩
波
村
日
損
田
の
解
消
も
請
負
っ
て
い
る

が
、
同
村
は
新
川
よ
り
高
所
に
あ
る
た
め
そ
の
湖
水
を
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
黄
瀬
川
支
流
の
久
保
川
の
水
を
堰
ぎ
、

新
た
な
水
路
を
開
い
て
黄
瀬
川
に
加
水
す
る
方
法
が
と
ら
れ
た
。
そ
の
計
画
書
に
あ
た
る
の
が
天
で
、
年
次
史
料
で
あ
る
が
西
と
同
時
期

に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
史
料
に
あ
る
「
大
堰
」
と
は
、
の
ち
に
岩
波
堰
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
》
）
れ
ら
の
普
請
も
新

川
同
様
小
田
原
藩
が
徴
発
し
た
人
足
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
岩
波
村
の
普
請
も
深
良
用
水
開
削
事
業
の
一
環
と
し
て
行
な
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説
わ
れ
た
た
め
、
湖
水
を
利
用
し
な
い
岩
波
村
も
井
組
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
節
元
締
衆
と
発
企
人
に
は
、
元
締
衆
の
当
地
以
外
の
動
向
を
示
す
史
料
、
上
殼
米
手
形
、
元
締
衆
の
年
貢
米
金
横
領
一
件
史
料
、

革＃
発
企
人
た
る
大
庭
源
之
丞
関
係
史
料
を
中
心
に
収
載
し
た
。
一
己
・
三
は
元
締
衆
の
う
ち
宮
崎
市
兵
衛
と
友
野
與
右
衛
門
が
武
蔵
国
吉
田
新

田
（
横
浜
市
）
に
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
で
、
特
に
一
弓
は
後
に
元
締
か
ら
脱
落
す
る
だ
け
に
八
の
前
年
史
料
と
し
て
注
目

さ
れ
る
。
吉
田
新
田
は
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
に
江
戸
の
材
木
商
吉
田
勘
兵
衛
が
開
発
に
着
手
し
、
寛
文
七
年
に
完
成
し
た
も
の
で
、
耕

地
は
す
べ
て
開
発
者
吉
田
家
の
所
有
に
帰
し
、
耕
作
は
小
作
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
。
史
料
に
あ
る
「
北
四
つ
目
」
・
「
南
四
つ
め
」
な
ど

は
新
田
内
の
区
画
を
示
し
、
二
○
町
余
の
田
地
を
預
小
作
し
て
い
る
。
一
三
で
は
同
新
田
の
一
部
所
有
地
を
友
野
が
開
発
者
吉
田
勘
兵
衛
に

売
却
し
て
い
る
。
友
野
が
吉
田
と
と
も
に
新
田
開
発
事
業
に
参
加
し
取
得
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
三
は
江
戸
浅
草
田
町
の
武
家
屋
敷
が

町
人
に
売
却
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
沽
券
帳
の
一
部
で
、
元
締
の
一
人
長
濱
半
兵
術
の
名
が
み
え
る
も
の
で
あ
る
。
当
時
江
戸
は
町
屋
の
拡

大
が
続
い
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
う
地
価
の
高
騰
も
み
ら
れ
た
が
、
長
濱
が
不
動
産
取
得
に
も
積
極
的
な
町
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
う
こ
と

が
で
き
る
。
長
濱
の
居
屋
敷
は
四
谷
塩
町
に
あ
っ
た
が
、
友
野
は
浅
草
に
あ
り
、
友
野
と
の
関
係
を
想
定
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
他
の
元

締
に
つ
い
て
は
不
明
の
点
が
多
い
が
、
近
隣
の
例
で
は
寛
文
二
年
に
吉
原
宿
の
伝
次
郎
が
富
士
・
駿
東
両
郡
に
わ
た
る
浮
島
沼
の
新
田

開
発
許
可
を
幕
府
よ
り
う
け
て
お
り
（
代
官
は
野
村
彦
太
夫
）
、
そ
の
金
主
と
し
て
江
戸
町
人
尼
ヶ
崎
屋
の
名
が
み
え
る
と
い
う
（
『
吉
原
市

史
』
上
巻
）
。
元
締
の
一
人
尼
崎
嘉
右
衛
門
と
の
関
連
が
注
目
さ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
元
締
衆
が
深
良
用
水

に
止
ま
ら
ず
各
地
の
新
田
開
発
に
参
加
し
て
い
た
点
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
三
’
’
三
・
一
毛
．
一
六
・
二
は
本
宿
村
の
上
穀
米
手
形
で
あ
る
。
上

殼
米
と
は
、
深
良
用
水
に
よ
っ
て
日
損
田
解
消
・
畑
成
田
（
畑
が
用
水
に
よ
っ
て
田
に
か
わ
る
こ
と
）
が
で
き
た
場
合
元
締
が
収
取
で
き
る

用
水
使
用
料
の
〉
）
と
で
、
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
’
八
年
分
が
現
存
す
る
。
当
時
本
宿
村
は
幕
領
で
あ
り
、
沼
津
代
官
宛
の
開
発
請
負
手
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第1章用水の開削

形
（
｜
｜
・
三
）
で
は
「
一
右
之
用
水
、
沼
津
領
之
内
水
下
之
村
々
日
損
場
へ
、
応
其
村
々
二
水
懸
さ
せ
可
被
成
候
、
Ｈ
損
所
用
水
場
二
成
候

に
も
、
畠
之
田
一
一
成
候
二
も
上
穀
取
申
間
敷
候
、
一
切
構
申
間
敷
候
事
」
と
し
て
上
穀
米
は
一
切
と
ら
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
一
○

○
○
石
と
予
定
さ
れ
た
新
田
開
発
が
思
う
に
任
せ
な
か
っ
た
た
め
、
契
約
内
容
の
変
更
を
行
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
上
穀
米
の
納
入
は

前
年
度
分
が
翌
年
納
め
ら
れ
る
形
式
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
量
も
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
る
。
〉
〕
れ
ら
諸
手
形
の
差
出
人
は
沼
津
代
官
の
手
代

で
あ
り
、
手
代
よ
り
村
方
へ
納
入
額
・
期
限
が
示
さ
れ
、
そ
れ
を
う
け
て
村
方
よ
り
元
締
衆
へ
の
納
入
が
行
な
わ
れ
た
。
期
日
の
指
定
は

元
締
衆
の
要
請
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
実
は
元
締
衆
が
深
良
用
水
開
削
前
後
ど
こ
に
居
住
し
て
い
た
か
を
示
す
唯

一
の
史
料
で
あ
り
、
名
請
が
個
人
名
で
は
な
く
「
掘
貫
元
〆
作
」
と
な
っ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
本
文
に
は
収
め
な
か
っ
た
が
元
締

は
屋
敷
地
も
名
請
し
て
お
り
、
そ
の
場
所
は
芦
ノ
湖
水
神
社
付
近
だ
と
い
わ
れ
る
（
『
深
良
用
水
の
沿
革
』
）
。
な
お
こ
の
検
地
は
小
田
原
藩
に

よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。
一
天
・
’
一
一
一
一
’
一
三
は
元
締
衆
の
沼
津
代
官
領
年
貢
米
金
横
領
に
関
す
る
一
件
史
料
で
あ
る
。
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
沼

津
代
官
領
で
は
年
貢
米
江
戸
廻
送
に
あ
た
り
多
量
の
「
御
撰
出
米
」
Ⅱ
不
良
米
を
生
じ
、
二
年
後
に
再
輸
送
し
た
と
一
｝
ろ
再
び
「
御
撰
出

米
」
が
生
じ
た
。
当
時
富
沢
村
の
勘
兵
衛
は
沼
津
代
官
領
年
貢
米
金
納
入
の
責
任
者
で
あ
っ
た
た
め
、
〉
｝
れ
を
換
金
し
、
不
足
分
を
加
え

て
元
締
の
一
人
で
「
納
宿
」
Ⅱ
札
差
で
あ
っ
た
橋
本
山
友
に
四
六
両
を
預
け
、
代
入
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
》
〕
れ
に
加
え
延
宝
五
年
の

年
貢
米
金
六
四
両
も
「
惣
ヶ
原
」
で
山
友
に
渡
し
、
山
友
は
都
合
二
○
両
を
勘
兵
衛
よ
り
預
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
を
元
締
ら
が
使
い
込

ん
だ
の
で
あ
る
（
二
｜
）
。
金
を
預
っ
た
の
は
山
友
で
あ
っ
た
が
、
使
い
込
み
が
元
締
衆
の
共
犯
で
あ
っ
た
こ
と
は
「
箱
根
本
〆
共
四
人
一
一
而

不
沙
汰
二
分
ヶ
取
遣
申
候
」
の
文
言
か
ら
分
る
。
山
友
は
延
宝
四
年
の
撰
米
上
納
を
全
て
賄
っ
た
ら
し
く
、
本
文
に
は
収
載
し
な
か
っ
た

が
、
延
宝
七
年
七
月
二
日
に
勘
兵
衛
が
野
村
彦
太
夫
に
あ
て
た
「
辰
之
御
撰
米
御
上
納
金
目
録
」
（
渡
辺
武
彦
氏
所
蔵
）
に
よ
れ
ば
四
三
四
両

余
が
「
山
友
手
前
二
有
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
を
な
か
な
か
納
入
し
な
か
っ
た
ら
し
く
、
一
天
で
は
そ
の
即
時
納
入
を
勘
兵
衛
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説
に
約
束
し
て
い
る
。
し
か
し
前
述
の
理
由
で
こ
れ
も
反
故
と
な
り
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
に
は
起
請
文
三
一
一
一
・
｜
｜
西
）
を
添
え
改
め
て
返
済

を
確
約
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
も
ま
た
空
手
形
と
な
り
、
つ
い
に
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
に
は
勘
兵
衛
が
訴
訟
を
お
》
）
し
た
の
で
あ
る

早月
（
一
一
三
。
こ
の
訴
訟
結
果
を
示
す
史
料
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
二
’
一
一
西
な
ど
の
証
拠
文
書
に
よ
り
勘
兵
術
の
勝
訴
は
動
か
な
か
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
二
・
二
〈
は
発
企
人
大
庭
源
之
丞
の
用
水
完
成
後
の
状
況
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
史
料
で
あ
る
。
源
之
丞
に
つ
い
て
は
不

明
の
点
が
多
い
が
、
昊
に
よ
れ
ば
元
禄
一
五
年
二
月
九
日
に
死
去
し
た
こ
と
に
な
る
。

第
五
節
開
削
の
記
録
に
は
、
文
書
を
補
う
も
の
と
し
て
、
後
世
作
成
さ
れ
た
諸
記
録
の
う
ち
用
水
開
削
関
係
記
事
を
収
め
た
。
開
削
時

の
状
況
を
示
す
文
書
の
絶
対
量
が
少
な
い
現
状
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
記
録
は
い
ず
れ
も
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
二
次
史

料
と
し
て
の
限
界
性
も
持
っ
て
お
り
、
利
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
史
料
批
判
が
必
要
で
あ
る
。
一
毛
は
八
の
関
連
史
料
で
、
友
野
與
右
衛
門

と
箱
根
神
社
別
当
快
長
と
の
関
係
を
記
す
。
一
六
１
男
は
、
い
ず
れ
も
燧
道
工
事
を
中
心
と
す
る
記
録
で
、
元
締
と
燧
道
工
事
期
間
に
つ
い

て
ま
と
め
た
も
の
が
第
１
表
で
あ
る
。
ま
ず
元
締
衆
に
つ
い
て
は
、
異
同
の
多
い
記
事
で
は
あ
る
が
、
開
発
請
負
手
形
に
連
署
し
た
四
名

以
外
に
橋
本
山
友
・
須
崎
源
右
術
門
の
名
が
一
五
・
二
’
一
一
西
な
ど
に
も
み
え
る
こ
と
か
ら
、
両
名
が
こ
れ
に
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で

あ
る
。
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
一
一
五
で
、
「
箱
根
湖
水
掘
抜
之
時
分
か
せ
ぎ
二
入
込
」
ん
だ
「
箱
根
湖
水
番
」
甚
左
衛
門
の
口
述
記
録
と
な

っ
て
お
り
、
須
崎
源
右
術
門
を
橘
本
源
右
術
門
、
橋
本
山
友
を
橘
本
山
入
と
誤
記
す
る
な
ど
若
干
の
問
題
は
あ
る
も
の
の
史
料
的
価
値
は

高
い
。
こ
こ
で
は
友
野
ら
を
「
元
〆
頭
」
、
浅
井
を
「
金
元
」
、
橋
本
ら
を
「
小
中
間
」
と
区
別
し
て
記
し
て
お
り
、
元
締
衆
が
単
な
る
金

主
で
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
燧
道
工
事
期
間
に
つ
い
て
は
寛
文
六
年
七
月
末
’
八
月
初
頭
着
工
、
寛
文
一
○
年
二
月
’
三
月

竣
工
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
用
水
と
し
て
の
利
用
は
前
述
し
た
よ
う
に
新
川
普
請
等
を
待
た
ね
ば
な
ら
ず
、
翌
二
年
か
ら
で
あ
っ

た
。
工
事
費
用
に
つ
い
て
は
一
一
五
で
九
七
○
○
余
両
、
畠
で
六
○
○
○
両
拝
借
、
里
・
里
で
六
○
○
○
両
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
整
合
性
を
考
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第1章用水の開i'ill

第1表元締と燧道工事期間

｜ ゞ ェ締
贋料
Ⅳo、

竣 工 （通水）‐『ド
ノu

友野与右衛門・長浜半兵術・

38 尼崎加右衛FIl ・浅井次郎兵衛・

大庭源之丞

寛文6年8月 ｜寛文10年2月25日(同年4月25日）

’元締頭(友野与右術｢1‘J ・橘本源右術I"l）

金元(浅井佐次右術11‘｣）

小膿i,間(蕊詮綱蝋轆關）
公儀請負人(副跳兵術.かざりや）

寛文6年7月21日
寛文10年3月25日

～22日
1Q

40
浅井治郎兵術・尼崎加右術門・長浜半兵術

友野与右術門・須崎源右術門(後に入）
寛文6年7月 ｜ （寛文11年より村'々用水）

|寛文,",：
’

1

11

｜重…桐,‘隼‘,側翻釧。寛文6年
浅井佐次右術i1 lj ・

園伊右衛門鰻 |鱸轆N
寛文‘年7月 ｜寛文,0年(同],年却村銅水）43 1

“’
浅井次郎兵術・尼|崎加右術門・

長浜半兵衛・友野与右術門・

調崎源右衛門(後に入） |…′‘…’寛文6年7月

|《蕊…5H4H,…幽“
友野与右術門・友''1息源右術門・

浅井佐右衛門・稲本山八

深谷八郎兵術(小釧|暗）

寛文6年45

寛文11年4月20日(同年4月22日）

寛文10年(同11年5月4日，少,4『水

出る）

友野与右術門・浅井佐次右術i1 11 .
46

橋本山入・須崎源右衛門

浅井佐治右術門・訓崎源右衛門．
47

山友山だ

’浅井佐次右術門。橘本山友．
48 須崎源右衛門．友野与右術門

須賀屋八郎兵術・大坂屋太郎右術11 1i

友野与右術P'j ･浅井佐次右術'1 '1 ．

須崎源右衛門・長浜半兵術．
49

天崎嘉右術門

（手代， ’11本市左術門）
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寛文6年6月
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説
え
れ
ば
幕
府
よ
り
の
借
入
金
が
六
○
○
○
両
、
元
締
衆
の
自
己
資
金
が
三
七
○
○
余
両
と
な
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
莫
大
な
投
資
額

で
あ
り
、
そ
の
回
収
に
困
難
が
伴
な
う
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
他
注
目
さ
れ
る
も
の
と
し
て
上
穀

辛角
米
に
つ
い
て
の
記
事
が
多
く
み
ら
れ
（
一
一
一
九
・
豐
・
畠
・
実
・
里
）
、
小
田
原
藩
領
で
は
六
○
○
俵
ず
つ
七
年
間
に
わ
た
員
Ｌ
渡
さ
れ
た
と
あ

第
六
節
開
削
後
の
村
々
で
は
、
深
良
用
水
の
完
成
以
後
元
締
衆
が
用
水
支
配
か
ら
離
れ
る
貞
享
五
年
（
元
禄
元
年
、
ニ
ハ
八
八
）
ま
で
の
、

開
削
後
間
も
な
い
村
々
の
状
況
を
示
す
史
料
を
中
心
に
収
め
た
。
吾
は
用
水
完
成
直
後
の
御
宿
村
の
概
況
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
御
宿

村
は
、
の
ち
に
新
堰
（
カ
ロ
ゥ
ト
堰
）
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
湖
水
懸
り
と
な
る
が
、
当
時
は
ま
だ
そ
の
恩
恵
に
浴
し
て
い
な
い
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
上
田
が
畑
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
さ
え
あ
り
、
水
不
足
の
深
刻
さ
を
窺
せ
る
。
五
一
・
壹
・
美
・
美
は
用
水
の
完
成
が
年
貢
収

取
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
た
か
、
そ
の
推
移
を
示
す
一
例
と
し
て
収
載
し
た
。
当
時
富
沢
村
は
沼
津
代
官
領
で
あ
っ
た
が
、
寛
文
一
二

年
の
穴
堰
完
成
に
よ
り
湖
水
懸
り
と
な
っ
た
。
同
年
検
地
を
う
け
た
が
、
本
田
高
に
限
っ
て
も
三
三
石
余
と
約
二
四
％
の
打
出
に
な
員
｝

お
り
、
明
示
は
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
下
田
の
反
別
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
畑
成
田
の
増
加
を
想
定
で
き
る
。
ま
た
美
・

頁
に
は
「
田
二
成
」
の
記
述
が
多
く
み
ら
れ
、
延
宝
期
の
畑
成
田
増
加
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
夷
に
は
下
田
の
部
分
に
「
畑
成
田
壱
町

（
殺
）

七
反
弐
畝
八
歩
之
上
石
、
元
〆
江
遣
分
二
引
」
と
い
う
文
言
が
み
え
、
前
述
し
た
本
宿
村
同
様
富
沢
村
か
ら
も
上
穀
米
が
納
入
さ
れ
た
こ

と
が
理
解
で
き
る
。
な
お
奎
も
富
沢
村
の
関
連
史
料
で
、
同
村
の
新
田
高
の
変
遷
を
害
上
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
延
宝
段
階
で
新
田
開
発

が
限
界
に
達
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
三
は
、
用
水
が
完
成
し
、
村
々
の
水
路
も
整
備
さ
れ
て
畑
成
田
が
う
ま
れ
生
産
力
が
上
昇
し
た

こ
と
に
対
し
、
小
田
原
藩
（
大
嶋
ら
は
同
藩
の
役
人
で
あ
る
）
か
ら
関
係
村
役
人
へ
与
え
ら
れ
た
褒
賞
金
の
請
取
状
で
あ
る
。
寛
文
一
二
年

段
階
で
早
く
も
多
く
の
畑
成
田
が
で
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
深
良
村
の
大
庭
源
之
丞
が
筆
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。
燧

る
西
一
一
一
）
。
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用水の開削第1章

道
は
完
成
し
て
る
潤
沢
な
用
水
を
確
保
す
る
た
め
に
は
道
内
の
竣
喋
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
初
見
史
料
が
茜
で
、
早
く
も
燧
道
完
成
四
年

後
の
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
工
事
は
小
田
原
藩
が
行
な
い
、
芦
ノ
湖
側
一
七
○
間
が
波
わ
れ
た
。
己
で
は

「
堀
抜
成
就
仕
水
掛
り
候
以
後
破
損
御
座
候
ハ
、
、
七
年
ノ
内
私
共
方
ヨ
リ
修
覆
可
仕
候
」
と
な
員
」
お
り
、
か
か
る
工
事
は
本
来
な
ら

ば
元
締
衆
が
行
な
う
、
雲
へ
き
で
あ
る
が
、
小
田
原
藩
が
施
行
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
請
負
開
発
手
形
の
条
項
は
、
沼
津
代
官
同
様
小

田
原
藩
に
対
し
て
も
遵
守
さ
れ
た
と
は
い
い
難
い
の
で
あ
る
。
奎
・
毛
・
室
は
茶
畑
村
・
平
松
新
田
、
吉
は
佐
野
村
・
二
本
松
新
田
、
三

は
公
文
名
村
・
稲
荷
村
の
各
村
内
の
用
水
事
情
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
特
に
茶
畑
村
は
六
六
町
余
の
耕
地
の
う
ち
三
○
町
余
が
湖
水
懸
り

と
な
っ
て
お
り
（
室
）
、
深
良
用
水
へ
の
依
存
度
は
高
い
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
村
明
細
帳
に
お
け
る
用
水
関
係
記
事
は
頗
る
豊
富
で
あ

る
。
ま
た
空
に
は
公
文
名
村
・
稲
荷
村
の
堰
人
足
・
砂
波
人
足
の
実
数
が
記
さ
れ
て
お
り
、
工
事
規
模
を
知
る
手
掛
り
と
な
る
。
麦
は
天

和
三
年
（
一
六
八
三
）
以
後
七
年
間
の
上
穀
米
納
入
が
新
た
に
決
定
さ
れ
た
こ
と
を
記
す
と
と
も
に
、
同
年
四
月
二
日
に
は
小
田
原
藩
領
・

沼
津
代
官
領
よ
り
水
門
番
に
扶
持
米
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
お
り
注
目
さ
れ
る
。
畑
成
田
の
増
加
は
用
水
の
需

要
を
さ
ら
に
拡
大
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
一
旦
渇
水
と
な
る
や
そ
の
矛
盾
の
多
く
は
下
流
の
村
々
に
転
嫁
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ

の
た
め
下
流
の
村
々
で
は
上
流
の
村
々
の
畑
成
田
増
加
に
反
対
す
る
場
合
が
屡
々
み
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
下
流
の
村
々
の
畑
成
田
つ
ぶ
し

要
求
に
反
論
し
た
の
が
三
の
史
料
で
あ
る
。
茜
は
下
郷
の
村
々
か
ら
用
水
不
足
の
現
状
改
善
を
訴
え
た
も
の
で
、
そ
の
原
因
を
元
締
の
用

水
管
理
不
備
と
断
定
、
こ
れ
を
糾
弾
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
深
良
用
水
の
完
成
は
多
く
の
恩
恵
を
も
た
ら
し
つ
つ
も
、
新
た
な
水
諭
も

水
管
理
不
備
と
断
定
、
こ
れ
を
刎

塾
つ
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
関
根
省
治
）
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解 当
他

言
風

第
二
章
で
は
深
良
用
水
を
め
ぐ
る
争
論
に
関
す
る
史
料
を
年
次
的
に
掲
載
し
た
。
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
用
水
開
削
を
進
め
た
元
締
に

か
わ
っ
て
用
水
を
利
用
す
る
村
々
か
ら
な
る
井
組
（
現
在
の
水
利
組
合
）
が
用
水
管
理
の
主
体
と
な
る
。
百
姓
自
ら
の
手
に
よ
る
用
水
管
理

の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
後
近
世
全
般
に
わ
た
っ
て
井
組
内
部
で
は
用
水
争
論
が
頻
発
し
て
い
る
。

井
組
内
部
は
用
水
系
か
ら
三
分
さ
れ
て
い
た
。
上
・
中
・
下
の
三
郷
で
あ
る
。
上
郷
は
新
川
及
び
黄
瀬
川
上
流
よ
り
直
接
取
水
し
て
い

る
村
冷
で
あ
る
。
中
郷
は
黄
瀬
川
中
流
部
の
佐
野
堰
を
通
じ
て
取
水
し
て
い
る
村
々
で
あ
る
。
下
郷
は
黄
瀬
川
下
流
部
の
大
堰
か
ら
取
水

し
て
い
る
村
々
で
あ
る
。
上
流
の
村
々
と
下
流
の
村
々
は
分
水
を
め
ぐ
り
し
ば
し
ば
対
立
し
た
。
各
郷
は
分
水
上
の
利
害
を
共
有
す
る
ま

と
ま
り
で
あ
っ
た
た
め
、
用
水
争
論
で
は
多
く
の
場
合
各
郷
が
対
立
す
る
様
相
と
な
っ
た
。
用
水
争
論
は
当
時
の
井
組
が
抱
え
て
い
た
問

題
を
顕
在
化
さ
せ
、
そ
の
対
応
を
通
じ
て
井
組
の
組
織
と
慣
行
を
深
化
さ
せ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
ゆ
え
に
こ
の
章
で
は
用
水
争
論
の

過
程
を
詳
し
く
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世
に
お
け
る
深
良
用
水
の
管
理
の
実
態
と
そ
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

第
一
節
で
は
井
組
に
よ
る
用
水
管
理
が
は
じ
ま
り
、
井
組
を
構
成
す
る
村
々
が
固
定
さ
れ
て
い
く
時
期
を
扱
っ
て
い
る
。
貞
享
五
年
元

締
の
用
水
支
配
権
が
幕
府
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
か
わ
っ
て
沼
津
代
官
小
長
谷
勘
左
衛
門
が
用
水
支
配
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
勘

左
衛
門
は
実
際
の
用
水
管
理
を
用
水
を
利
用
す
る
村
々
に
任
せ
る
方
針
を
と
っ
た
。
当
時
の
井
組
村
々
は
沼
津
代
官
領
と
小
田
原
藩
領
に

二
分
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
勘
左
衛
門
は
用
水
管
理
の
責
任
者
で
あ
る
「
水
支
配
人
」
を
沼
津
代
官
領
よ
り
一
名
、
小
田
原
藩
領
よ
り

一
名
任
命
し
た
。
こ
の
「
水
支
配
人
」
は
後
の
史
料
に
「
堰
役
」
「
堰
役
人
」
「
水
配
人
」
な
ど
と
異
な
っ
た
名
称
で
登
場
す
る
が
、
次
第

に
「
水
配
人
」
に
統
一
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

第
二
章
用
水
争
論
と
井
組
の
変
遷
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第2章用水争論と井組の変遷

棗
は
水
配
人
任
命
の
い
き
さ
つ
を
伝
え
る
史
料
で
あ
る
。
宅
・
穴
は
小
柄
沢
堰
か
ら
の
取
水
を
め
ぐ
る
争
論
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。

小
柄
沢
堰
は
佐
野
堰
か
ら
取
水
さ
れ
た
用
水
を
さ
ら
に
分
水
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
小
柄
沢
堰
か
ら
取
水
さ
れ
た
水
は
佐
野
村

を
経
て
そ
の
下
流
部
の
ニ
ッ
屋
新
田
・
二
本
松
新
田
を
潤
し
一
‐
」
い
る
。
一
方
小
柄
沢
堰
を
通
過
し
た
水
は
公
文
名
・
茶
畑
・
伊
豆
鴫
田
・

麦
塚
村
に
よ
っ
て
取
水
さ
れ
て
い
る
。
宅
は
水
下
の
公
文
名
・
茶
畑
・
伊
豆
鴫
田
・
麦
塚
村
が
水
上
の
佐
野
村
・
ニ
ッ
屋
新
田
・
二
本
松

新
田
を
相
手
取
り
小
田
原
藩
に
出
訴
し
た
も
の
で
あ
る
。
穴
は
小
田
原
瀞
か
ら
の
申
渡
で
あ
る
。
争
論
の
背
景
に
は
ニ
ッ
屋
新
田
・
二
本

松
新
田
な
ど
の
活
発
な
新
田
開
発
の
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
史
料
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
究
は
茶
畑
村
内
で
お
こ
っ
た
用
水
争
論
で
あ
る
。

開
削
か
ら
お
よ
そ
二
○
年
、
用
水
周
辺
の
新
田
開
発
が
限
界
に
達
す
る
中
、
用
水
の
配
分
が
村
食
の
大
き
な
関
心
と
な
っ
て
き
て
い
た
こ

と
が
窺
え
る
。
き
Ｉ
菫
は
い
ず
れ
も
水
配
人
の
口
上
書
で
あ
る
。
き
で
は
水
末
の
本
宿
村
へ
の
分
水
の
現
状
に
つ
い
て
主
に
述
、
へ
ら
れ
て

い
る
が
、
貞
享
五
年
牧
堰
掛
り
一
五
ヶ
村
が
井
組
を
離
脱
し
た
経
紳
に
つ
い
て
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
）
〕
の
段
階
で
井
組
は
三
○
ヶ
村
と

な
っ
た
。
菫
・
菫
は
ほ
ぼ
同
内
容
で
水
配
人
給
の
村
方
負
担
に
つ
い
て
の
主
張
で
あ
る
。
そ
の
中
で
水
配
人
が
選
ば
れ
た
経
緯
、
水
配
人

の
仕
事
内
容
に
つ
い
て
も
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

三
ｌ
究
は
深
良
村
が
、
久
根
村
を
除
く
井
組
二
八
ヶ
村
を
相
手
取
っ
て
お
こ
し
た
争
論
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
宝
、
水
二
年
（
一
七

○
五
）
六
月
、
夜
間
の
豪
雨
の
た
め
新
川
が
増
水
、
堤
防
が
決
壊
し
て
村
為
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
新
川
を
村
内
に
通
し
て
い

る
深
良
村
で
は
復
旧
の
た
め
井
組
村
々
に
協
力
を
要
請
し
た
が
、
村
々
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
三
は
茶
畑
村
が
小
田
原
藩
に
宛
て
た
水
害

復
旧
の
出
人
足
赦
免
願
、
茜
は
同
村
が
同
藩
に
宛
て
た
人
足
扶
持
米
入
用
の
拝
借
願
で
あ
る
。
菫
と
実
は
ほ
ぼ
同
内
容
で
、
深
良
村
が
井

組
村
々
の
態
度
は
先
例
に
そ
む
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
評
定
所
に
出
訴
し
た
も
の
で
あ
る
。
毛
は
相
手
方
村
々
か
ら
の
返
答
書
。
そ
の
趣

旨
は
深
良
村
の
主
張
す
る
先
例
は
存
在
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
貢
は
今
後
の
裁
許
に
つ
い
て
の
深
良
村
・
井
組
村
為
の
請
書
で
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説
あ
る
。
夷
は
評
定
所
の
裁
許
状
で
あ
る
。
こ
｝
）
で
は
深
良
村
の
主
張
が
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
水
害
は
深
良
村
地
内
の
山
水
が
流
入
し
た

こ
と
も
原
因
の
一
つ
で
あ
る
と
し
て
、
土
砂
除
去
の
た
め
の
人
件
費
は
深
良
村
が
三
分
の
一
、
二
九
ヶ
村
が
三
分
の
二
の
割
合
で
負
担
す

畢角
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
合
は
復
旧
に
あ
た
っ
た
富
沢
村
の
米
拝
借
願
。
△
は
井
組
の
最
末
端
に
位
置
す
る
本
宿
村
の
井
組
離
脱
願
で

あ
る
。
願
は
認
め
ら
れ
、
井
組
二
九
ヶ
村
が
確
定
さ
れ
た
。

第
二
節
で
は
井
組
が
宝
永
・
安
永
期
の
二
度
に
わ
た
る
大
規
模
な
用
水
争
論
を
経
て
、
用
水
管
理
の
慣
行
を
原
則
的
に
確
立
し
て
い
く

時
期
を
扱
っ
て
い
る
。
深
良
用
水
の
開
通
に
よ
る
水
田
化
は
す
で
に
限
界
に
達
し
分
水
を
め
ぐ
る
対
立
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
が
、
宝
永

年
間
の
水
論
は
そ
の
対
立
が
つ
い
に
井
組
全
村
に
ま
で
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
水
諭
で
は
上
・
中
・
下
郷
が
そ
れ
ぞ
れ
分
水
上
の

主
張
を
掲
げ
て
争
い
、
評
定
所
の
裁
定
に
よ
り
、
深
良
用
水
と
従
来
の
用
水
は
区
別
な
く
公
平
に
井
組
村
々
に
分
け
ら
れ
る
↑
）
と
と
な
っ

た
。
し
か
し
こ
の
原
則
は
上
郷
村
々
に
お
い
て
遵
守
さ
れ
ず
、
上
郷
村
々
と
中
・
下
郷
村
々
と
の
間
で
再
び
安
永
年
間
の
水
論
が
お
》
）
っ

た
。
こ
こ
で
再
び
宝
永
水
諭
の
裁
許
の
趣
旨
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
、
井
組
の
用
水
慣
行
は
制
度
的
に
確
立
さ
れ
た
。
全
で
は
旱
害
に
よ

っ
て
水
諭
が
井
組
村
々
の
間
で
発
生
し
て
い
る
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
全
は
中
郷
村
交
（
公
文
名
・
稲
荷
・
茶
畑
・
平
松
新
田
・
麦
塚
・
伊

豆
鴫
田
・
ニ
ッ
屋
新
田
）
か
ら
沼
津
代
官
所
に
対
し
、
深
良
村
を
は
じ
め
と
す
る
水
上
村
々
が
不
正
な
取
水
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
訴
え

た
る
の
で
あ
る
。
〉
）
う
し
た
井
組
村
々
の
対
立
は
や
が
て
量
’
八
に
み
ら
れ
る
宝
永
年
間
の
大
規
模
な
争
論
に
発
展
し
て
い
く
。
こ
の
争

論
は
下
郷
水
末
五
ヶ
村
（
中
土
狩
・
伏
見
・
新
宿
・
下
土
狩
・
竹
原
）
が
上
郷
十
ヶ
村
（
金
沢
・
葛
山
・
上
ヶ
田
・
深
良
・
御
宿
・
千
福
・

定
輪
寺
・
一
色
・
納
米
里
・
富
沢
）
を
相
手
取
り
、
沼
津
代
官
所
に
訴
え
出
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
訴
え
の
内
容
は
、
上
郷
村
々
が
不
正

な
取
水
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
量
は
水
諭
に
か
か
わ
る
諸
経
費
を
書
き
上
げ
た
も
の
。
全
は
上
郷
村
為
の
返
答
書
で
あ

る
。
そ
の
後
争
論
は
紛
糾
し
て
評
定
所
に
も
ち
こ
ま
れ
る
。
そ
の
過
程
で
新
た
に
上
郷
の
神
山
・
岩
波
村
、
中
郷
の
伊
豆
鴫
田
・
ニ
ッ
屋
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新
田
・
麦
塚
・
平
松
新
田
・
茶
畑
・
公
文
名
・
稲
荷
・
佐
野
・
石
脇
・
久
根
村
が
争
論
に
参
入
し
て
い
る
。
尖
は
水
配
人
甚
右
衛
門
が
評

定
所
の
審
理
状
況
に
つ
い
て
沼
津
代
官
所
に
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
審
理
の
結
果
、
宝
永
五
年
（
一
七
○
八
）
五
月
毛
の
裁
許
状
が
下
さ

れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
争
論
の
原
因
は
分
水
の
偏
り
に
あ
る
と
さ
れ
、
当
時
の
水
配
人
は
責
任
を
問
わ
れ
て
罷
免
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

新
た
な
水
配
人
は
上
郷
・
中
郷
・
下
郷
よ
り
二
名
ず
つ
計
六
名
が
代
官
の
吟
味
を
経
て
任
命
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
分
水
の
際

は
深
良
用
水
と
そ
れ
以
前
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
る
用
水
を
区
別
な
く
扱
い
、
不
公
平
な
く
村
々
に
分
水
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。
公
は

新
し
い
水
配
人
に
つ
い
て
の
請
書
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
裁
許
状
の
趣
旨
は
実
際
に
は
あ
ま
り
徹
底
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
翌
年
に

は
早
く
も
分
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
水
末
村
々
（
下
士
狩
・
竹
原
・
伊
豆
鴫
田
・
ニ
ッ
屋
新
田
・
茶
畑
・
公
文
名
・
稲
荷
）
か
ら
分
水
が
不
正

で
あ
る
と
の
訴
え
が
出
て
い
る
。
史
料
中
で
水
上
村
々
が
深
良
用
水
開
通
以
前
の
用
水
を
「
地
水
」
と
よ
ん
で
占
有
し
て
い
る
様
子
が
窺

わ
れ
る
。
召
は
中
郷
の
公
文
名
・
稲
荷
・
茶
畑
村
が
佐
野
堰
か
ら
の
分
水
に
不
正
が
あ
る
と
し
て
三
島
代
官
所
に
訴
え
出
た
も
の
で
あ
る
。

空
も
同
様
に
中
郷
・
下
郷
の
水
末
村
々
（
公
文
名
・
茶
畑
。
平
松
新
川
・
麦
塚
・
伊
豆
鵬
田
・
ニ
ッ
屋
新
田
・
下
土
狩
・
竹
原
・
新
宿
・

避
伏
見
）
が
分
水
に
つ
い
て
水
上
村
々
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。

唖
元
文
二
年
（
一
七
二
一
七
）
支
配
替
に
よ
り
井
組
村
々
は
十
名
の
大
名
。
旗
本
に
よ
る
支
配
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
用
水
支
配
も
二
一
島

組井
代
官
か
ら
新
領
主
の
担
当
と
な
っ
た
。
聖
は
井
組
二
九
ヶ
村
が
、
用
水
支
配
は
従
来
通
り
代
官
の
担
当
と
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
た
も
の

と論
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
中
郷
・
下
郷
村
々
は
訴
え
を
取
り
下
げ
た
模
様
で
、
九
一
一
一
で
は
上
郷
村
々
の
み
が
代
官
支
配
を
願
い
出
て
い
る
。

４く胴
し
か
し
こ
の
願
い
は
結
局
聞
き
届
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
茜
で
は
用
水
管
理
の
た
め
、
小
田
原
藩
よ
り
毎
年
一
名
、
残
る
九
人
の
領
主
よ
り

章
年
恭
で
一
名
の
役
人
が
村
方
へ
派
遣
さ
れ
る
こ
と
が
申
渡
さ
れ
て
い
る
。
圭
は
用
水
管
理
に
つ
い
て
小
田
原
藩
の
発
信
し
た
廻
状
で
あ
る
。

２第
史
料
よ
り
役
人
間
の
意
志
統
一
の
過
程
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
妾
は
深
良
村
か
ら
用
水
支
配
役
人
に
あ
て
た
文
書
提
出
の
延
期
願
で
あ
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茎
‐嬉

脚
“
窺
え
る
。

説
る
。
毛
は
深
良
村
が
用
水
支
配
担
当
領
主
の
変
更
を
願
い
出
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
実
現
さ
れ
て
い
な
い
。
夫
は
領
主
の
用
水
支
配

担
当
割
と
申
し
合
わ
せ
定
書
で
あ
る
。
以
上
の
史
料
か
ら
新
領
主
に
よ
る
新
た
な
用
水
支
配
体
制
は
し
だ
い
に
定
着
し
て
い
っ
た
｝
｝
と
が

一
方
水
諭
に
つ
い
て
は
そ
の
後
も
一
向
に
鎮
静
化
し
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
。
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
は
分
水
を
め
ぐ
っ
て
下
郷
水

末
村
々
（
下
土
狩
・
竹
原
・
伏
見
・
新
宿
）
が
水
上
村
灸
を
訴
え
て
い
る
。
究
は
そ
れ
に
対
す
る
返
答
書
で
あ
る
。
一
ｓ
は
）
〕
の
争
論
を
背

景
と
し
た
用
水
支
配
役
人
か
ら
水
配
人
へ
の
申
渡
で
あ
る
。
一
三
は
石
脇
村
か
ら
用
水
支
配
役
人
に
あ
て
た
、
水
不
足
の
た
め
見
分
役
人

を
派
遣
し
て
も
ら
い
た
い
と
の
願
書
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
水
上
・
水
末
村
々
の
対
立
の
深
ま
る
中
、
明
和
七
・
八
年
（
一
七
七
○
・

一
七
七
一
）
の
旱
害
を
き
っ
か
け
に
井
組
村
々
は
深
刻
な
水
不
足
に
見
舞
わ
れ
た
。
特
に
被
害
の
著
し
か
っ
た
水
末
村
々
で
は
、
水
不
足

の
真
の
原
因
は
水
上
村
々
の
不
当
な
取
水
に
あ
る
と
し
て
用
水
支
配
役
人
に
出
訴
し
た
。
↑
）
こ
に
慢
性
化
し
て
い
た
水
上
・
水
末
村
々
の

対
立
は
頂
点
に
達
し
、
安
永
年
間
を
中
心
に
深
刻
か
つ
大
規
模
な
争
論
が
は
じ
ま
っ
た
。
一
三
’
三
一
一
は
こ
の
争
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
三
・
一
三
は
明
和
七
年
の
旱
害
を
背
景
に
、
用
水
管
理
に
つ
い
て
用
水
支
配
役
人
よ
り
村
方
及
び
水
配
人
へ
申
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
屋
は
翌
年
水
末
村
々
か
ら
用
水
支
配
役
人
に
提
出
さ
れ
た
訴
状
と
小
田
原
藩
が
行
っ
た
水
配
人
取
り
調
べ
の
記
録
で
あ
る
。
取
り
調
尋
へ

の
中
で
水
上
村
々
が
「
地
水
」
等
の
用
水
慣
行
上
の
既
得
権
を
主
張
し
、
分
水
時
の
水
配
人
立
会
を
拒
ん
で
い
る
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
。
一
室
は
水
上
村
々
か
ら
の
返
答
書
で
あ
る
。
》
）
の
段
階
で
訴
訟
方
は
下
郷
の
下
土
狩
・
竹
原
・
伏
見
・
新
宿
、
中
郷
の
佐
野
・

二
本
松
新
田
・
茶
畑
・
平
松
新
田
・
公
文
名
・
稲
荷
・
ニ
ッ
屋
新
田
の
水
末
二
ヶ
村
、
相
手
方
は
久
根
・
深
良
・
岩
波
・
石
脇
・
水

窪
・
上
土
狩
・
伊
豆
鴫
田
・
御
宿
・
千
福
・
富
沢
・
納
米
里
・
定
輪
寺
・
葛
山
・
上
ヶ
田
・
金
沢
・
麦
塚
・
神
山
・
一
色
村
の
水
上
一
八

ヶ
村
で
あ
る
。
一
実
は
双
方
の
主
張
に
つ
い
て
小
田
原
藩
役
人
と
他
の
用
水
支
配
役
人
と
の
間
で
か
わ
さ
れ
た
書
翰
で
あ
る
。
用
水
支
配
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第2章用水争論と井組の変遷

役
人
達
が
今
回
の
事
態
を
用
水
支
配
体
制
の
根
幹
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
を
も
ち
、
事
態
の
解
明
に
前
向
き
に
取
り
組
ん
で

い
る
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
一
宅
は
水
末
村
々
の
主
張
に
対
す
る
水
上
石
脇
村
の
用
水
支
配
役
人
宛
上
申
書
で
あ
る
。
取
り
調
言
へ
は
そ
の
後

江
戸
表
で
行
な
わ
れ
た
模
様
で
、
一
Ｒ
・
一
男
は
そ
れ
ぞ
れ
石
脇
村
名
主
・
水
配
人
が
江
戸
詮
議
の
内
容
に
つ
い
て
用
水
支
配
役
人
に
上
申

し
た
も
の
で
あ
る
。
一
己
は
江
戸
表
に
お
け
る
諸
経
費
の
割
当
帳
で
あ
る
。
そ
の
後
領
主
側
よ
り
内
済
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
が
三
よ
り

水
末
村
々
は
一
）
れ
を
拒
否
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
三
は
水
上
久
根
村
の
訴
状
で
あ
る
。
水
末
村
々
は
そ
の
後
評
定
所
に
出
訴
し
て
い
る
。

そ
の
過
程
で
一
三
・
一
西
・
一
三
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
一
色
・
神
山
・
麦
塚
村
が
争
論
か
ら
離
脱
し
て
い
る
。
三
〈
は
水
末
村
狩
か
ら
の
評
定

所
宛
訴
状
、
一
毛
．
一
天
は
水
上
村
々
か
ら
の
返
答
害
で
あ
る
。
審
理
の
経
過
に
つ
い
て
は
一
六
よ
り
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
評
定

所
か
ら
派
遣
さ
れ
た
検
使
役
人
が
実
地
調
査
に
入
っ
た
模
様
で
、
そ
の
動
き
は
三
つ
の
日
記
に
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
調
査
を
踏
ま

え
て
評
定
所
で
は
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
三
月
裁
許
を
下
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
水
末
村
々
の
主
張
し
た
水
不
足
の
現
状
は
認
め
ら
れ
、

水
上
村
々
の
主
張
す
る
「
地
水
」
等
の
既
得
椎
は
証
明
し
が
た
い
と
し
て
否
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
宝
永
五
年
の
裁
許
の
趣
旨
が
再
び
強
調

さ
れ
て
い
る
。
水
配
人
は
不
手
際
を
責
め
ら
れ
て
解
任
さ
れ
た
。
一
三
は
裁
決
の
趣
旨
を
具
現
化
す
べ
く
用
水
支
配
役
人
が
水
配
人
の
任

務
を
細
か
く
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
分
水
の
手
順
を
詳
し
く
伝
え
て
い
る
点
で
興
味
深
い
。
’
三
は
裁
許
の
趣
旨
に
対
す
る
村

村
の
申
し
合
わ
せ
で
あ
る
。
三
四
は
用
水
支
配
役
人
が
用
水
管
理
に
つ
い
て
申
し
合
わ
せ
た
も
の
を
村
々
に
示
し
た
も
の
で
三
二
と
内
容
が

重
複
す
る
箇
所
が
多
い
。

安
永
五
年
の
裁
許
は
水
末
村
々
の
水
田
化
の
動
き
に
大
き
な
弾
み
を
与
え
た
。
三
五
’
三
一
に
み
ら
れ
る
富
沢
村
と
一
色
村
の
水
論
は
そ

の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
る
。
史
料
に
登
場
す
る
富
沢
村
穴
堰
は
黄
瀬
川
中
流
部
に
設
け
ら
れ
、
富
沢
村
地
内
を
経
て
一
色
村
を
潤
し

て
い
る
。
一
一
三
は
一
色
村
か
ら
の
用
水
支
配
役
人
宛
訴
状
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
富
沢
村
が
用
水
を
不
正
に
取
水
し
て
い
る
た
め
、
一
色

1041



説
村
内
の
田
成
畑
の
水
田
化
が
進
ま
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
三
〈
は
同
じ
く
一
色
村
か
ら
の
願
書
で
、
用
水
支
配
役
人
の
見
分
に
つ
い

て
の
状
況
を
伝
え
て
い
る
。
一
一
毛
は
一
色
村
の
申
し
立
て
に
つ
い
て
の
水
配
人
よ
り
用
水
支
配
役
人
宛
口
上
書
。
一
一
六
は
富
沢
村
か
ら
用
水

解
支
配
役
人
へ
の
内
済
願
。
一
天
は
水
諭
に
つ
い
て
の
富
沢
村
返
答
書
で
あ
る
。
結
局
争
論
は
両
者
間
の
内
済
と
な
り
、
安
永
五
年
の
裁
許

に
照
ら
し
て
分
水
に
つ
い
て
の
規
定
が
定
め
ら
れ
た
。
一
二
は
済
口
証
文
。
三
一
は
内
済
に
つ
い
て
の
一
色
村
請
書
で
あ
る
。
三
一
一
は
用
水

支
配
役
人
出
郷
中
の
賄
入
用
負
担
に
つ
い
て
の
願
書
で
あ
る
。
安
永
九
年
（
一
七
八
○
）
四
月
深
良
村
他
十
五
ヶ
村
は
、
富
沢
・
一
色
村
の

争
論
の
背
景
と
も
な
っ
た
水
末
村
々
の
水
田
化
の
動
き
に
つ
い
て
、
〉
）
れ
以
上
の
水
田
化
の
進
展
は
井
組
全
体
の
分
水
秩
序
に
重
大
な
影

響
を
与
え
る
と
し
て
出
訴
。
用
水
支
配
役
人
は
》
）
の
申
し
立
て
を
認
め
て
今
後
水
田
化
を
停
止
す
る
よ
う
村
々
へ
申
し
渡
し
て
い
る
。
三
四

は
水
田
化
の
動
き
の
中
心
に
あ
っ
た
中
郷
村
冷
の
請
書
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
安
永
五
年
の
裁
許
後
活
発
化
し
た
水
末
村
々
の

水
川
化
の
動
き
は
強
い
拘
束
を
う
け
る
こ
と
と
な
る
。

言
三
は
箱
根
水
門
普
請
入
用
を
め
ぐ
る
深
良
村
と
水
配
人
の
争
論
に
つ
い
て
の
済
口
証
文
。
｜
昊
は
水
配
人
の
深
良
村
宛
内
済
金
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
。
｜
｜
毛
・
三
八
は
一
色
村
と
富
沢
村
が
さ
き
の
争
論
の
処
置
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
た
も
の
で
、
ゞ
）
れ
も
内
済
と
な
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
言
天
は
用
水
支
配
役
人
賄
入
用
に
つ
い
て
の
井
組
村
々
定
害
で
あ
る
。
｜
ｇ
は
深
良
村
よ
り
用
水
支
配
役
人
に
あ
て
た
分
水
願

で
あ
る
。
そ
の
中
で
深
良
村
は
旱
害
と
と
も
に
、
村
内
を
通
る
新
川
の
も
た
ら
す
水
害
に
絶
え
ず
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
状
況
を
訴
え
て
い

る
。
西
一
は
水
配
人
よ
り
深
良
村
へ
の
詫
状
で
あ
る
。
そ
の
後
深
良
村
は
久
根
・
御
宿
・
干
福
村
と
と
も
に
水
末
村
々
を
相
手
取
り
評
定

所
に
出
訴
し
た
。
訴
状
で
は
村
方
の
困
窮
し
た
状
況
に
触
れ
た
あ
と
、
安
永
五
年
の
裁
許
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
「
地
水
」
等
の
用
水
慣

行
を
復
活
さ
せ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。
一
里
は
水
末
村
々
か
ら
の
訴
状
。
一
里
は
深
良
村
他
三
ヶ
村
か
ら
の
返
答
害
。
一
畠
は
水
末
村

村
か
ら
の
返
答
害
で
あ
る
。
そ
の
後
一
皇
・
一
男
よ
り
用
水
支
配
役
人
の
内
済
斡
旋
が
行
な
わ
れ
た
》
｝
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
斡
旋
は
不
調
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第2章用水争論と井組の変遷

に
終
わ
り
、
両
者
は
出
府
の
上
評
定
所
で
対
決
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
宅
は
出
府
員
数
に
つ
い
て
の
水
末
村
々
願
書
。
一
宍
は
争
論
詮
議

の
延
長
に
つ
い
て
の
水
末
村
を
願
書
で
あ
る
。
し
か
し
一
男
よ
り
深
良
村
他
三
ヶ
村
の
主
碓
は
取
り
上
げ
ら
れ
ず
、
内
済
と
な
っ
た
）
）
と

が
わ
か
る
。
し
か
し
筧
政
二
年
（
一
七
九
○
）
深
良
村
は
久
根
村
を
除
く
二
七
ヶ
村
を
相
手
取
り
再
び
評
定
所
に
出
訴
し
た
。
そ
の
内
容
は

新
川
土
手
が
決
壊
し
た
際
の
復
旧
費
用
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
深
良
村
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
復
旧
費
用
は
井
組
全
村
の
負
担
に
よ
っ
て

賄
わ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
に
、
他
村
が
一
）
れ
を
拒
ん
で
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
君
は
争
論
の
推
移
に
つ
い
て
の
下
郷
村
々
か
ら

小
田
原
藩
宛
注
進
書
。
三
・
三
一
は
両
者
の
訴
状
及
び
争
論
の
経
過
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
評
定
所
で
は
深
艮
村
の
主
張
が
認
め
ら
れ
、

内
済
の
上
二
八
ケ
村
よ
り
深
良
村
へ
金
四
○
両
と
米
一
五
○
俵
が
代
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
〉
）
と
に
な
っ
た
。
）
）
の
内
米
一
五
○
俵
は
そ

の
ま
ま
与
え
ら
れ
た
が
、
金
四
○
両
に
つ
い
て
は
永
代
預
り
と
し
て
年
一
割
半
の
利
足
を
も
っ
て
金
六
両
づ
つ
深
良
村
へ
支
払
わ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
一
三
・
一
茜
は
済
口
証
文
で
あ
る
。
一
奎
は
深
良
村
か
ら
の
受
け
取
り
。

第
三
節
で
は
第
二
節
に
続
く
時
期
の
水
論
を
扱
っ
て
い
る
。
〉
）
の
時
期
井
組
全
休
を
巻
き
こ
む
よ
う
な
大
規
棋
な
争
論
は
な
く
な
り
、

か
わ
っ
て
井
組
各
郷
内
部
の
対
立
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
る
。
中
で
も
下
郷
で
は
水
諭
が
頻
発
し
て
い
る
。
下
郷
の
水
諭
の
多
く
は
三
俣

堰
の
取
水
を
め
ぐ
る
水
上
・
水
下
村
々
の
対
立
で
あ
る
。
三
俣
堰
は
黄
瀬
川
下
流
部
大
堰
下
に
設
け
ら
れ
、
中
土
狩
・
下
土
狩
・
竹
原
・

伏
見
・
新
宿
村
は
堰
に
対
し
て
水
下
の
村
々
、
水
窪
・
納
米
里
・
伊
豆
鴫
田
・
上
土
狩
村
は
堰
に
対
し
て
水
上
の
村
々
で
あ
る
。
こ
う
し

た
局
地
的
な
水
論
を
通
じ
て
、
近
世
井
組
の
用
水
慣
行
は
よ
り
整
備
さ
れ
て
近
代
の
水
利
組
合
に
継
承
さ
れ
て
い
く
。

一
妻
は
裁
許
状
の
年
番
預
り
と
井
組
村
々
の
用
水
入
用
積
立
に
つ
い
て
の
定
書
で
あ
る
。
一
毛
は
三
俣
堰
か
ら
の
取
水
を
め
ぐ
る
下
郷
村

村
の
争
論
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
水
上
・
水
下
両
者
の
主
張
に
基
づ
い
て
小
田
原
藩
役
人
と
沼
津
藩
役
人
が
検
分
に
あ
た
っ
て
い
る

が
、
検
分
の
結
果
水
上
村
為
に
非
が
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
判
断
に
基
づ
い
て
両
者
は
和
解
し
た
。
一
宍
は
水
上
村
々
か
ら
の
詫
状
で
あ
る
。
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解 三繭
口/し

一
麦
は
深
良
村
内
に
お
け
る
不
法
分
水
に
つ
い
て
の
詫
状
。
一
吉
は
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
の
旱
勉
の
際
さ
き
の
下
郷
水
下
四
ヶ
村
よ
り
提

出
さ
れ
た
通
水
願
で
あ
る
。
〉
｝
う
し
た
事
情
を
背
景
に
玉
で
は
水
上
四
ヶ
村
か
ら
水
下
五
ヶ
村
に
対
し
、
当
年
限
り
の
分
水
規
定
が
示

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
宍
一
一
で
は
規
定
に
反
し
て
実
際
に
は
分
水
が
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
水
下
五
ケ
村
が
沼
津
役
所
に
出
訴
し
て

い
る
。
一
室
は
下
郷
全
村
か
ら
の
用
水
支
配
役
人
宛
通
水
願
。
一
茜
は
中
郷
・
下
郷
の
水
末
村
々
か
ら
提
出
さ
れ
た
願
書
で
、
出
郷
中
の
用

水
支
配
役
人
の
引
き
揚
げ
を
延
期
し
て
ほ
し
い
と
の
内
容
で
あ
る
。

一
室
’
一
麦
は
下
郷
水
上
四
ヶ
村
と
水
下
五
ヶ
村
の
対
立
に
よ
っ
て
引
き
お
こ
さ
れ
た
事
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
事
件
の
概
要
は
、

水
上
村
々
の
百
姓
が
水
下
村
々
へ
の
分
水
を
阻
止
す
る
た
め
穴
堰
と
三
俣
堰
を
破
壊
、
関
係
者
が
沼
津
役
所
か
ら
手
鎖
村
預
け
の
処
分
を

う
け
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
穴
堰
は
三
俣
堰
下
、
水
下
村
々
と
納
米
里
・
上
土
狩
村
と
の
掛
合
堰
で
あ
る
。
｜
奎
は
関
係
者
の
処
分

に
つ
い
て
の
村
々
請
書
。
一
棗
は
水
下
村
々
か
ら
の
処
分
取
り
止
め
願
。
｜
宅
は
水
上
・
水
下
村
々
間
の
内
済
証
文
で
あ
る
。
証
文
で
は
一

時
的
処
置
な
が
ら
、
定
例
堰
番
の
他
に
水
上
村
々
よ
り
一
名
、
水
下
村
々
よ
り
一
名
の
立
会
番
を
置
い
て
公
平
な
分
水
を
は
か
る
こ
と
が

申
し
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
立
会
番
の
設
置
に
つ
い
て
は
今
後
両
者
の
対
立
の
争
点
と
な
っ
て
い
く
。
一
天
は
富
沢
・
一
色
村
か
ら
の
事
件

申
し
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
立
会
番
（

関
係
者
処
分
取
り
止
め
願
で
あ
る
。

安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
四
月
、
さ
き
の
争
論
よ
り
二
年
後
、
再
び
水
下
五
ヶ
村
よ
り
沼
津
役
所
宛
に
一
究
の
願
書
が
提
出
さ
れ
た
。
内

容
は
立
会
番
の
常
置
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
一
さ
は
内
済
証
文
。
こ
れ
に
よ
っ
て
今
後
三
年
間
二
ケ
所
の
堰
口
に
定
例
堰
番
の
外
に
立

会
番
を
置
く
こ
と
と
な
っ
た
。
立
会
番
は
納
米
里
村
よ
り
一
ヶ
所
に
一
名
、
水
下
五
ヶ
村
よ
り
二
名
派
遣
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

そ
の
後
立
会
番
設
置
の
期
限
切
れ
と
な
っ
た
万
延
元
年
（
一
八
六
○
）
、
水
下
村
々
よ
り
立
会
番
の
永
続
願
が
出
さ
れ
て
い
る
。
毛
一
は
水

末
村
々
願
書
に
対
す
る
水
上
四
ヶ
村
と
井
組
の
残
る
一
九
ヶ
村
の
申
し
合
わ
せ
で
あ
る
。
申
し
合
わ
せ
の
内
容
は
、
水
下
村
々
の
願
は
井
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第
三
章
は
、
元
禄
期
よ
り
幕
末
ま
で
の
深
良
用
水
の
普
請
に
つ
い
て
編
年
に
収
戦
し
た
。

毒
叩普
普
請
と
は
土
木
工
事
の
こ
と
で
あ
る
が
、
用
水
普
請
は
そ
の
用
水
に
関
係
す
る
村
々
が
費
用
を
出
し
合
っ
て
自
力
で
行
っ
た
「
自
普

と幡
請
」
と
、
領
主
が
施
行
し
普
請
費
用
を
供
与
し
て
行
っ
た
「
御
普
請
」
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
深
良
用
水
に
お
い
て
も
、
一
村
単
位

駒
の
普
請
や
小
規
模
な
修
復
は
自
普
請
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
用
水
維
持
の
た
め
の
普
請
も
大
規
模
な
修
築
が
必

章
要
と
な
る
に
つ
れ
、
用
水
組
合
で
あ
る
井
組
二
九
ヶ
村
よ
り
代
官
所
や
領
主
で
あ
る
小
田
原
藩
・
沼
津
藩
・
旗
本
に
願
い
出
て
、
普
請
費

３第
用
を
出
し
て
も
ら
う
御
普
請
の
要
求
が
増
加
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
深
良
用
水
の
中
枢
部
で
あ
る
芦
ノ
湖
か
ら
の
取
水
口

組
全
体
の
用
水
秩
序
に
重
大
な
支
障
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
沼
津
役
所
に
願
書
を
取
り
上
げ
な
い
よ
う
求
め
て
い
く
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
一
三
は
そ
の
沼
津
役
所
宛
願
書
で
あ
る
。
｜
菫
は
水
下
村
々
か
ら
の
立
会
番
設
置
願
、
｜
茜
は
下
郷
水
配
人
か
ら
の
立
会
番
設
置

願
で
あ
る
。
結
局
水
末
村
灸
の
願
は
聞
き
届
け
ら
れ
ず
、
一
宝
。
｜
実
で
は
水
下
五
ケ
村
惣
代
が
用
水
支
配
役
人
に
願
を
取
り
下
げ
る
旨
を

伝
え
て
い
る
。
一
壱
は
そ
の
後
水
上
・
水
下
村
々
間
で
取
り
替
わ
さ
れ
た
規
定
害
で
あ
る
が
、
水
不
足
の
際
に
は
水
配
人
に
申
し
立
て
た

上
で
、
水
下
村
々
よ
り
三
俣
堰
と
穴
堰
に
一
名
づ
つ
の
添
番
を
立
て
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
一
天
は
小
田
原
役
所
・
沼
津
役
所
間

の
連
絡
で
、
中
土
狩
・
竹
原
村
の
分
水
願
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
究
は
下
郷
水
末
五
ヶ
村
よ
り
小
田
原
役
所
へ
の
分
水
願
で
あ
る
。

一
天
・
一
天
は
い
ず
れ
も
近
代
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
用
水
管
理
の
実
態
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

（
柴
雅
房
）

第
三
章
用
水
維
持
と
普
請
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説
で
あ
る
湖
水
門
や
燧
道
、
新
川
の
普
請
に
関
し
て
は
膨
大
な
費
用
が
か
か
る
た
め
、
国
を
単
位
と
し
て
資
材
・
費
用
を
徴
発
す
る
「
国
役

普
請
」
の
要
求
へ
と
発
展
し
て
い
く
。
国
役
普
請
の
実
施
は
江
戸
時
代
に
四
回
行
わ
れ
、
さ
ら
に
、
深
良
用
水
の
一
支
線
で
あ
る
「
か
ろ

革＃
う
と
堰
」
に
ま
で
国
役
普
請
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
本
章
は
、
こ
の
用
水
普
請
の
要
求
を
発
展
的
に
と
ら
え
、
天
明
の
国
役

普
請
以
前
を
第
一
節
「
開
削
後
の
用
水
維
持
と
御
普
請
」
と
し
、
以
後
を
第
二
節
「
国
役
普
請
の
要
求
」
と
し
た
。
ま
た
、
か
ろ
ぅ
と
堰

の
国
役
普
請
の
要
求
以
後
を
第
三
節
「
国
役
普
請
の
拡
大
」
と
し
た
。

第
一
節
で
は
開
削
後
の
用
水
確
保
と
御
普
請
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
。
深
良
用
水
は
、
芦
ノ
湖
水
門
や
燧
道
及
び
新
川
に
注
目
さ
れ
が

ち
で
あ
る
が
、
芦
ノ
湖
の
水
が
そ
そ
ぎ
こ
ん
だ
黄
瀬
川
の
水
を
堰
上
げ
た
佐
野
堰
や
か
ろ
う
と
堰
な
ど
を
含
め
て
深
良
用
水
と
い
う
。
各

堰
の
普
請
は
、
原
則
的
に
は
そ
の
堰
に
関
係
す
る
村
々
が
村
入
用
よ
り
支
出
し
て
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
定
期
的
に
用
水
に
た
ま
っ
た
砂

を
取
り
除
く
砂
没
普
請
も
自
普
請
で
行
な
わ
れ
た
が
、
普
請
の
規
模
が
大
き
く
な
る
と
農
民
の
負
担
が
大
き
く
な
る
た
め
、
幕
府
は
貞
享

四
年
（
ニ
ハ
八
七
）
に
、
高
百
石
に
つ
き
五
十
人
ま
で
は
自
普
請
で
行
い
、
こ
れ
を
越
え
た
場
合
に
扶
持
米
を
支
給
す
る
よ
う
に
定
め
て
い

る
。
一
合
は
定
輪
寺
前
堰
の
普
請
に
つ
い
て
高
百
石
に
つ
き
二
十
五
人
の
割
で
四
十
五
人
が
自
普
請
と
さ
れ
、
残
り
の
百
二
十
八
人
と
能

代
が
年
貢
よ
り
差
し
引
か
れ
て
い
る
。
五
一
で
は
、
御
普
請
の
人
足
賃
と
し
て
一
人
に
つ
き
扶
持
米
五
合
ず
つ
を
与
え
て
お
り
、
一
念
で
は

具
体
的
に
御
普
請
人
足
賃
の
農
民
へ
の
支
給
を
確
認
で
き
る
。
一
茜
は
御
宿
村
堀
凌
人
足
で
あ
る
が
扶
持
米
切
手
を
参
考
に
載
せ
て
お
い

領
主
が
費
用
を
出
す
御
普
請
は
、
農
民
の
度
重
な
る
要
求
と
働
き
か
け
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
。
三
は
燧
道
の
三
尺
掘
下
げ
や
水
門

修
築
の
御
普
請
要
求
願
書
で
、
代
官
所
支
配
の
十
一
ヶ
村
が
代
官
に
提
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
例
年
行
っ
て
い
る
水
門
の
手
入
れ
や
新
川

の
波
人
足
賃
は
、
百
姓
の
負
担
か
ら
公
儀
の
支
出
に
し
て
ほ
し
い
こ
と
な
ど
も
願
い
出
て
お
り
、
水
門
、
堀
抜
Ⅱ
燧
道
、
新
川
に
関
し
て

た
○
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開
削
か
ら
百
年
ほ
ど
経
れ
ば
、
深
良
用
水
も
大
規
模
な
普
請
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
一
分
は
排
請
入
用
及
び
水
配
人
の
給
米
な
ど
の

給
付
願
い
で
あ
る
が
、
こ
の
大
普
請
は
「
湖
水
開
発
以
来
之
普
請
」
で
あ
り
、
「
九
拾
年
余
以
来
の
義
」
と
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
普
請
は
農
民
に
と
っ
て
か
な
り
の
負
担
と
な
っ
た
よ
う
で
、
翌
年
、
小
田
原
藩
領
の
村
々
は
、
藩
に
借
金
を
し
て
普
請
を

行
っ
て
い
る
こ
と
が
、
一
言
よ
り
わ
か
る
。
領
主
か
ら
の
十
分
な
保
証
が
な
さ
れ
ず
に
普
請
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

安
永
の
争
論
の
決
着
を
侍
っ
て
、
本
格
的
な
大
普
請
が
行
わ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
湖
水
門
の
切
り
下
げ
を
中
心
と
す
る
普
請
で
あ
る
。

湖
水
門
の
切
り
下
げ
は
、
井
組
二
九
ヶ
村
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
芦
ノ
湖
水
而
の
低
下
に
つ
な
が
る
た
め
、
諾
方
面
に
影
響
を
及
ぼ
す
。

一
召
は
小
田
原
藩
の
役
人
が
箱
根
関
所
に
、
普
請
の
実
施
に
つ
い
て
相
談
し
た
も
の
で
、
水
門
切
り
下
げ
に
よ
る
湖
水
減
少
と
箱
根
関
所

へ
の
影
響
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
天
一
は
井
組
か
ら
奉
行
所
へ
の
御
普
請
願
書
で
あ
る
。
一
空
は
深
良
用
水
の
水
源
で
あ
る
芦
ノ
湖
が

用
水
普
請
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
か
を
知
る
史
料
と
し
て
一
美
・
一
宅
・
一
公
を
載
せ
た
。
一
尖
は
一
村
単
位
の
普
請
に

お
い
て
、
堰
の
維
持
の
た
め
に
「
芝
打
」
や
「
さ
ら
い
」
が
行
わ
れ
て
お
り
、
一
毛
の
十
五
ヶ
村
に
及
ぶ
普
請
で
は
、
村
高
に
応
じ
て
人

足
と
籠
竹
を
ど
れ
だ
け
出
す
か
を
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
ゞ
）
の
普
請
は
実
際
に
は
岩
波
村
が
多
く
の
人
足
を
出
し
て
お
り
、
そ
の
調

整
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
八
は
湖
水
門
の
普
請
の
人
足
賃
な
ど
を
書
き
上
げ
た
も
の
で
、
湖
水
門
の
普
請
に
茶
畑
村
か
ら
多

く
の
人
足
や
大
工
を
出
し
て
い
る
。

さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
、
フ
。

は
、
常
に
御
普
請
で
行
う
よ
う
要
求
が
な
さ
れ
て
い
る
。
｜
全
で
も
水
役
人
の
任
命
に
関
す
る
願
や
、
地
震
に
よ
っ
て
燧
道
が
崩
落
し
、

大
風
雨
に
よ
っ
て
水
門
が
破
損
し
た
た
め
、
急
い
で
御
普
請
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
願
と
と
も
に
、
水
門
の
修
理
や
燧
道
の
砂
凌
な
ど

は
、
用
水
維
持
の
た
め
の
普
請
も
御
普
請
で
行
う
よ
う
に
要
求
し
て
い
る
。
湖
水
門
・
燧
道
。
新
川
は
、
各
堰
と
は
異
な
る
位
置
づ
け
が
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説
「
箱
根
神
社
御
手
洗
の
池
」
で
あ
る
た
め
、
そ
の
了
解
を
得
る
と
共
に
御
普
請
の
成
就
の
あ
か
つ
き
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
運
上
初
穂
料
に

加
え
、
毎
年
米
三
十
俵
ず
つ
の
上
納
を
約
束
し
て
い
る
。
そ
し
て
天
明
期
に
な
る
と
、
こ
の
普
請
は
実
行
の
段
階
に
は
い
る
。
五
一
一
は
幕

解
府
普
請
役
の
普
請
所
見
分
の
実
施
過
程
が
箱
根
関
所
日
記
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
幕
府
の
普
請
役
の
見
分
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
こ
の
普
請
が
今
ま
で
の
御
普
請
と
は
異
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
国
役
普
請
の
実
施
で
あ
る
。

安
永
期
の
御
普
請
要
求
は
、
天
明
期
に
入
る
と
聞
き
届
け
ら
れ
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
御
普
請
は
個
別
領
主
の

支
出
で
は
負
担
が
大
き
す
ぎ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
御
普
請
は
深
良
用
水
で
始
め
て
の
国
役
普
請
で
行
わ
れ
る
》
）
と
と
な
る
。
国
役
普
請
は
、

二
○
万
石
以
下
の
領
主
に
対
し
て
、
費
用
の
負
担
に
耐
え
が
た
い
場
合
に
、
特
定
の
国
に
対
し
て
費
用
を
負
担
さ
せ
る
と
共
に
、
幕
府
も

費
用
の
一
部
を
負
担
す
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
ま
ず
、
幕
府
普
請
役
の
見
分
を
も
と
に
普
請
個
所
を
定
め
、
普
請
に
必
要
な
人
足
賃
や

物
品
の
値
段
が
見
積
ら
れ
る
。
こ
の
普
請
計
画
書
を
目
論
見
帳
と
い
う
。
そ
し
て
、
目
論
見
帳
に
そ
っ
て
普
請
が
施
行
さ
れ
、
実
際
に
か

か
っ
た
費
用
を
書
き
上
げ
た
も
の
が
一
宝
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
出
来
形
帳
は
実
際
の
普
請
の
施
行
状
況
を
知
る
の
に
、
も
っ
と
も
基
本
と

な
る
史
料
で
あ
り
、
普
請
個
所
ご
と
に
必
要
な
物
品
や
人
足
の
数
、
当
時
の
物
価
ま
で
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

－
巽
は
小
田
原
藩
役
人
へ
の
国
役
普
請
の
御
礼
書
状
と
普
請
後
の
後
始
末
に
つ
い
て
の
一
札
で
、
表
紙
の
「
茶
林
」
と
は
、
茶
畑
村
名

主
林
蔵
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
国
役
普
請
の
一
部
と
し
て
新
川
の
土
手
の
補
強
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
深
良
村
の
田
地
が
潰
地

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
潰
地
の
年
貢
諸
役
を
、
井
組
二
九
ヶ
村
で
負
担
す
る
こ
と
を
定
め
た
の
が
一
毛
で
、
国
役
普
請
と
は
言
え
潰

地
の
補
償
ま
で
は
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
村
請
け
で
あ
る
年
貢
諸
役
の
負
担
も
、
井
組
二
九
ヶ
村
で
行
う
と
こ
ろ
に
普
請
組
合

と
し
て
の
井
組
の
重
要
性
が
指
摘
で
き
る
。

御
普
請
願
は
、
領
主
へ
の
文
書
の
提
出
だ
け
で
執
行
さ
れ
な
い
。
御
普
請
が
実
行
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
井
組
惣
代
が
度
々
江
戸
に
出
て
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行
く
必
要
が
あ
っ
た
。
一
夫
に
よ
る
と
、
小
田
原
藩
領
か
ら
一
人
、
沼
津
藩
領
か
ら
一
人
、
旗
本
知
行
所
か
ら
一
人
の
合
計
三
名
が
出
府

す
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
た
が
、
井
組
村
食
の
足
並
み
が
そ
ろ
わ
な
い
た
め
に
、
御
普
請
願
い
を
取
り
下
げ
よ
う
か
、
惣
代
出
府
を
ど
う
し

よ
う
か
と
小
田
原
藩
役
人
に
伺
い
を
立
て
て
い
る
。

天
明
の
国
役
普
請
以
後
も
一
託
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
普
請
は
井
組
村
々
の
入
用
（
自
普
請
）
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
水
通
り
が
悪
い
た

め
井
組
が
見
分
す
る
と
、
燧
道
内
部
で
崩
落
し
「
天
明
年
中
国
役
普
請
以
前
之
形
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
翌
年
、
小
田
原
・
沼

津
両
藩
よ
り
役
人
が
見
分
し
、
普
請
費
用
金
三
十
六
両
余
り
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
普
請
が
茶
畑
村
五
右
術
門
に
よ
っ
て
請

け
負
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
二
三
か
ら
わ
か
り
、
普
請
で
使
用
す
る
木
の
納
入
を
二
十
四
両
余
り
で
落
札
し
て
い
る
。

一
弐
の
燧
道
の
崩
落
は
御
普
請
や
自
普
請
で
と
り
あ
え
ず
凌
い
で
き
た
が
、
文
政
期
に
は
い
る
と
本
格
的
な
普
請
が
必
要
と
な
り
、
一
三

で
再
び
国
役
普
請
を
願
い
出
て
い
る
。
二
窟
も
国
役
普
請
の
願
書
。
ニ
室
は
水
門
か
ら
燧
道
出
口
ま
で
の
、
一
一
実
は
新
川
部
分
の
目
論
見
帳

で
あ
る
。
目
論
見
帳
作
成
後
に
、
再
び
国
役
普
請
願
書
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
な
か
な
か
国
役
普
請
の
要
求
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
二
Ｒ
は
普
請
役
の
見
分
す
る
個
所
を
書
き
上
げ
た
も
の
で
、
こ
の
帳
而
に
そ
っ
て
普
請
役
は
見
分
を
行
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
二
見
は
そ
の
普
請
役
が
見
分
御
用
を
勤
め
る
た
め
、
江
戸
よ
り
深
良
用
水
ま
で
の
伝
馬
手
形
で
、
一
三
に
よ
る
と
、
こ
の
時
の
見

分
中
の
旅
宿
は
深
良
村
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
普
請
役
の
見
分
が
終
わ
り
国
役
普
請
で
行
う
必
要
性
が
あ
り
と
認
め
ら
れ
る
と
普
請
が

施
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
言
は
冬
の
寒
さ
が
来
る
前
に
普
請
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
督
促
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
言
は
御
普
請
に
取
り
か

か
る
よ
う
領
主
側
か
ら
の
申
渡
で
、
こ
れ
に
よ
り
正
式
に
御
普
請
が
執
行
さ
れ
る
。
一
言
の
願
書
は
、
こ
の
よ
う
な
申
渡
を
早
く
出
す
よ

う
願
い
出
た
，
も
の
で
あ
ろ
う
。

国
役
普
請
は
領
主
か
ら
の
願
い
で
行
わ
れ
た
場
合
、
百
石
に
つ
き
十
両
が
私
領
の
負
担
分
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
一
三
で
は
国
役
普
請
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説
を
願
い
出
た
小
田
原
・
沼
津
両
藩
の
村
々
と
同
様
に
旗
本
知
行
所
の
村
々
か
ら
も
出
金
す
る
こ
と
を
申
し
出
て
お
り
、
私
領
出
金
高
は

二
一
一
で
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
用
水
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
田
地
の
高
に
か
か
る
も
の
で
、
深
良
用
水
の
水
が
懸
っ
て
い
た
田
地
の
総

解
高
は
一
四
三
六
石
余
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
二
’
四
は
各
村
ご
と
の
私
領
出
金
高
を
書
き
上
げ
た
も
の
。
各
村
の
用
水
懸
り
の
田
地
の

高
は
一
四
一
三

さ
て
、
文
政
三
年
（
一
八
二
○
）
の
国
役
普
請
も
、
普
請
自
体
は
計
画
通
り
に
行
わ
れ
水
の
流
れ
も
よ
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
費
用
の
面

で
は
計
画
通
り
に
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
金
百
五
十
八
両
余
り
が
不
足
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
三
十
両
は
井
組
村
々
で
割
り
合
い
出

金
す
る
が
、
残
金
百
二
十
八
両
余
り
を
領
主
か
ら
費
用
を
出
し
て
も
ら
い
た
い
と
願
い
出
て
い
る
の
が
一
三
で
あ
る
。

三
度
目
の
国
役
普
請
の
要
求
は
、
文
政
三
一
年
（
天
保
元
年
、
一
八
三
○
）
の
一
三
よ
り
始
ま
る
。
翌
年
の
一
三
は
、
普
請
役
が
見
分
を
行

う
上
で
の
種
々
の
取
り
決
め
の
請
書
で
あ
る
。
国
役
普
請
も
三
回
目
と
も
な
る
と
要
領
を
得
て
き
て
、
一
天
で
は
普
請
の
用
意
の
た
め
領

主
に
金
三
十
両
の
拝
借
を
願
い
出
て
い
る
。
返
済
は
御
普
請
の
費
用
と
し
て
下
付
さ
れ
る
金
子
を
も
っ
て
お
こ
な
う
と
し
て
い
る
が
、
こ

の
普
請
で
は
、
一
貢
に
よ
る
と
、
韮
山
代
官
所
よ
り
の
国
役
普
請
費
用
と
し
て
三
度
に
分
け
て
合
計
三
九
三
両
余
り
を
受
け
取
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
各
村
が
木
品
代
・
人
足
賃
と
し
て
受
け
取
る
の
で
あ
る
が
、
’
三
は
富
沢
村
の
受
け
取
り
分
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同

村
で
は
普
請
役
に
御
礼
と
し
て
、
村
で
と
れ
た
川
魚
を
献
上
し
て
い
る
。
三
一
で
も
富
沢
穴
堰
の
御
普
請
願
書
や
普
請
請
け
負
い
証
文
と

と
も
に
代
官
や
郷
宿
の
人
々
へ
の
御
礼
が
記
さ
れ
て
い
る
。
結
局
、
こ
の
国
役
普
請
は
天
保
三
年
（
一
八
一
一
三
）
に
実
施
さ
れ
た
が
、
｜
吾

深
良
用
水
の
国
役
普
請
は
、
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
を
始
め
と
し
て
、
文
政
三
年
、
そ
し
て
天
保
三
年
（
一
八
三
一
）
と
、
こ
れ
ま
で
三

回
行
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
国
役
普
請
は
湖
水
門
、
燧
道
、
及
び
新
川
に
お
い
て
実
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
各
堰
の
普
請
に
お
い

は
そ
の
申
渡
と
請
書
で
あ
る
。

高
が
わ
か
る
。
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第3章用水維持と普請

て
は
自
普
請
、
又
は
御
普
請
で
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
天
保
期
末
年
に
な
る
と
深
良
用
水
の
一
支
線
で
あ
る
「
か
ろ
う
と
堰
」
に
お

い
て
も
国
役
普
請
の
要
求
が
な
さ
れ
て
く
る
。
第
三
節
は
、
か
ろ
う
と
堰
の
国
役
普
請
の
要
求
に
注
目
し
つ
つ
、
天
保
末
年
か
ら
行
わ
れ

る
湖
水
門
ｌ
新
川
の
四
回
目
の
国
役
普
請
を
中
心
に
、
幕
末
ま
で
の
深
良
用
水
の
普
請
の
実
態
を
で
き
る
だ
け
詳
し
く
見
て
い
く
。

一
言
は
新
堰
の
普
請
を
佐
野
村
の
「
九
六
鍬
」
す
な
わ
ち
黒
鍬
の
者
二
名
が
金
十
両
で
請
け
負
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
小
規
模
の

普
請
は
、
工
事
を
峨
業
と
す
る
黒
鍬
が
請
け
負
い
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
新
堰
と
は
一
三
に
よ
る
と
、
か
ろ
う
と
堰
と
同
様
の

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
新
堰
Ⅱ
か
ろ
う
と
堰
の
普
請
は
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
ま
で
は
自
普
請
で
行
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
三
は
一
昊
に
先
だ
っ
て
、
国
役
普
請
の
要
求
の
た
め
の
手
続
き
を
井
組
で
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
〉
｝
の
国
役
普
請
は
、
今
ま
で
の
国
役

普
請
と
同
様
に
新
川
の
普
請
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
御
普
請
の
見
分
に
、
御
宿
村
新
堰
Ⅱ
か
ろ
う
と
堰
も
加
え
て
も
ら
い
た
い

と
の
願
書
が
一
三
で
あ
る
。
そ
の
普
請
所
見
分
に
関
す
る
届
が
三
八
、
そ
し
て
、
一
昊
が
荻
野
山
中
藩
の
陣
屋
で
あ
る
松
長
役
所
（
沼
津
市
）

に
提
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
今
度
の
国
役
普
請
で
は
、
今
ま
で
の
国
役
御
普
請
個
所
に
加
え
て
、
か
ろ
う
と
堰
も
国
役
普
請
で
行
う
よ
う

に
提
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

一
一
二
’
一
昊
は
、
湖
水
門
よ
り
新
川
に
か
け
て
の
国
役
普
請
関
係
の
史
料
で
あ
る
。
一
三
は
小
田
原
藩
・
沼
津
藩
役
人
の
普
請
個
所
見
分

費
用
の
取
り
調
べ
害
。
国
役
普
請
が
行
わ
れ
る
か
ど
う
か
は
見
分
次
第
で
あ
り
、
そ
の
手
間
と
費
用
は
か
な
り
の
も
の
で
あ
る
。
一
三
は

深
良
村
・
久
根
村
両
村
か
ら
旗
本
用
人
た
ち
へ
の
国
役
普
請
願
書
。
一
三
は
、
二
九
ヶ
村
よ
り
奉
行
所
へ
の
願
書
で
あ
る
。
一
一
二
は
こ
の
国

役
普
請
の
実
現
の
た
め
、
井
組
惣
代
が
江
戸
で
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
必
要
で
あ
っ
た
の

か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
興
味
深
い
史
料
で
あ
る
。
こ
の
惣
代
が
勘
定
奉
行
所
に
提
出
し
た
願
書
が
三
四
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
惣
代
の

江
戸
出
勤
も
含
め
た
諸
費
用
は
三
三
」
わ
か
る
。
一
三
〈
は
文
政
三
年
の
一
茜
と
内
容
的
に
は
変
わ
り
が
な
い
。

要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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説
さ
て
、
一
方
の
か
ろ
う
と
堰
は
、
普
請
役
の
見
分
ま
で
は
行
わ
れ
た
が
、
結
局
、
国
役
普
請
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
一
三
よ
り
わ

か
る
。
そ
こ
で
、
せ
め
て
御
普
請
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
願
い
出
て
い
る
の
が
一
一
一
六
で
あ
る
。

早月
深
良
用
水
は
た
び
た
び
地
震
で
破
損
し
て
い
る
が
、
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
に
も
被
害
が
出
て
い
る
。
一
昊
で
は
御
普
請
に
な
る
よ
う

に
見
分
を
願
い
出
て
い
る
が
、
こ
の
御
普
請
の
入
札
過
程
が
二
ｇ
・
一
酉
に
よ
り
わ
か
る
。
一
七
名
の
者
に
よ
り
入
札
が
お
こ
な
わ
れ
、
一

番
安
い
値
を
つ
け
た
久
根
村
の
文
七
が
落
札
し
て
い
る
。

自
普
請
と
井
組
の
関
係
を
一
盃
９
史
料
と
し
て
茜
一
一
を
載
せ
た
。
堰
の
修
理
は
水
下
の
村
々
へ
の
影
響
が
あ
る
の
で
、
水
配
人
へ
届
け
、

自
普
請
と
井
組
の
関
係
を
一
盃

本
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
三
章
か
ら
目
を
転
じ
て
、
深
良
用
水
が
、
そ
の
流
域
の
人
々
の
生
活
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
も
っ
て
存
在

し
て
来
た
の
か
を
中
心
に
一
章
を
編
ん
だ
。
第
一
節
で
は
深
良
用
水
が
う
る
、
至
３
田
地
と
村
々
の
範
囲
、
及
び
そ
の
維
持
・
運
営
に
要
す

る
諸
負
担
に
つ
い
て
、
第
二
節
で
は
在
地
の
水
利
秩
序
の
要
の
位
置
に
存
す
る
水
配
人
及
び
水
番
に
つ
墜
」
、
第
二
一
節
で
は
具
体
的
に
取

水
を
行
う
用
水
施
設
に
つ
い
て
、
第
四
節
で
は
深
良
用
水
に
対
す
る
流
域
の
人
々
の
心
意
を
示
す
と
思
わ
れ
る
史
料
を
、
石
造
物
や
棟
札

な
ど
の
文
献
以
外
の
史
料
か
ら
も
採
っ
た
。

最
後
に
、
明
治
新
政
府
へ
の
御
普
請
願
を
載
せ
た
。
一
雪
は
最
初
に
見
た
一
合
の
定
輪
寺
前
堰
Ⅱ
富
沢
村
穴
堰
に
つ
い
て
の
尋
に
答
え
た

も
の
で
、
幕
末
期
の
助
郷
役
の
負
担
増
加
と
関
係
づ
け
て
御
普
請
を
願
い
出
て
い
る
。
（
井
口
俊
靖
）

そ
の
指
示
で
普
請
が
行
わ
れ
た
。

第
四
章
用
水
と
村
々
の
生
活
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第4章用水と村々の生活

深
良
用
水
開
削
後
の
急
速
な
畑
成
田
（
畑
の
水
田
化
）
の
増
大
は
、
間
も
な
く
深
刻
な
用
水
不
足
を
も
た
ら
し
た
。
｝
｝
の
た
め
、
井
組
は

新
規
の
畑
成
田
を
禁
ず
る
と
と
も
に
、
各
村
の
水
掛
り
高
及
び
反
別
の
把
握
を
度
々
試
み
て
い
る
。
本
節
の
一
一
畠
・
二
里
・
’
’
三
・
一
三
・

一
言
は
そ
れ
ら
の
代
表
的
史
料
で
あ
る
。
特
に
一
冨
・
一
一
里
は
そ
れ
ら
の
中
で
も
早
い
時
期
の
も
の
で
、
一
閨
で
は
「
箱
根
堀
抜
水
掛
高
反

別
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
深
良
村
の
高
弐
百
九
石
六
斗
六
升
四
合
。
反
別
拾
七
町
七
反
三
畝
弐
拾
弐
歩
と
い
う
数
字
は
、
天

明
元
年
（
一
七
八
一
）
五
月
の
「
当
用
水
二
十
九
ケ
村
高
反
別
書
上
帳
」
（
『
深
良
用
水
の
沿
革
』
所
収
）
や
文
政
三
年
（
一
八
二
○
）
の
一
三
な
ど
と

比
鮫
し
て
み
る
と
、
深
良
村
の
村
高
千
四
百
七
拾
三
石
壱
斗
五
升
九
合
の
う
ち
「
当
用
水
掛
り
」
と
は
別
の
「
堀
抜
出
来
二
付
畑
方
田
一
一

成
候
分
」
、
す
な
わ
ち
畑
成
田
に
相
当
す
る
部
分
の
高
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
本
史
料
の
末
尾
に
付
さ
れ
た
覚
か
ら
、
①
一
）
の

史
料
が
貞
享
五
年
Ⅱ
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
に
、
代
官
小
長
谷
勘
左
術
門
が
元
締
め
達
か
ら
用
水
に
関
す
る
権
限
を
と
り
あ
げ
た
直
後
の

も
の
で
あ
り
、
②
当
秋
以
降
普
請
・
水
配
人
給
・
番
水
な
ど
の
負
担
は
高
割
り
と
す
る
こ
と
、
③
以
後
一
切
畑
成
田
を
禁
ず
る
こ
と
、
④

こ
の
よ
う
な
指
示
が
勘
定
所
の
指
図
に
よ
る
こ
と
、
な
ど
を
小
田
原
藩
側
に
伝
え
て
い
る
点
、
た
い
へ
ん
重
要
な
史
料
で
あ
る
。

一
電
は
ほ
ぼ
同
じ
水
掛
り
高
を
示
し
て
い
る
が
、
村
高
を
示
す
惣
高
が
並
記
さ
れ
て
お
り
、
村
内
に
占
め
る
用
水
掛
り
の
石
高
の
割
合

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
納
米
里
・
中
士
狩
・
竹
原
・
下
士
狩
な
ど
下
郷
の
村
々
の
割
合
が
高
い
点
に
注
目
し
た
い
。
ま
た
村
名
の
右
肩

に
記
さ
れ
た
代
官
名
な
ど
か
ら
、
こ
れ
ま
で
小
田
原
藩
領
と
天
領
の
み
で
あ
っ
た
当
地
域
が
、
元
禄
の
地
方
直
し
以
降
旗
本
領
に
細
分
化

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
一
二
も
こ
れ
と
同
様
の
史
料
で
あ
る
が
、
「
享
保
年
中
方
水
不
足
一
一
付
連
々
畑
二
相
成
候
分
」
と
あ
っ
て
、

享
保
以
降
、
折
角
の
畑
成
田
が
畑
に
戻
っ
て
し
ま
う
場
合
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
か
で
も
、
伊
豆
鴫
田
・
稲
荷
・
茶
畑
・
平
松

第
一
節
の
井
組
三
郷
の
村
々
で
皿

負
担
に
関
す
る
史
料
を
お
さ
め
た
。

節
の
井
組
三
郷
の
村
々
で
は
、
井
組
二
十
九
ヶ
村
（
本
宿
村
は
宝
永
四
年
に
離
脱
）
の
水
掛
り
反
別
と
そ
れ
に
と
も
な
う
村
々
の
諸
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説
新
田
で
は
五
拾
石
を
越
え
て
い
る
。
’
三
に
は
取
水
す
る
堰
名
と
地
水
高
と
い
う
深
良
用
水
以
外
の
水
掛
り
高
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
｝
）

れ
は
第
二
章
で
と
り
あ
げ
た
水
論
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
｜
｜
吾
は
最
も
新
し
い
時
期
に
作
成
さ
れ
た
だ
け
に
、
湖
水
掛
り
・
出
水
（
地
水
）
掛

早＃
り
の
別
や
支
配
領
主
名
は
勿
論
、
家
数
・
男
女
別
人
数
な
ど
も
あ
っ
て
、
井
組
村
交
を
通
覧
す
る
に
有
益
な
好
史
料
で
あ
る
。
ま
た
、
本

史
料
は
国
役
普
請
を
出
願
す
る
際
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
領
主
側
の
見
分
に
あ
た
っ
て
現
金
が
「
進
物
」
と
し
て
差
上
げ
ら

れ
て
い
る
な
ど
の
実
態
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
様
な
井
組
全
体
の
高
・
反
別
に
対
し
、
各
村
内
の
水
掛
り
反
別
の
詳
細
に
つ
い
て
知
る
〉
〕
と
の
で
き
る
史
料
と
し
て
一
一
皇
（
富
沢
．

一
方
、
井
組
全
体
の
運
営
に
は
、
各
村
々
に
相
応
の
負
担
が
求
め
ら
れ
た
。
一
一
実
は
富
沢
村
の
村
入
用
割
帳
で
あ
る
が
、
合
計
壱
貫
九

百
二
十
八
文
の
箱
根
水
懸
り
諸
入
用
を
、
持
高
壱
石
に
つ
き
六
十
二
文
三
厘
で
各
人
が
負
担
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
少
し
時
代
は
下

る
が
、
一
一
三
の
御
宿
村
の
史
料
も
同
じ
性
格
の
も
の
で
、
村
入
用
の
中
か
ら
用
水
関
係
の
項
目
を
拾
う
と
、
堰
の
修
覆
・
維
持
費
や
湖
水

普
請
、
水
配
人
の
給
料
か
ら
神
社
の
御
初
穂
料
に
至
る
ま
で
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
。
ま
た
、
井
組
全
体
の
諸
入
用
を
村
ご
と
の
水

掛
り
高
に
応
じ
て
負
担
し
て
い
る
様
子
を
知
る
事
が
で
き
る
の
が
二
貝
で
あ
る
。
用
水
諸
入
用
全
体
を
約
四
十
八
両
と
す
る
と
、
そ
の
う

ち
の
半
分
の
二
十
四
両
余
が
人
的
経
費
（
水
配
人
二
人
で
十
六
両
・
水
番
四
人
で
八
両
）
の
支
出
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
点
が
目
に
つ
く
。
ま

た
、
｝
〕
の
宝
永
四
年
と
い
う
年
は
未
進
が
多
く
、
帳
末
を
見
る
と
全
体
の
過
半
の
約
二
十
八
両
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
。
二
人
の
水
配
人

も
さ
ぞ
か
し
気
苦
労
で
あ
っ
た
事
だ
ろ
う
。
勿
論
、
）
）
の
よ
う
な
背
景
に
は
、
同
年
十
一
月
’
十
二
月
の
富
士
山
噴
火
が
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
年
貢
の
請
免
に
あ
た
り
、
佐
野
村
惣
百
姓
が
万
一
の
災
害
時
の
取
極
め
を
し
て
い

る
の
が
一
言
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
、
特
に
旱
損
の
際
の
流
末
の
田
の
扱
い
と
水
引
き
に
つ
い
て
無
作
法
を
し
な
い
旨
を
取
り
極
め
て

定
輔
寺
）
．
｜
一
男
（
深
良
）
を
い
れ
た
。
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第
三
節
で
は
、
用
水
の
施
設
を
具
体
的
に
知
る
一
）
と
が
で
き
る
史
料
を
掲
載
し
た
。
川
水
施
設
に
関
す
る
記
録
は
、
水
諭
の
際
に
作
成

さ
れ
た
文
書
に
多
く
見
ら
れ
る
が
、
本
節
で
は
そ
れ
ら
の
史
料
に
加
え
て
、
日
記
類
や
修
理
の
際
に
作
成
さ
れ
た
文
書
を
取
り
上
げ
た
。

掲
救
史
料
に
記
戦
さ
れ
た
施
設
の
規
格
や
規
棋
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
実
測
の
も
の
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
史
料
の
作
成
さ
れ

た
経
紳
を
理
解
し
た
上
で
利
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
史
料
全
体
を
内
容
に
即
し
て
あ
る
程
度
整
理
・
分
類
し
、
史
料

い
る
の
は
、
井
組
の
村
の
特
色
で
あ
ろ
う
。
こ
の
史
料
が
作
成
さ
れ
た
天
明
六
年
も
、
数
年
来
続
く
天
明
の
飢
鯉
の
真
最
中
で
あ
っ
た
。

第
二
節
で
は
水
配
人
・
水
番
を
取
り
上
げ
た
。
深
良
用
水
の
特
色
の
一
つ
は
、
二
十
九
ケ
村
で
構
成
さ
れ
る
井
組
の
中
に
、
用
水
を
管

理
・
運
営
し
、
分
水
等
の
権
限
を
有
す
る
水
配
人
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
水
配
人
の
成
立
及
び
水
諭
に
お
け
る
役
割
等
に
つ

い
て
は
、
史
料
棗
を
は
じ
め
と
し
て
第
二
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本
節
で
は
、
中
後
期
の
水
配
人
の
職
務
の
一
端
を
知
る
事
の
で
き
る
史

料
を
お
さ
め
た
。
一
三
’
二
頁
は
水
配
人
交
代
の
際
の
任
命
願
・
任
命
害
・
代
役
等
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
一
一
宍
は
、
先
の
一
一
毛
で
任

命
さ
れ
た
水
配
上
役
石
脇
村
甚
右
術
門
が
病
気
が
ち
の
た
め
、
一
年
足
ら
ず
で
公
文
名
村
名
主
宇
平
治
に
か
わ
り
、
そ
の
字
平
治
の
役
中

の
記
録
で
あ
る
。
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
は
た
い
へ
ん
水
配
の
ス
ム
ー
ス
に
は
一
）
ん
だ
年
だ
っ
た
よ
う
で
、
出
喪
の
負
担
暇
減
の
意
味
も

あ
ろ
う
が
、
例
年
村
々
を
兄
分
し
て
廻
る
領
主
役
人
の
「
出
在
」
も
不
要
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
水
配
の
完
了
は
六
月
十
四
Ｈ
で
あ
っ

た
。
こ
の
水
配
人
へ
の
報
酬
は
、
井
組
村
々
の
高
に
応
じ
て
割
当
て
ら
れ
、
小
Ⅲ
原
役
所
に
納
め
ら
れ
て
い
た
。
二
美
に
よ
る
と
、
そ
の

集
金
は
上
郷
・
中
郷
・
下
郷
の
各
郷
ご
と
に
集
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
文
政
十
一
年
の
場
合
、
水
配
上
役
は
一
人
三
人
扶
持
、

時
の
相
場
で
一
人
当
り
六
両
余
、
水
配
下
役
は
一
人
二
間
に
定
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
’
一
吉
は
三
八
同
様
の
水
配
注
進
状
で
あ
る
。

両
方
と
も
堰
付
近
で
の
魚
猟
を
禁
ず
る
と
い
う
文
言
が
入
っ
て
い
る
が
、
「
李
下
の
冠
」
に
類
す
る
言
訳
け
を
禁
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
菊
池
邦
彦
）
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説
の
作
成
さ
れ
た
背
景
に
も
簡
単
に
触
れ
な
が
ら
解
説
す
る
こ
と
で
、
史
料
理
解
の
一
助
と
し
た
い
。

ま
ず
、
用
水
施
設
の
全
体
像
を
見
渡
せ
る
史
料
を
取
り
上
げ
て
お
こ
う
。
二
尖
は
、
宝
永
期
の
水
論
の
際
に
作
成
さ
れ
た
記
録
で
あ
る

革袋
月
が
、
本
史
料
は
明
治
期
に
湯
山
半
七
郎
が
書
き
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
原
文
害
は
残
っ
て
い
な
い
（
用
水
施
設
に
関
す
る
記
述
は
、
畠
と

一
致
す
る
た
め
、
一
一
実
の
原
文
書
は
畠
と
同
じ
記
録
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
）
。
「
正
月
十
二
日
」
等
の
Ｈ
付
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
実
地
踏
査
を
も
と
に
し
た
記
録
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
水
門
か
ら
、
掘
抜
、
新
川
、
黄
瀬
川
の
流
域
に
あ
る
堰
ご
と
に
、
用
水
の

流
れ
る
方
向
と
距
離
が
具
に
記
さ
れ
て
い
る
。
’
一
三
・
一
一
三
は
、
用
水
施
設
そ
の
も
の
の
詳
細
な
記
録
で
は
な
い
が
、
湖
水
懸
用
水
路
の
堰

や
堀
の
全
体
像
を
と
ら
え
る
上
で
参
考
に
な
る
史
料
で
あ
る
。
尚
、
毛
一
に
は
「
箱
根
湖
水
掘
抜
願
始
」
と
い
う
項
目
が
最
後
に
あ
り
、

〉
）
こ
に
は
水
門
と
佐
野
堰
の
榊
造
に
関
わ
る
記
載
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
水
門
に
関
し
て
は
、
一
三
も
参
考
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
二
弐
は
、
水

門
と
新
川
の
石
垣
を
修
繕
す
る
際
の
見
積
で
あ
り
、
水
門
と
新
川
の
土
手
は
石
垣
が
組
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
規
模
を
知
る
上
で
参
考
に
な

次
に
、
用
水
の
個
々
の
施
設
に
関
す
る
史
料
を
取
り
上
げ
る
。
一
一
三
は
、
日
記
に
記
さ
れ
た
記
録
で
あ
り
、
水
門
が
実
際
に
ど
の
よ
う

に
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。
水
門
を
開
け
る
時
期
、
水
門
の
開
け
方
、
そ
し
て
そ
れ
に
携

わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
人
足
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
掘
抜
開
削
か
ら
二
○
年
余
た
っ
て
い
る
が
、
開
削
当
時
の
水
門
の
構
造
を

知
る
手
が
か
り
に
も
な
ろ
う
。
二
三
・
’
一
三
・
二
茜
・
ニ
室
は
、
い
ず
れ
も
全
国
的
規
模
で
行
わ
れ
た
元
禄
期
の
国
絵
図
作
成
に
関
わ
る
茶
畑

村
用
水
路
の
記
録
で
あ
る
。
前
回
の
国
絵
図
作
成
（
正
保
二
年
・
一
六
四
五
）
以
降
に
深
良
用
水
が
で
き
た
た
め
、
新
規
の
用
水
路
で
あ
る

「
新
堀
」
が
調
査
さ
れ
、
幕
府
に
報
告
さ
れ
た
。
一
一
毛
・
一
言
は
、
佐
野
堰
筋
の
宿
堀
口
を
め
ぐ
る
争
論
の
際
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

満
水
時
に
は
堰
口
の
堀
を
埋
め
る
こ
と
や
、
堰
口
の
下
流
の
堀
底
の
深
さ
が
、
石
を
置
く
こ
と
で
明
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
堰
の

ブ
つ
ユ
フ
０
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前
後
の
堀
底
の
勾
配
や
巾
が
記
さ
れ
て
い
る
等
、
堰
の
管
理
の
様
子
、
堰
口
の
堀
の
構
造
が
窺
え
る
。
ま
た
、
一
三
か
ら
は
、
佐
野
堰
の

具
体
的
な
構
造
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
眉
木
と
呼
ば
れ
る
部
分
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
尚
、
そ
の
眉
木
に
関
す
る
正
確
な
記
録
が
残

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
に
、
水
配
人
が
困
惑
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
二
六
は
、
茶
畑
村
の
用
水
樋
の
掛
替
に
関
す
る
も
の
で
、
樋

の
材
質
（
槻
・
松
）
に
よ
っ
て
耐
久
性
が
違
う
〉
）
と
を
見
い
だ
す
｝
）
と
が
で
き
る
。
’
一
茜
は
、
富
沢
村
堰
と
そ
の
先
に
あ
る
穴
堰
の
記
録
で

あ
る
。
穴
堰
は
、
箱
根
掘
抜
と
同
じ
掘
抜
を
備
え
て
お
り
、
そ
の
規
模
が
記
さ
れ
て
い
る
。
二
ｓ
は
、
用
水
堀
に
か
か
る
橋
に
関
す
る
も

の
で
、
水
流
を
管
理
・
制
御
す
る
用
水
施
設
と
は
趣
を
異
に
す
る
施
設
で
あ
る
。
し
か
し
、
堀
は
人
馬
の
通
行
に
と
っ
て
は
障
害
と
な
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
用
水
体
系
が
こ
の
地
域
の
交
通
体
系
と
共
存
す
る
た
め
に
は
、
橋
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味

か
ら
橋
も
用
水
の
重
要
な
施
設
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

最
後
に
、
用
水
施
設
の
維
持
に
関
す
る
史
料
を
取
り
上
げ
て
お
こ
う
。
｜
一
芸
は
先
の
富
沢
村
堰
・
穴
堰
の
波
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
。

堀
に
は
、
士
砂
が
堆
積
す
る
た
め
、
用
水
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
土
砂
を
取
り
除
く
波
と
い
う
作
業
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
本

史
料
か
ら
は
、
渡
に
要
し
た
人
足
の
数
や
道
具
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
毛
．
毛
八
・
二
夷
は
、
天
保
期
の
国
役
普
請
の
時
に
作
成

さ
れ
た
も
の
で
、
用
水
施
設
の
修
理
に
要
し
た
材
料
・
道
具
等
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
史
料
を
通
じ
て
、
材
木
、
土
木

道
具
以
下
什
器
ま
で
の
諸
道
具
、
大
工
・
木
挽
・
石
切
の
職
人
等
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
共
に
、
右
の
材
料
・

道
具
は
用
水
施
設
の
構
造
を
知
り
得
る
手
が
か
り
と
も
な
ろ
う
。

以
上
、
用
水
施
設
に
関
す
る
資
料
を
概
観
し
た
が
、
全
体
を
通
じ
て
特
徴
を
一
つ
述
べ
る
な
ら
ば
、
用
水
施
設
に
関
す
る
記
録
は
水
諭

や
修
理
と
い
う
、
い
わ
ば
非
常
時
に
作
成
さ
れ
た
も
の
が
殆
ど
で
あ
る
と
い
う
一
｝
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
言
い
換
え
れ
ば
、
一
三
が
示

し
て
い
る
よ
う
に
、
非
常
時
に
備
え
て
平
時
か
ら
用
水
施
設
の
全
体
系
が
詳
細
に
記
録
化
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
と
い
う
こ
と
で
あ

1057



解 言箇
ロノし

る
。
つ
ま
り
、
眼
前
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
記
録
と
し
て
残
っ
て
行
く
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
、
当
時
の
用
水

施
設
の
管
理
方
法
、
さ
ら
に
用
水
技
術
の
特
徴
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

深
良
用
水
の
開
削
と
通
水
か
ら
う
け
る
恩
恵
を
、
地
域
の
人
々
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
四
節
で
は
用
水
と

信
仰
を
扱
っ
て
い
る
。
近
代
以
前
の
人
々
の
心
意
を
理
解
す
る
の
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
様
々
な
方
面
か
ら
、

特
に
文
献
以
外
の
史
料
が
こ
の
分
野
で
は
大
き
な
役
割
を
果
た
す
。

深
良
地
区
町
田
の
細
い
道
の
傍
に
、
木
々
に
囲
ま
れ
た
数
基
の
石
塔
が
建
っ
て
い
る
神
域
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
基
が
一
六
一
の
寛
文

十
年
の
銘
を
も
つ
庚
申
供
養
塔
で
あ
る
。
そ
こ
に
刻
ま
れ
て
い
る
姓
を
有
す
る
人
々
の
中
に
、
用
水
開
削
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
発

（
庭
）

企
人
大
場
源
之
丞
の
名
が
見
え
る
。
ま
た
、
同
地
区
切
久
保
堰
近
く
の
用
水
に
か
か
る
小
さ
な
橋
の
た
も
と
に
五
基
の
石
造
物
が
並
ん
で

い
る
が
、
そ
の
う
ち
一
番
用
水
に
近
い
場
所
に
位
置
す
る
の
が
一
六
二
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
願
主
二
十
五
人
と
あ
る
の
み
で
個
為
の
人
名
は

不
明
だ
が
、
先
の
一
六
一
と
同
年
で
、
し
か
も
日
付
け
も
よ
く
似
て
い
る
（
晩
秋
は
九
月
の
異
称
）
。
寛
文
十
年
秋
と
い
え
ば
、
そ
の
年
の
四

月
頃
に
開
削
工
事
が
一
応
完
成
し
、
通
水
し
た
年
で
あ
る
（
第
一
章
）
。
》
）
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
寛
文
十
年
に
建
立
さ
れ
た
こ
の
二
基
の

庚
申
塔
は
、
大
庭
源
之
丞
の
名
を
残
す
前
者
は
勿
論
、
後
者
も
用
水
の
完
成
し
た
年
の
人
々
の
信
仰
の
一
端
を
示
す
史
料
と
言
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。
寛
文
十
年
の
庚
申
塔
は
、
こ
の
他
市
内
久
根
地
区
の
御
殿
場
線
付
近
、
石
脇
地
区
公
民
館
の
前
、
岩
波
地
区
変
電
所
付
近
な
ど

に
所
在
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
類
例
は
多
い
。

一
方
、
正
徳
元
年
銘
の
石
造
物
は
、
推
定
を
含
め
て
少
な
く
と
も
三
基
現
存
し
て
い
る
。
長
泉
町
上
士
狩
惣
ヶ
原
の
芦
湖
水
神
社
の
本

殿
Ｅ
六
一
一
一
・
一
三
、
同
町
納
米
里
の
柏
木
家
敷
地
内
に
一
六
四
が
あ
る
。
水
神
社
本
殿
に
は
い
く
つ
か
の
石
造
物
及
び
そ
の
石
片
が
奉
納
さ
れ

（
脇
野
博
）
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て
い
る
が
、
石
碑
中
で
最
も
形
が
整
っ
て
い
る
の
が
一
一
全
で
あ
る
。
そ
の
正
面
に
刻
ま
れ
た
「
水
仁
」
は
水
神
に
通
ず
る
も
の
と
思
わ
れ
、

友
野
與
右
衛
門
を
始
め
五
人
の
元
締
た
ち
が
神
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
刻
し
て
い
る
の
は
、
伝

え
ら
れ
る
友
野
を
は
じ
め
元
〆
た
ち
の
開
削
後
の
悲
劇
を
追
悼
す
る
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
同
様
の

念
仏
銘
を
正
面
に
す
え
、
元
締
四
人
の
名
と
、
「
卯
仲
秋
彼
岸
」
の
銘
を
有
す
る
一
室
一
は
、
破
損
が
著
し
く
、
中
途
で
折
れ
て
い
る
の
が
残

念
だ
が
、
卯
は
正
徳
元
年
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
↑
）
の
他
、
本
殿
に
は
地
蔵
尊
及
び
弥
勒
菩
薩
と
呼
ば
れ
る
二
体
の
石
仏
が
あ
る
。
》
）

れ
ら
の
石
造
物
に
つ
い
て
は
、
一
一
Ａ
の
水
分
神
社
創
立
願
書
（
明
治
十
二
年
）
に
よ
る
と
、
正
徳
元
年
（
一
七
一
二
に
元
締
達
の
徳
を
し
の

ん
で
地
蔵
尊
を
ま
つ
っ
た
小
堂
二
つ
と
石
碑
一
つ
を
建
立
し
記
録
を
お
さ
め
た
が
、
文
化
五
年
（
一
八
○
八
）
に
「
童
子
之
遅
毒
一
一
雑
リ
堂

宇
害
籍
揚
ケ
テ
烏
有
二
属
シ
」
、
現
在
で
は
焼
碑
に
僅
か
の
文
字
を
残
す
の
み
と
な
っ
た
と
述
・
へ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
社
殿
の
整
術
に

よ
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
二
茜
納
米
里
村
地
蔵
尊
は
、
黄
瀬
川
に
近
い
柏
木
家
の
庭
先
の
小
祠
の
中
に
有

る
。
以
前
こ
の
地
に
住
ん
で
い
た
前
田
家
の
も
の
で
、
同
家
と
こ
の
地
蔵
尊
と
の
関
係
は
現
在
で
も
統
い
て
い
る
と
い
う
。
正
徳
元
年
と

い
う
同
じ
年
に
、
い
ず
れ
も
下
郷
で
元
締
達
を
祭
る
石
造
物
が
建
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

さ
て
、
深
良
用
水
を
語
る
上
で
、
芦
ノ
湖
と
紺
根
椎
現
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
二
全
は
箱
根
権
現
が
水
掛
り
村
為
と
の
由
緒
を

述
べ
、
中
断
し
て
い
る
御
供
米
の
復
活
と
分
石
の
こ
れ
ま
で
通
り
の
連
用
を
願
っ
た
も
の
。
宛
名
の
大
岡
越
前
守
は
元
文
元
年
（
一
七
三

六
）
八
月
に
町
奉
行
か
ら
寺
社
奉
行
に
栄
進
し
て
い
る
。
現
在
万
福
寺
に
該
当
す
る
文
書
が
見
当
ら
な
い
た
め
刊
本
に
よ
っ
た
。
｜
｜
空
は
そ

の
御
初
穂
料
を
役
僧
が
廻
村
し
て
取
集
め
て
い
た
事
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
ま
た
、
｜
一
美
は
芦
ノ
湖
畔
の
饗
の
河
原
と
通
称
さ
れ
る
神
域

に
あ
る
常
夜
燈
で
、
本
殿
か
ら
か
な
り
は
な
れ
て
い
る
が
、
箱
根
神
社
に
属
す
る
。
）
）
れ
は
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
井
組
二
十
九
ケ
村

が
奉
納
し
た
も
の
で
、
上
部
に
剥
落
の
あ
る
の
が
惜
し
い
が
、
ゞ
）
の
地
域
に
よ
く
み
ら
れ
る
信
州
高
遠
の
石
工
に
よ
る
作
品
で
あ
る
。
，
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説
一
方
地
元
で
は
、
先
に
述
べ
た
上
士
狩
地
区
惣
ヶ
原
に
四
人
の
元
締
を
祭
神
と
し
た
神
社
創
建
の
趣
意
書
が
作
成
さ
れ
る
の
が
明
治
十

二
年
（
一
八
七
九
）
の
〉
）
と
で
、
当
初
は
二
八
に
あ
る
よ
う
に
水
分
神
社
と
称
し
た
が
、
一
一
き
（
大
正
十
三
年
）
で
は
芦
湖
水
神
社
と
な
っ
て
い

早月
る
。
云
一
は
現
在
の
社
殿
の
完
成
時
の
も
の
で
あ
る
。
〉
）
の
他
、
二
分
に
は
芦
湖
四
留
水
門
を
石
造
に
し
た
際
の
竣
工
記
念
碑
を
お
さ
め
た
。

）
）
れ
は
水
門
を
は
さ
ん
で
左
右
の
石
垣
の
下
部
に
は
め
込
ま
れ
て
い
る
。

深
良
用
水
に
関
す
る
江
戸
期
の
文
芸
作
品
や
絵
画
を
渉
猟
し
た
が
、
ゞ
）
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
確
認
す
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。
｜
一
宅
は
富

沢
村
の
村
絵
図
中
に
記
さ
れ
た
も
の
で
、
百
姓
文
人
が
深
良
用
水
を
詠
ん
だ
賀
歌
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
〉
）
の
他
、
用
水
に
言
及
し
た
も

の
と
し
て
、
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
の
稲
葉
正
通
『
た
か
ね
日
記
』
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。

（
菊
池
邦
彦
）

「
第
五
章
近
代
の
用
水
」
は
、
「
第
一
節
明
治
初
年
の
井
組
三
郷
」
・
「
第
二
節
逆
川
事
件
」
、
「
第
三
節
生
活
と
産
業
」
・
「
第

四
節
地
域
の
変
貌
と
用
水
」
に
分
類
し
た
。

「
第
一
節
明
治
初
年
の
井
組
三
郷
」
は
、
明
治
初
年
の
田
反
別
水
掛
か
り
を
示
す
史
料
を
中
心
に
掲
載
し
た
。
地
租
改
正
に
よ
り
、

近
世
ま
で
の
用
水
掛
か
り
田
反
別
が
把
握
さ
れ
直
さ
れ
る
。
地
租
改
正
法
令
は
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
で
あ
る
が
、
静
岡
県
下
の
う
ち
旧

駿
河
国
の
地
租
改
正
事
業
は
、
明
治
七
年
二
月
大
迫
貞
清
県
令
の
布
達
に
よ
っ
て
明
治
八
年
三
月
か
ら
着
手
さ
れ
て
い
る
。
実
地
状
量
、

地
位
詮
定
事
業
を
経
て
、
地
租
改
正
事
業
は
、
耕
地
の
主
な
部
分
を
明
治
一
二
年
に
、
市
街
地
は
明
治
一
三
年
に
、
山
林
・
原
野
は
明
治

第
五
章
近
代
の
用
水
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一
四
年
に
終
了
し
て
い
る
。
二
茜
は
、
地
租
改
正
直
前
の
明
治
七
年
の
井
組
三
郷
全
体
の
田
反
別
水
掛
か
り
を
記
載
し
て
お
り
、
総
計
反

別
四
百
六
十
二
町
四
反
二
畝
二
十
一
歩
で
あ
る
。
〉
）
れ
に
対
し
、
地
租
改
正
後
明
治
一
二
年
の
田
反
別
水
掛
か
り
を
示
す
一
蚕
で
は
、
総

計
五
百
三
十
一
町
五
畝
四
十
二
歩
で
あ
る
。
約
六
八
町
歩
余
（
一
八
・
八
％
増
加
）
が
増
え
て
い
る
。
ま
た
、
二
茜
は
、
明
治
初
年
の
用
水
管

理
・
水
配
人
の
権
限
・
堰
番
に
関
す
る
取
り
決
め
で
あ
る
。

一
一
巽
は
、
明
治
二
○
年
の
用
水
管
理
・
用
水
維
持
費
予
算
案
の
実
例
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
存
の
最
古
の
も
の
が
一
葵
で
あ
る
。
な

お
、
井
組
三
郷
の
用
水
管
理
が
「
水
利
土
工
協
議
会
」
の
名
称
で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
一
八
年
か
ら
で
あ
る
（
’
一
一
｜
毛
に

記
載
あ
り
）
。
「
用
水
組
合
」
の
名
称
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
史
料
で
た
ど
り
得
る
限
り
で
は
二
妾
の
明
治
二
○
年
か
ら
で
あ

る
。
但
し
、
明
治
二
二
年
市
町
村
制
施
行
に
と
も
な
う
旧
用
水
管
理
組
繊
の
改
組
を
目
的
と
し
た
「
水
利
組
合
条
令
」
公
布
は
明
治
二
三

年
六
月
二
一
日
で
あ
り
、
》
｝
の
「
用
水
組
合
」
は
未
だ
な
ん
ら
法
的
基
礎
に
基
づ
い
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
「
第
三
節

生
活
と
産
業
」
の
一
一
一
天
・
二
？
一
三
・
三
三
の
史
料
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
明
治
二
○
年
代
か
ら
明
治
三
○
年
代
は
じ
め
ま
で
は
「
用
水

組
合
」
の
名
称
と
同
時
に
、
近
世
以
来
の
「
井
組
」
の
名
称
も
併
用
さ
れ
て
い
る
。

現
在
の
芦
湖
水
利
組
合
の
原
型
で
あ
る
「
組
合
」
（
ま
だ
、
「
芦
湖
用
水
組
合
」
の
名
称
で
は
な
い
）
が
、
深
良
村
・
富
岡
村
・
小
泉
村
・

泉
村
・
長
泉
村
・
清
水
村
・
富
士
岡
村
の
七
ヶ
村
に
よ
っ
て
正
式
に
組
織
さ
れ
た
の
は
明
治
三
○
年
三
月
六
日
で
あ
る
（
芦
湖
水
利
組
合

所
蔵
「
駿
東
郡
深
良
村
六
ヶ
村
外
組
合
規
定
」
）
。
》
）
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
逆
川
事
件
の
裁
判
の
渦
中
に
あ
る
時
期
で
あ
り
、
裁
判
に
対
応
す

る
た
め
に
七
ケ
村
の
「
町
村
組
合
」
の
形
式
で
、
「
組
合
」
が
組
織
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
当
時
は
未
だ
「
水
利
組
合
条
令
」
が
静

岡
県
に
施
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
こ
こ
に
お
い
て
も
「
組
合
」
は
こ
の
「
水
利
組
合
条
令
」
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
三
宅

に
記
載
あ
り
）
。
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説
「
第
二
節
逆
川
事
件
」
は
、
逆
川
事
件
の
発
端
か
ら
裁
判
の
経
緯
、
神
奈
川
県
側
と
の
和
解
の
内
容
を
時
間
的
経
過
に
沿
っ
て
史
料

を
配
列
し
た
。
逆
川
事
件
は
、
〉
｝
れ
ま
で
、
明
治
二
九
年
四
月
の
事
件
の
発
端
か
ら
明
治
三
一
年
一
月
の
大
審
院
に
お
け
る
逆
転
判
決
ま

享角
で
を
軸
に
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
事
実
関
係
を
追
う
と
、
既
に
事
件
の
起
〉
）
る
前
か
ら
逆
川
事
件
の
伏
線
と
も
み

ら
れ
る
状
況
が
惹
起
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
和
解
調
停
役
を
つ
と
め
た
人
物
の
一
人
で
あ
る
富
田
鉄
之
助
は
、
調
停
を
行
な
う
と
同
時
に

深
良
用
水
の
水
を
利
用
し
て
発
電
事
業
を
企
て
て
い
る
。
突
発
的
に
起
こ
っ
た
単
な
る
水
利
権
争
い
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二
毛
は
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
は
じ
め
て
、
神
奈
川
県
側
元
箱
根
村
と
の
間
に
取
り
交
わ
さ
れ
た
、
明
治
一
四
年
芦
ノ
湖
水
利
権
の
確

証
害
で
あ
る
。
「
甲
羅
伏
」
の
維
持
に
よ
る
水
利
権
の
保
障
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
明
治
二
○
年
五
月
芦
ノ
湖
が
箱
根
神
社
か
ら
御
料
局

に
編
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
’
一
宍
で
は
、
明
治
二
二
年
湖
水
門
の
修
繕
願
い
を
御
料
局
長
官
宛
に
提
出
し
て
い
る
。

二
究
・
’
一
一
ｓ
は
、
逆
川
事
件
の
背
景
と
な
る
神
奈
川
県
側
仙
石
原
村
の
動
向
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
明
治
一
三
年
箱
根
仙
石
原
に
、
渋
沢

栄
一
の
従
弟
に
あ
た
る
須
長
伝
蔵
が
渋
沢
の
命
を
受
け
、
牧
場
経
営
の
た
め
に
入
植
す
る
。
耕
牧
社
と
名
付
け
ら
れ
た
牧
場
が
そ
れ
で
あ

り
、
七
五
○
町
歩
余
の
土
地
を
持
ち
、
牛
馬
約
三
百
頭
を
飼
育
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
｜
｜
託
は
、
明
治
二
六
年
耕
牧
社
が
芦
ノ
湖
水
を

利
用
し
て
仙
石
原
に
水
田
開
拓
を
行
な
っ
た
こ
と
に
対
す
る
、
静
岡
県
側
用
水
組
合
か
ら
の
開
拓
差
し
止
め
願
い
で
あ
る
。
同
時
に
、
用

水
組
合
は
芦
ノ
湖
水
の
水
利
権
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。
｜
一
言
は
、
水
田
開
拓
の
た
め
に
神
奈
川
県
側
仙
石
原
村
か
ら
御
料
局
長
宛
に
提

出
し
た
芦
ノ
湖
水
使
用
許
可
願
い
で
あ
る
。

明
治
二
九
年
四
月
一
二
日
逆
川
事
件
が
起
き
て
い
る
。
神
奈
川
県
下
足
柄
郡
仙
石
原
村
長
勝
俣
沢
次
郎
・
大
窪
村
長
市
川
文
次
郎
・
耕

牧
社
須
長
伝
蔵
の
命
を
受
け
た
人
夫
が
、
芦
ノ
湖
水
を
深
良
用
水
に
引
く
た
め
に
設
け
て
あ
っ
た
「
甲
羅
伏
」
を
破
壊
し
た
の
で
あ
る
。

’
’
一
三
は
、
事
件
の
翌
日
四
月
一
三
日
小
泉
村
書
記
堀
内
保
蔵
が
実
地
検
分
を
行
な
い
、
三
名
に
よ
る
「
甲
羅
伏
」
破
壊
の
事
実
を
確
認
し
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三
一
一
は
、
逆
川
事
件
の
告
訴
状
（
五
月
一
日
）
で
あ
る
。
原
告
（
告
訴
人
）
は
、
小
泉
村
長
菅
沼
佐
太
郎
・
泉
村
長
米
山
藤
三
郎
・
深
良
村

長
小
林
由
太
郎
の
三
名
、
被
告
（
被
告
訴
人
）
は
勝
俣
沢
次
郎
・
市
川
文
次
郎
・
須
長
伝
蔵
の
三
名
で
あ
る
。
「
甲
羅
伏
」
使
用
権
・
芦
ノ

湖
水
の
水
利
権
を
、
近
世
以
来
の
既
得
権
利
と
し
て
強
く
主
張
し
て
い
る
。
告
訴
状
中
の
第
一
号
証
か
ら
第
五
号
証
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

’
一
一
呈
で
検
浜
地
方
裁
判
所
へ
提
出
し
た
証
拠
書
類
目
録
の
う
ち
の
第
一
号
か
ら
第
五
号
に
対
応
す
る
。
二
四
は
、
芦
ノ
湖
水
利
組
合
に
保
存

さ
れ
て
い
た
逆
川
事
件
関
係
新
聞
記
事
の
切
り
抜
き
で
あ
る
。
地
元
新
聞
で
あ
る
『
静
岡
新
報
』
以
外
に
、
東
京
の
新
聞
で
あ
る
『
都
新

聞
』
・
『
国
民
新
聞
』
・
『
東
京
新
聞
』
が
収
集
さ
れ
て
い
る
。

明
治
二
九
年
一
二
月
一
六
日
横
浜
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
逆
川
事
件
の
判
決
が
下
っ
た
。
一
三
〈
は
、
そ
の
判
決
全
文
で
あ
る
。
こ
の
第

一
審
判
決
で
は
、
証
拠
不
充
分
に
よ
る
被
告
三
名
の
無
罪
と
、
原
告
三
名
に
よ
る
「
甲
羅
伏
」
破
壊
の
賠
償
請
求
却
下
の
判
決
が
下
さ
れ

て
い
る
。
原
告
の
全
面
敗
訴
で
あ
る
。
こ
ゞ
）
で
、
注
目
す
べ
き
こ
と
が
ら
は
、
被
告
の
「
甲
羅
伏
」
破
壊
事
実
を
裁
判
所
が
認
め
て
い
る

動
の
指
導
者
で
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。

た
書
類
で
あ
る
。
二
一
一
は
、
事
件
発
生
か
ら
告
訴
前
日
四
月
三
○
日
ま
で
の
間
、
上
記
三
名
を
告
訴
す
る
ま
で
の
経
過
を
記
し
た
貴
重
な

日
誌
で
あ
る
。
上
京
の
う
え
、
静
岡
県
知
事
小
松
原
英
太
郎
と
の
相
談
（
不
在
の
た
め
、
面
会
で
き
ず
）
、
弊
察
・
弁
謹
士
な
ど
と
の
相
談

を
経
て
、
四
月
二
八
日
小
泉
村
長
菅
沼
佐
太
郎
・
長
泉
村
長
米
山
藤
三
郎
・
深
良
村
長
小
林
由
太
郎
の
三
名
を
告
訴
人
と
す
る
一
｝
と
に
決

定
し
て
い
る
。
な
お
、
当
時
の
静
岡
県
知
事
小
松
原
英
太
郎
（
一
八
五
二
’
一
九
一
九
）
は
、
山
県
有
朋
系
官
僚
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
で

あ
り
、
の
ち
に
貴
族
院
勅
撰
議
員
（
一
九
○
○
’
一
九
一
六
）
、
明
治
四
一
年
文
部
大
臣
兼
農
商
務
大
臣
（
第
二
次
桂
太
郎
内
閣
）
、
枢
密
顧

問
官
（
一
九
一
六
１
一
九
一
九
）
を
つ
と
め
て
い
る
。
ま
た
、
文
中
で
登
場
す
る
湯
山
柳
雄
（
一
八
五
五
１
一
九
三
二
）
は
御
宿
の
豪
農
湯
山

半
七
郎
の
長
男
で
あ
る
。
明
治
一
三
年
愛
郷
社
を
組
織
、
明
治
一
五
年
岳
南
自
由
党
に
参
加
す
る
な
ど
、
駿
東
郡
に
お
け
る
自
由
民
権
運
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説
点
で
あ
る
。
〉
）
の
事
実
認
定
は
、
第
一
審
判
決
以
来
最
後
ま
で
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
判
決
で
の
原
告
の
全
面
敗
訴
の
理

由
と
し
て
、
被
告
の
「
甲
羅
伏
」
破
壊
が
か
な
ら
ず
し
も
犯
罪
に
相
当
し
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
逆
川
事
件
の
裁
判
に
お

革＃
け
る
手
続
き
上
の
二
つ
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
〉
）
と
で
あ
る
。
①
弁
護
人
岸
清
六
が
弁
護
士
の
資
格
を
欠
い
て
い
る
こ
と
。
②
深
良

用
水
関
係
行
政
村
は
七
ヶ
村
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
告
は
三
ヶ
村
の
村
長
に
す
ぎ
ず
、
委
任
者
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
こ
と
。
以

原
告
側
で
は
、
横
浜
地
裁
判
決
全
面
敗
訴
に
と
も
な
い
東
京
控
訴
院
に
上
告
を
す
る
。
｜
｜
一
宅
は
、
明
治
三
○
年
四
月
六
日
上
告
棄
却
判

決
で
あ
る
。
棄
却
の
理
由
と
し
て
、
被
告
の
「
甲
羅
伏
」
破
壊
事
実
を
認
め
つ
つ
、
被
告
（
神
奈
川
県
側
）
の
芦
ノ
湖
水
利
権
の
主
張
を
認

め
、
原
告
（
静
岡
県
側
）
が
芦
ノ
湖
水
の
水
利
権
を
占
有
す
る
も
の
で
は
な
い
一
）
と
が
述
暑
へ
ら
れ
て
い
る
。

》
）
の
棄
却
判
決
に
と
も
な
い
、
原
告
は
、
同
年
四
月
二
二
日
大
審
院
に
上
告
す
る
。
三
Ｒ
は
、
そ
の
上
告
趣
意
害
（
四
月
二
四
日
）
で
あ

る
。
》
）
の
上
告
か
ら
、
原
告
は
、
深
良
用
水
関
係
七
ヶ
村
長
と
な
っ
て
い
る
。
原
告
は
、
深
良
村
長
小
林
由
太
郎
・
小
泉
村
長
菅
沼
佐
太

郎
・
常
岡
村
須
山
村
組
合
村
長
横
山
健
吾
・
泉
村
長
服
部
大
輔
・
長
泉
村
長
室
伏
平
右
術
門
・
清
水
村
長
代
理
助
役
平
井
喜
十
郎
・
富
士

岡
村
長
杉
山
利
十
郎
の
七
名
で
あ
る
。
ま
た
、
弁
護
人
も
代
わ
り
、
弁
護
士
鈴
木
充
美
に
な
っ
て
い
る
。
一
二
宝
は
、
上
告
に
対
す
る
七
月

八
日
大
審
院
判
決
で
あ
る
。
被
告
三
名
に
よ
る
「
甲
羅
伏
」
破
壊
の
事
実
認
定
を
軸
に
判
決
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
第
一
審
横
浜
地
裁
判

決
・
第
二
審
東
京
控
訴
院
棄
却
判
決
が
全
面
的
に
破
棄
さ
れ
、
逆
川
事
件
の
審
理
を
名
古
屋
控
訴
院
に
移
送
す
る
旨
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
判
決
で
は
、
既
に
被
告
三
名
の
「
甲
羅
伏
」
破
壊
に
つ
い
て
「
被
告
等
ノ
所
為
ハ
犯
罪
的
所
為
ト
見
倣
サ
、
ル
可
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
」

の
見
解
が
示
さ
れ
て
お
り
、
明
治
三
○
年
一
○
月
二
○
日
名
古
屋
控
訴
院
判
決
と
翌
明
治
三
一
年
一
月
二
○
日
大
審
院
判
決
に
お
け
る
被

告
三
名
の
有
罪
判
決
の
原
型
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
大
審
院
判
事
の
う
ち
柳
田
直
平
は
、
後
年
の
民
俗
学
者
柳
田
国
男
（
旧
姓
松

上
二
点
で
あ
る
。
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岡
）
を
明
治
三
四
年
に
養
嗣
子
と
す
る
人
物
で
あ
る
。
｜
一
言
は
、
こ
の
大
審
院
判
決
の
当
日
、
判
決
内
容
を
電
報
で
報
せ
た
も
の
で
あ
る
。

「
、
ン
ヨ
ウ
リ
（
勝
利
）
」
と
い
う
言
葉
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
大
審
院
で
の
名
古
屋
控
訴
院
へ
の
移
送
決
定
は
、
原
告
に
と
っ

て
実
質
上
の
逆
転
勝
訴
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

’
’
三
は
、
明
治
三
○
年
一
○
月
二
○
日
名
古
屋
控
訴
院
に
お
け
る
差
し
戻
し
審
の
判
決
で
あ
る
。
判
決
は
、
原
告
の
全
面
勝
訴
で
あ
る
・

被
告
三
名
は
各
重
禁
鋼
一
月
罰
金
二
円
、
「
甲
羅
伏
」
破
壊
に
対
す
る
損
害
賠
償
金
四
八
○
円
八
五
銭
を
原
告
へ
支
払
う
》
）
と
が
言
い
渡

さ
れ
て
い
る
。
控
訴
院
判
決
を
不
服
と
し
た
被
告
三
名
は
、
大
審
院
に
上
告
を
行
な
う
。
三
’
一
は
、
被
告
一
二
名
に
よ
る
上
告
答
弁
害
で
あ

逆
川
事
件
大
審
院
判
決
後
、
富
田
鉄
之
助
を
仲
介
役
と
し
て
、
原
告
（
静
岡
県
側
）
と
被
告
（
神
奈
川
県
側
）
の
和
解
調
停
が
な
さ
れ
る
。

富
田
鉄
之
助
（
一
八
三
五
’
一
九
一
六
）
は
実
業
家
で
あ
り
、
明
治
一
五
年
日
本
銀
行
副
総
裁
、
明
治
一
二
年
日
本
銀
行
総
裁
（
ｌ
明
治
二

三
年
）
、
明
治
一
三
年
貴
族
院
勅
撰
議
員
、
明
治
二
四
年
東
京
府
知
事
、
明
治
二
九
年
富
士
紡
績
設
立
（
初
代
取
締
役
会
長
）
、
明
治
三
○

年
横
浜
火
災
保
険
設
立
な
ど
を
行
な
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。

事
件
顛
末
記
録
で
あ
る
。

逆
川
事
件
の
最
終
的
判
決
で
あ
る
大
審
院
判
決
は
、
翌
明
治
三
一
年
一
月
一
二
日
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
’
一
三
は
、
そ
の
判
決
害
で
あ

る
。
名
古
屋
控
訴
院
で
の
判
決
を
正
当
と
し
、
被
告
三
名
の
上
告
を
棄
却
し
て
い
る
。
同
時
に
、
》
）
の
大
審
院
判
決
で
は
、
「
甲
羅
伏
」

設
置
の
権
利
が
原
告
（
静
岡
県
側
）
に
あ
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
芦
ノ
湖
の
水
利
椎
が
原
告
（
静
岡
県
側
）
に
あ
る
こ
と
が
継
々
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
）
）
れ
に
よ
り
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
静
岡
県
側
（
静
岡
県
芦
湖
水
利
組
合
）
の
芦
ノ
湖
水
へ
の
椛
利
の
保
持
が
確
定
し
た
の
で
あ

る
。
一
一
一
西
は
、
逆
川
事
件
大
審
院
判
決
直
後
、
明
治
三
一
年
三
月
原
告
と
し
て
名
を
連
ね
た
深
良
村
長
小
林
由
太
郎
の
記
述
に
よ
る
逆
川

る
◎
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説
二
五
は
、
明
治
一
三
年
九
月
二
四
日
示
さ
れ
た
調
停
案
で
あ
る
。
し
か
し
、
和
解
は
す
ぐ
に
は
行
な
わ
れ
ず
、
五
年
後
の
明
治
三
六
年

九
月
に
至
り
、
よ
う
や
く
和
解
調
停
式
発
会
の
運
び
と
な
る
。
一
三
〈
は
、
そ
の
際
確
認
さ
れ
た
逆
川
事
件
和
解
調
停
書
で
あ
る
。
’
’
一
毛
は
、

革角
箱
根
塔
ノ
沢
環
翠
楼
で
開
か
れ
た
こ
の
和
解
式
の
式
次
第
で
あ
る
。
な
お
、
二
三
・
一
一
三
〈
・
’
一
一
毛
は
、
御
宿
の
湯
山
半
七
郎
が
所
蔵
し
一
」
い

深
良
用
水
は
、
単
に
農
業
用
水
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
生
活
用
水
や
発
電
事
業
を
は
じ
め
と
す
る
産
業
用
水
に
も
利
用
さ
れ
て
き
た
。

「
第
三
節
生
活
と
産
業
」
は
、
深
良
用
水
の
水
を
〃
水
資
源
″
と
し
て
生
活
・
産
業
用
水
と
し
て
利
用
し
一
Ｌ
い
る
史
料
を
掲
載
し
た
。

’
’
’
六
は
、
明
治
一
二
年
八
月
三
日
御
宿
の
湯
山
半
七
郎
に
よ
る
水
車
建
設
願
い
で
あ
る
。
こ
の
、
水
車
が
何
に
使
用
さ
れ
た
も
の
か
明

確
で
は
な
い
が
、
深
良
用
水
の
水
を
使
用
し
て
の
水
車
の
利
用
で
あ
る
》
）
と
は
間
違
い
な
い
。
一
一
天
は
明
治
二
四
年
か
ら
明
治
二
六
年
ま

で
の
、
二
一
は
明
治
二
八
年
の
、
上
郷
水
配
人
の
用
水
管
理
の
日
誌
で
あ
る
。
特
に
、
毎
年
六
月
か
ら
八
月
こ
ろ
に
か
け
て
用
水
を
分
水

し
て
い
る
様
子
、
新
川
を
中
心
に
用
水
の
管
理
を
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

二
つ
は
、
明
治
二
六
年
二
月
一
五
日
東
京
在
住
の
平
松
与
一
郎
外
一
名
と
井
組
（
上
郷
・
中
郷
・
下
郷
）
の
電
気
事
業
契
約
書
で
あ
る
。

契
約
書
「
第
一
条
」
に
「
今
回
平
松
与
一
郎
ハ
電
気
其
他
ノ
器
械
設
置
ノ
為
メ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
史
料
は
平
松
与
一
郎

が
芦
ノ
湖
の
水
を
利
用
し
て
水
力
発
電
を
計
画
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
〉
）
れ
が
、
芦
ノ
湖
水
を
利
用
し
た
水
力
発
電
計
画
の

噛
矢
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
発
電
事
業
は
当
初
火
力
発
電
中
心
で
あ
り
、
日
本
初
の
水
力
発
電
は
明
治
二
五
年
京
都
市

に
お
け
る
琵
琶
湖
疏
水
発
電
事
業
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
つ
に
示
さ
れ
た
水
力
発
電
の
計
画
は
、
実
現
を
み
な
か
っ
た
も
の
の
、
日

本
で
水
力
発
電
に
注
目
し
た
草
分
け
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

’
一
三
は
、
明
治
一
三
年
七
月
二
三
日
井
組
と
東
京
水
力
電
気
株
式
会
社
と
の
芦
ノ
湖
水
利
用
に
関
す
る
契
約
書
で
あ
る
。
’
’
三
の
平
松
与

た
印
刷
物
で
あ
る
。
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一
一
三
は
、
明
治
四
四
年
一
月
一
七
日
水
力
発
電
事
業
に
関
し
て
、
芦
湖
水
利
組
合
が
横
浜
電
気
会
社
と
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
し
た
こ

と
に
対
す
る
失
効
意
見
害
で
あ
る
。
「
検
浜
竃
気
会
社
ノ
内
容
ハ
字
逆
川
口
一
一
野
心
満
々
タ
ル
コ
ト
ヲ
探
聞
致
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
芦
湖
水
利
組
合
（
静
岡
県
側
）
の
水
利
権
が
侵
害
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
倶
が
、
意
見
書
の
理
由
と
し
て
表
明
さ
れ
て
い

る
。
結
局
、
枇
浜
孟
気
会
社
と
の
契
約
は
締
結
さ
れ
ず
、
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
一
月
二
七
日
芦
之
湖
水
力
電
気
株
式
会
社
と
、
水
力
発

電
に
関
す
る
芦
ノ
湖
水
利
用
の
契
約
が
な
さ
れ
て
い
る
。
二
西
は
、
そ
の
契
約
書
草
案
で
あ
り
、
二
三
は
、
そ
の
契
約
書
で
あ
る
。
↑
）
の
契

約
書
で
は
、
芦
之
湖
水
力
電
気
株
式
会
社
の
発
起
人
総
代
は
泉
村
長
芹
沢
多
根
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
水
力
発
電
計
画
が
在
京
の
株
式
会

社
と
の
契
約
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
芹
沢
多
根
は
当
時
芦
湖
水
利
組
合
管
理
者
で
あ
り
、
｝
）
こ
で
は
、
事
実
上
芦
湖
水
利
組
合
関
係
者

式
会
社
設
立
、
明
治
二
六
年
圭

行
な
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。

一
郎
に
引
き
続
き
、
東
京
水
力
電
気
株
式
会
社
が
「
箱
根
芦
湖
々
水
ヲ
使
用
、
ン
水
力
電
気
事
業
ヲ
経
営
」
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

当
時
東
京
水
力
電
気
株
式
会
社
社
長
は
逆
川
事
件
の
和
解
調
停
の
仲
介
役
を
つ
と
め
た
富
田
鉄
之
助
で
あ
り
、
ま
た
、
契
約
の
日
付
も
大

審
院
に
お
い
て
逆
川
事
件
の
最
終
的
判
決
が
下
っ
た
同
年
一
月
一
二
日
か
ら
数
、
蚤
‐
一
約
半
年
後
で
あ
る
。
）
）
の
東
京
水
力
電
気
株
式
会
社

と
の
契
約
は
、
逆
川
事
件
の
和
解
調
停
と
な
ん
ら
か
の
関
連
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
東
京
水
力
電
気
株
式

会
社
（
取
締
役
会
長
大
倉
喜
八
郎
）
と
は
明
治
三
八
年
五
月
一
二
日
芦
ノ
湖
水
利
用
の
再
契
約
を
結
ぶ
が
三
三
に
記
載
あ
り
）
、
東
京
水
力

電
気
株
式
会
社
は
水
力
発
電
を
行
な
う
に
は
い
た
ら
ず
、
の
ち
に
東
京
電
燈
株
式
会
社
に
権
利
が
譲
渡
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
東
京
池

燈
株
式
会
社
も
水
力
発
電
の
実
行
に
い
た
ら
な
い
ま
ま
、
芦
湖
水
利
組
合
に
無
断
で
明
治
四
二
年
八
月
一
日
箱
根
水
力
電
気
株
式
会
社
に

権
利
を
譲
渡
し
て
い
る
（
一
一
一
三
に
記
載
あ
り
）
。
大
倉
喜
八
郎
（
一
八
三
七
’
一
九
二
八
）
は
、
実
業
家
で
あ
り
、
明
治
一
九
年
東
京
祗
燈
株

式
会
社
設
立
、
明
治
二
六
年
大
倉
組
設
立
、
明
治
三
一
年
大
倉
商
業
学
校
（
大
正
七
年
大
倉
高
等
商
業
、
現
東
京
経
済
大
学
）
設
立
な
ど
を
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二
石
は
、
大
正
七
年
陸
軍
特
別
大
演
習
に
際
し
て
の
国
家
功
労
者
贈
位
の
計
画
で
、
深
良
用
水
開
削
の
功
労
者
友
野
與
右
衛
門
の
事
績

を
調
査
す
る
よ
う
に
命
じ
た
書
類
で
あ
る
。

深
良
用
水
の
水
を
利
用
し
て
の
水
力
発
電
は
、
こ
れ
ま
で
す
べ
て
計
画
倒
れ
に
終
わ
っ
て
い
た
が
、
一
三
一
一
の
大
正
八
年
八
月
九
日
東
京

電
燈
株
式
会
社
と
の
再
契
約
に
よ
り
、
よ
う
や
く
実
行
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
発
電
所
の
完
成
は
、
深
良
川
第
一
・
二
発
電
所
が
大

正
二
年
三
月
、
第
三
発
電
所
が
大
正
一
二
年
一
二
月
で
あ
る
。
『
東
京
電
燈
株
式
会
社
開
業
五
十
年
史
』
（
昭
和
二
年
）
所
収
「
震
災

水
力
発
電
の
ほ
か
に
も
、
深
良
用
水
の
水
を
産
業
用
水
と
し
て
使
用
し
よ
う
と
す
る
事
例
は
多
い
。
三
九
は
、
深
良
村
の
松
井
謙
保
が

製
材
・
製
缶
工
場
に
深
良
用
水
の
水
を
使
用
し
よ
う
と
し
て
、
大
正
七
年
芦
湖
水
利
組
合
の
う
ち
中
郷
と
結
ん
だ
契
約
書
で
あ
る
。
一
三

は
、
芦
湖
水
利
組
合
が
株
式
会
社
高
野
製
紙
所
、
裾
野
製
紙
株
式
会
社
、
駿
河
電
化
工
業
株
式
会
社
と
結
ん
だ
深
良
用
水
使
用
の
契
約
書

＋
隼
、
串
三
”

ｂ
ｆ
岬
Ｖ
－
１
ｊ
ノ
シ

約
」
で
あ
る
。

が
水
力
発
電
を
計
画
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

三
〈
は
、
大
正
二
年
四
月
一
二
日
上
ヶ
田
に
お
け
る
新
田
開
鑿
差
し
止
め
願
い
で
あ
る
。
新
田
開
発
に
よ
っ
て
、
深
良
用
水
の
水
が
従

来
か
ら
の
「
古
田
」
に
行
き
渡
ら
な
く
な
る
た
め
、
新
田
開
発
を
差
し
止
め
る
よ
う
願
い
出
た
も
の
で
あ
る
。

三
毛
は
、
明
治
四
一
年
四
月
一
三
Ｈ
公
布
「
水
利
組
合
法
」
（
一
○
月
一
日
施
行
、
「
水
利
組
合
条
令
」
廃
止
）
に
と
も
な
い
、
大
正
四
年

一
月
二
五
日
芦
湖
水
利
組
合
を
「
水
利
組
合
法
」
に
基
づ
い
た
組
織
に
再
編
成
す
る
よ
う
求
め
た
意
見
害
で
あ
る
。
同
時
に
、
芦
湖
水
利

組
合
成
立
の
経
過
が
要
約
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
近
世
の
「
井
組
」
以
降
の
組
織
的
変
遷
を
知
る
上
で
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
水
利
組
合
法
」
に
基
づ
き
、
同
大
正
四
年
は
じ
め
て
法
律
的
基
盤
を
明
確
に
し
た
芦
湖
水
利
組
合
と
な
る
。
三
六
は
、
そ
の
と
き
の
「
規

で
あ
る
。
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前
供
給
設
備
及
区
域
概
要
」
に
よ
る
と
、
当
初
の
配
電
地
域
は
、
静
岡
市
方
面
が
主
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
大
正
言
一
年
三

月
七
Ⅱ
水
力
発
電
の
権
利
は
、
東
京
迩
燈
株
式
会
社
か
ら
芦
之
湖
水
力
電
気
株
式
会
社
に
譲
渡
さ
れ
、
さ
ら
に
同
年
二
月
二
七
日
芦
之

湖
水
力
電
気
株
式
会
社
が
東
洋
モ
ス
リ
ン
株
式
会
社
に
合
併
さ
れ
た
た
め
、
権
利
が
東
洋
モ
ス
リ
ン
株
式
会
社
に
移
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

東
京
電
燈
株
式
会
社
が
大
正
一
四
年
四
月
一
七
日
権
利
を
東
洋
モ
ス
リ
ン
株
式
会
社
か
ら
買
収
し
た
た
め
、
再
び
、
水
力
発
電
の
権
利
は

東
京
電
燈
株
式
会
社
に
戻
っ
て
い
る
。
東
京
電
燈
株
式
会
社
は
、
そ
の
後
、
昭
和
一
七
年
関
東
配
竃
株
式
会
社
に
合
併
さ
れ
、
戦
後
昭
和

二
六
年
東
京
電
力
株
式
会
社
が
関
東
配
電
株
式
会
社
の
全
事
業
を
継
承
し
た
た
め
、
深
良
用
水
を
利
用
し
た
水
力
発
電
事
業
は
東
京
電
力

株
式
会
社
が
行
な
う
こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に
、
昭
和
五
六
年
姫
川
電
力
株
式
会
社
が
東
京
電
力
株
式
会
社
か
ら
深
良
川
第
一
・
第
二
・
第

三
発
電
所
の
権
利
を
譲
渡
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

三
一
一
は
、
大
正
一
三
年
七
月
二
一
日
芦
湖
水
利
組
合
か
ら
神
奈
川
県
知
事
清
野
長
太
郎
宛
に
提
出
し
た
「
芦
湖
々
水
敷
地
占
用
並
ニ
エ

作
物
設
置
」
の
願
書
で
あ
る
。
工
作
物
と
は
逆
川
口
石
垣
・
「
甲
羅
伏
」
、
四
シ
留
水
門
を
指
す
。
な
お
、
こ
の
願
書
が
神
奈
川
県
知
事
宛

に
提
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
芦
ノ
湖
の
管
轄
が
明
治
二
○
年
以
来
の
御
料
局
か
ら
、
大
正
二
年
内
務
省
に
移
管
さ
れ
、
具
体
的
に
は
翌

大
正
一
二
年
一
月
神
奈
川
県
の
管
轄
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

大
正
二
年
深
良
川
第
一
・
第
二
発
電
所
、
大
正
一
二
年
深
良
川
第
三
発
電
所
の
完
成
と
と
も
に
水
力
発
電
が
本
格
的
に
行
な
わ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
芦
ノ
湖
水
が
水
力
発
電
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
深
良
用
水
本
来
の
農
業
用
水
と
し
て
の
水
が
不
足
を

来
す
よ
う
に
な
る
。
大
正
一
四
年
、
大
正
一
五
年
（
昭
和
元
年
）
、
昭
和
二
年
、
三
年
連
続
し
て
干
害
が
発
生
し
て
い
る
。
二
西
は
、
干
害

に
な
ら
な
い
よ
う
芦
ノ
湖
水
の
水
位
維
持
を
約
束
す
る
た
め
、
大
正
一
四
年
四
月
一
七
日
東
京
電
燈
株
式
会
社
が
芦
湖
水
利
組
合
に
提
出

し
た
保
証
書
で
あ
る
。
し
か
し
、
》
｝
の
大
正
一
四
年
は
干
害
と
な
っ
た
。
一
一
三
は
、
大
正
一
四
年
九
月
二
日
芦
湖
水
利
組
合
か
ら
東
京
電
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ロノし

燈
株
式
会
社
に
提
出
し
た
、
干
害
損
害
賠
償
の
請
求
書
の
写
で
あ
る
。
三
〈
は
、
大
正
一
四
年
と
大
正
一
五
年
（
昭
和
元
年
）
の
干
害
状
況

の
記
録
、
及
び
損
害
賠
償
を
東
京
電
燈
株
式
会
社
に
求
め
た
交
渉
記
録
で
あ
る
。
三
八
は
、
昭
和
二
年
の
干
害
状
況
記
録
で
あ
る
。
二
五
は
、

三
年
連
続
の
干
害
の
後
、
昭
和
三
年
は
よ
う
や
く
干
害
を
免
れ
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
を
記
す
、
事
業
報
告
で
あ
る
。
’
一
酉
は
、
今
後
干

害
が
起
き
な
い
よ
う
、
用
水
管
理
の
た
め
芦
ノ
湖
四
ッ
留
水
門
付
近
に
、
巡
視
・
取
締
人
一
名
を
常
住
す
る
こ
と
を
取
り
決
め
た
昭
和
七

三
年
連
続
の
干
害
の
後
、
昭
釦
一
三

害
が
起
き
な
い
よ
う
、
用
水
管
理
（

湖
水
利
権
の
届
け
書
で
あ
る
。

深
良
用
水
の
水
は
、
防
火
用
水
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
三
毛
は
、
深
良
村
消
防
組
が
大
正
一
五
年
五
月
一
Ⅱ
用
水
の
水

を
利
用
し
て
葛
山
区
中
里
の
火
災
鎮
火
に
つ
と
め
た
こ
と
に
対
す
る
沼
津
警
察
署
長
か
ら
の
表
彰
状
で
あ
る
。

一
茜
一
は
、
干
害
の
あ
と
、
昭
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
芦
湖
水
利
組
合
水
配
人
服
務
内
規
で
あ
る
。

「
第
四
節
地
域
の
変
貌
と
用
水
」
は
、
戦
後
か
ら
現
代
ま
で
の
深
良
用
水
の
様
相
を
示
す
史
料
を
掲
載
し
た
。
｜
｜
西
一
一
は
、
敗
戦
直
前

昭
和
二
○
年
七
月
一
八
日
芦
湖
水
利
組
合
事
務
引
継
書
で
あ
る
。
当
時
の
芦
湖
水
利
組
合
の
組
織
、
財
産
（
工
作
物
・
害
類
）
、
会
計
な
ど

全
事
業
内
容
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
’
一
一
豐
は
、
昭
和
三
○
年
二
月
二
日
芦
湖
水
利
組
合
規
約
で
あ
る
。

昭
和
三
九
年
七
月
一
○
日
「
河
川
法
」
が
公
布
さ
れ
た
（
昭
和
四
○
年
四
月
一
日
施
行
）
。
｜
｜
｜
畠
は
、
そ
の
「
河
川
法
」
に
基
づ
く
芦
ノ

年
一
月
二
○
日
の
契
約
書
で
あ
る
。

昭
和
四
八
年
神
奈
川
県
側
箱
根
町
か
ら
、
公
共
下
水
道
の
水
利
用
の
た
め
に
、
芦
ノ
湖
水
の
利
用
許
可
を
芦
湖
水
利
組
合
へ
申
請
し
て

き
た
。
’
’
一
里
は
、
そ
の
申
し
入
れ
書
で
あ
る
。
三
罠
は
、
そ
れ
に
対
す
る
芦
湖
水
利
組
合
（
裾
野
市
長
）
か
ら
の
回
答
（
申
し
入
れ
拒
否
）
で
あ

る
○

以
下
、
一
重
〕
か
ら
一
一
要
は
、
近
年
の
深
良
用
水
管
理
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
。
｜
｜
｜
宅
は
、
昭
和
五
三
年
時
点
の
芦
湖
水
利
組
合
の
財
産
目
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録
で
あ
る
。
一
一
頁
は
、
昭
和
五
六
年
九
月
二
五
日
深
良
川
第
一
・
第
二
・
第
三
発
電
所
を
、
東
京
電
力
株
式
会
社
か
ら
姫
川
電
力
株
式
会

社
へ
譲
渡
す
る
旨
を
し
る
し
た
契
約
書
で
あ
る
。
一
二
男
は
、
昭
和
五
九
年
芦
湖
水
利
組
合
規
約
で
あ
る
。
）
）
れ
が
、
現
行
の
規
約
で
あ
る
。

一
一
言
は
、
昭
和
五
九
年
異
常
気
象
に
よ
る
芦
ノ
湖
水
面
の
低
下
に
関
し
て
、
神
奈
川
県
知
事
（
長
洲
一
二
）
か
ら
芦
湖
水
利
組
合
（
裾
野
市
長

市
川
武
）
宛
に
提
出
さ
れ
た
水
位
維
持
の
た
め
の
要
望
害
で
あ
る
。
一
三
は
、
深
良
水
門
工
事
の
た
め
、
昭
和
六
一
年
一
月
一
二
日
か
ら
二

三
日
ま
で
用
水
断
水
を
知
ら
せ
る
通
知
で
あ
る
。
三
一
は
、
深
良
水
門
と
湖
尻
水
門
管
理
に
関
し
て
昭
和
六
二
年
五
月
一
六
日
神
奈
川
県

知
事
（
長
洲
一
二
）
と
静
岡
県
知
事
（
斎
藤
滋
与
史
）
・
芦
湖
水
利
組
合
（
裾
野
市
長
市
川
武
）
と
の
間
に
結
ば
れ
た
覚
え
書
き
で
あ
る
。
三
三

は
、
同
日
、
神
奈
川
県
河
湾
課
長
と
静
岡
県
河
川
課
長
・
芦
湖
水
利
組
合
（
裾
野
市
長
市
川
武
）
と
の
間
に
結
ば
れ
た
芦
ノ
湖
水
利
用
に
関

す
る
覚
え
書
き
で
あ
る
。
三
四
は
、
三
一
・
三
一
一
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
新
湖
尻
水
門
の
管
理
に
関
す
る
、
同
昭
和
六
二
年
一
○
月
一
九
日

付
け
の
再
確
認
書
で
あ
る
。
三
奎
は
、
毎
年
行
な
わ
れ
て
い
る
芦
ノ
湖
水
神
社
祭
典
の
、
昭
和
六
三
年
の
案
内
状
で
あ
る
。
三
〈
は
、
毎
年

夏
下
郷
で
行
な
わ
れ
て
い
る
古
文
書
虫
干
会
の
昭
和
六
三
年
の
案
内
状
で
あ
る
。
一
三
七
は
、
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
一
月
完
成
し
た
深
良

水
門
補
助
水
門
の
記
念
碑
「
銘
文
」
で
あ
る
。
一
一
要
は
、
平
成
二
年
完
成
し
た
新
湖
尻
水
門
由
来
碑
で
あ
る
。
こ
の
碑
文
か
ら
も
う
か
が

わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
は
、
近
世
以
来
「
甲
羅
伏
」
が
設
け
ら
れ
て
い
た
場
所
で
あ
り
、
「
甲
羅
伏
」
に
代
わ
り
昭
和
二
七
年
旧
湖
尻
水

門
が
設
置
さ
れ
、
｜
）
の
新
湖
尻
水
門
設
置
に
よ
り
現
行
の
状
態
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
’
’
一
麦
は
、
平
成
二
年
九
月
一
七
日
決
定
さ
れ
た
芦

ノ
湖
湖
尻
水
門
操
作
規
則
で
あ
る
。

（
岩
田
重
則
）
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説解

深
良
用
水
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
姿
を
示
し
、
地
域
の
人
々
に
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前

章
ま
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
深
良
用
水
に
関
す
る
文
字
資
料
は
豊
富
で
あ
る
。
深
良
用
水
の
開
削
の
過
程
、
そ
の
結
果
と
し
て

組
織
さ
れ
た
井
組
と
そ
の
運
営
、
あ
る
い
は
井
組
間
の
争
論
、
さ
ら
に
近
代
に
入
っ
て
か
ら
の
深
良
用
水
を
め
ぐ
る
対
立
抗
争
と
裁
判
等

に
つ
い
て
、
文
字
資
料
は
多
く
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
前
章
ま
で
の
文
字
資
料
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
深
良
用
水
の
全
体
像
が
分

か
っ
た
と
い
う
思
い
に
な
る
人
が
多
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
少
し
具
体
的
に
、
芦
ノ
湖
の
水
は
ど
の
よ
う
に
外
輪
山
を
潜
っ
て
西
側
に
出
て
く
る
の
か
、
そ
の
水
門
は
ど
の
よ
う
な
施
設

が
あ
っ
て
水
の
調
節
を
し
て
き
た
の
か
、
あ
る
い
は
用
水
路
に
は
ど
の
よ
う
な
施
設
が
設
け
ら
れ
て
水
が
分
け
ら
れ
、
個
々
の
水
田
に
ま

で
配
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
り
た
い
と
思
う
と
、
文
字
資
料
の
み
で
は
皆
目
見
当
も
つ
か
な
い
こ
と
が
す
ぐ
さ
ま
判
明
す
る
。

数
十
に
及
ぶ
用
水
施
設
と
し
て
の
堰
の
名
称
は
文
字
資
料
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
堰
の
具
体
的
な
姿
や
そ
の
堰
の
維
持

管
理
の
方
法
、
水
の
調
節
方
法
に
つ
い
て
は
教
え
て
く
れ
な
い
。
ま
た
、
用
水
の
恩
恵
を
受
け
て
き
た
人
々
が
、
日
々
の
生
活
で
用
水
と

ど
の
よ
う
に
関
係
し
、
水
路
や
そ
こ
に
設
け
ら
れ
た
施
設
で
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
き
た
の
か
、
あ
る
い
は
流
れ
る
水
を
ど
の
よ
う
に

利
用
し
て
き
た
の
か
も
文
字
資
料
か
ら
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
六
章
図
像
に
み
る
用
水

一
図
像
資
料
の
意
義
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第6章図像にみる用水

こ
の
よ
う
な
深
良
用
水
の
具
体
的
な
姿
や
人
々
と
の
関
係
を
教
え
て
く
れ
る
資
料
は
文
字
以
外
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
が
、
同
じ
く
紙
に
記
さ
れ
過
去
か
ら
伝
え
ら
れ
た
資
料
で
あ
る
図
像
資
料
で
あ
る
。
文
字
資
料
に
比
較
し
て
具

象
的
で
あ
り
、
姿
や
形
を
視
覚
に
訴
え
る
か
た
ち
で
教
え
て
く
れ
る
。
本
巻
が
わ
ざ
わ
ざ
一
章
を
立
て
て
深
良
用
水
に
関
す
る
図
像
を
集

成
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
深
良
用
水
に
関
す
る
図
像
資
料
は
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
。
図
像
資
料
は
非
常
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
〉
｝
こ
に

収
録
し
た
図
像
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
部
分
は
絵
図
で
あ
る
。
近
世
に
は
多
く
の
絵
図
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
は
用
水
路

の
各
所
に
設
け
ら
れ
た
施
設
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
絵
図
の
多
く
は
用
水
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
関
連
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

訴
訟
文
書
に
添
え
ら
れ
て
提
出
さ
れ
た
絵
図
と
訴
訟
の
判
決
に
あ
た
る
裁
許
に
際
し
て
作
成
さ
れ
下
付
さ
れ
た
裁
許
絵
図
が
中
心
と
な
る
。

そ
れ
ら
は
紛
争
の
場
所
な
り
地
点
を
描
く
こ
と
に
目
標
が
あ
る
の
で
、
用
水
全
体
を
詳
細
に
描
く
一
）
と
は
少
な
い
し
、
ま
た
私
た
ち
が
知

り
た
い
と
思
う
用
水
路
の
具
体
的
様
相
を
描
き
込
ん
で
い
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
位
置
を
示
す
た
め
に
各
所
の
堰
が
描
か
れ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
も
の
が
多
い
。
い
わ
ば
棋
式
図
と
い
う
べ
き
粗
い
地
図
が
近
世
作
成
の
絵
図
で
あ
る
。
縮
尺
は
も
ち
ろ
ん
存
在
せ
ず
、
大
き

さ
も
一
定
し
な
い
。
描
き
込
ま
れ
た
事
物
も
当
然
な
が
ら
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
深
良
用
水
に
つ
い
て
の
近
世
作
成
の
実
測
図

や
設
計
図
は
ま
っ
た
く
残
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
な
に
も
深
良
用
水
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
近
世
の
土
木
工
事
に
関
連
し
て
実
測
図

や
設
計
図
が
残
さ
れ
て
い
る
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
明
治
以
降
に
な
る
と
、
各
種
の
実
測
図
、
設
計
図
が
作
成
さ
れ
、
さ
ら
に
保
存
さ
れ

て
、
今
日
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
本
章
に
も
、
明
治
以
降
の
そ
の
よ
う
な
図
像
が
い
く
つ
か
収
録
で
き
た
。
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、

深
良
用
水
の
様
相
は
よ
り
正
確
に
知
る
一
｝
と
が
で
き
、
そ
の
多
く
は
近
世
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

絵
図
を
中
心
に
し
た
図
像
資
料
は
平
面
的
な
も
の
で
あ
る
。
深
良
用
水
の
様
相
を
立
体
的
に
描
い
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
近
世
の
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説
絵
図
に
は
模
式
的
に
事
物
を
描
き
入
れ
、
ス
ケ
ッ
チ
の
よ
う
な
感
覚
で
や
や
立
体
的
に
示
し
て
い
る
所
も
あ
る
が
、
全
体
的
に
は
少
な
い

し
、
ま
た
描
い
て
い
て
る
周
辺
の
事
物
は
平
面
的
で
あ
る
か
ら
、
全
体
と
し
て
立
体
的
図
像
と
は
な
ら
な
い
。
そ
の
点
で
は
絵
巻
物
の
ょ

解
う
な
絵
画
資
料
と
は
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
り
、
図
像
資
料
と
し
て
の
限
界
で
あ
る
。
明
治
末
以
降
に
な
る
と
、
具
体
的
な
姿
を
示
し
て

く
れ
る
も
の
に
写
真
が
登
場
す
る
。
恐
ら
く
用
水
に
近
い
地
域
の
家
々
に
は
多
く
の
写
真
が
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
今

回
そ
の
写
真
の
な
か
に
深
良
用
水
の
様
相
を
写
し
た
も
の
を
見
る
一
｝
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

絵
図
中
心
の
図
像
資
料
は
、
深
良
用
水
と
人
々
の
関
係
を
示
し
て
く
れ
な
い
。
こ
》
｝
に
は
一
人
の
人
物
も
描
か
れ
て
い
な
い
。
人
間
不

在
の
深
良
用
水
と
い
う
寂
し
い
図
像
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
多
く
の
資
料
群
の
な
か
に
は
、
深
良
用
水
の
工
事
、
ま
た
堰
普
請
や
用
水
波

え
、
あ
る
い
は
田
圃
で
の
耕
起
作
業
や
田
植
え
を
描
い
た
ス
ケ
ッ
チ
や
絵
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
近
世
は

も
ち
ろ
ん
近
代
に
つ
い
て
も
そ
の
よ
う
な
絵
画
資
料
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
各
地
の
奉
納
絵
馬
に
は
し
ば
し
ば
農
耕
の
姿
が
描

か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
深
良
用
水
の
流
域
に
は
そ
の
よ
う
な
絵
馬
も
見
ら
れ
な
い
。
人
々
が
ど
の
よ
う
に
深
良
用
水
の
維
持
、
管

理
に
あ
た
っ
て
い
た
の
か
、
そ
の
人
々
の
労
働
の
所
作
を
教
え
て
く
れ
る
図
像
を
提
示
で
き
な
か
っ
た
。

》
）
の
よ
う
な
限
界
を
も
つ
図
像
資
料
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
文
字
資
料
の
み
か
ら
深
良
用
水
を
考
え
、
理
解
す
る
よ
り
は
よ
ほ

ど
豊
か
な
も
の
が
得
ら
れ
る
。
堰
の
名
称
だ
け
か
ら
理
解
し
て
い
る
の
と
、
絵
図
に
描
か
れ
た
堰
の
様
相
を
知
っ
て
文
字
資
料
を
読
む
の

と
で
は
、
そ
の
理
解
の
深
さ
は
大
き
く
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
堰
が
ど
の
よ
う
な
特
色
を
も
つ
施
設
で
あ
る
か
は
、
絵
図
も
教

え
て
く
れ
る
。
特
別
な
位
置
や
特
別
な
構
造
物
は
、
そ
の
場
所
を
特
定
す
る
た
め
の
指
標
と
な
る
の
で
、
絵
図
は
で
き
る
だ
け
詳
し
く
描

い
て
い
る
。
そ
れ
を
現
状
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
用
水
路
や
用
水
施
設
を
具
体
的
に
把
握
で
き
る
し
、
現
在
の
な
か
に
歴
史
を
発
見
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
。
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第6章図像にみる用水

本
章
に
収
録
し
た
図
像
は
全
部
で
四
八
点
で
あ
り
、
そ
れ
に
袋
入
り
と
し
て
地
図
を
三
点
、
ま
た
巻
末
折
り
込
み
と
し
て
地
図
一
点
を

加
え
た
。
用
水
路
全
体
の
特
徴
的
な
地
点
や
施
設
、
あ
る
い
は
人
々
の
生
活
と
の
関
係
を
で
き
る
だ
け
示
そ
う
と
し
て
、
点
数
と
し
て
は

多
く
を
収
録
し
た
が
、
そ
れ
に
利
用
し
た
絵
図
や
実
測
図
、
設
計
図
は
限
ら
れ
て
い
る
。
図
像
と
し
て
の
情
報
が
多
い
絵
図
や
設
計
図
に

限
定
し
た
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
絵
図
か
ら
多
く
の
部
分
図
が
採
用
さ
れ
て
登
場
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
利
用
し
た
資
料
に
つ
い
て
、
そ
の

性
格
や
作
成
年
代
、
事
情
等
を
個
別
に
説
明
し
て
お
こ
う
（
〔
〕
内
の
数
字
は
掲
戦
番
号
を
示
す
）
・

川
明
治
六
年
「
元
箱
根
村
絵
図
」
三
吉
〕
恐
ら
く
明
治
の
地
租
改
正
に
際
し
て
そ
の
準
備
過
程
で
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
明

治
に
入
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
実
測
に
基
づ
く
地
図
で
は
な
く
、
近
世
的
な
絵
図
の
一
種
で
あ
る
。
字
名
の
記
載
は
な
く
、
顕
著

な
地
形
と
そ
の
地
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

本
章
で
は
、
図
像
資
料
を
年
次
順
に
配
列
し
て
い
な
い
。
芦
ノ
湖
か
ら
下
郷
の
末
端
に
到
る
ま
で
の
用
水
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
地
点
別

に
注
目
す
べ
き
図
像
を
絵
図
そ
の
他
の
資
料
か
ら
該
当
の
部
分
を
切
り
取
っ
て
配
列
し
て
い
る
。
同
じ
地
点
に
つ
い
て
の
図
像
は
年
次
の

異
な
る
も
の
を
ま
と
め
て
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
全
体
的
に
は
時
間
の
流
れ
に
よ
っ
て
図
像
を
理
解
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
地
点

毎
の
図
像
上
の
特
色
を
示
そ
う
と
し
た
。
そ
の
同
じ
地
点
に
つ
い
て
の
図
像
は
年
次
順
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
地
点
毎
の
時
間
的
な
変
化

は
明
ら
か
に
で
き
る
。
た
だ
し
、
作
成
年
代
の
判
明
す
る
絵
図
や
設
計
図
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
は
「
年
未
詳
」
と
記
載
せ
ざ

る
を
え
な
い
も
の
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。
同
一
地
点
の
年
次
に
よ
る
変
化
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
少
数
で
あ
る
こ
と
も
事

実
で
あ
る
。

二
収
録
資
料
の
解
説
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説
㈲
年
未
詳
「
助
郷
関
役
村
絵
図
」
（
タ
テ
充
皿
×
ョ
『
一
突
哩
〔
昊
一
〕
年
次
の
記
載
は
な
い
が
、
明
ら
か
に
近
世
の
も
の
で
あ
る
。

沼
津
宿
、
三
島
宿
へ
の
助
郷
役
お
よ
び
箱
根
関
役
を
負
担
す
る
村
食
の
図
示
を
目
的
に
し
た
絵
図
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
芦
ノ
湖
を

解
「
水
海
」
と
記
し
、
水
門
を
描
く
と
と
も
に
、
用
水
に
つ
い
て
は
「
箱
根
水
海
余
水
抜
」
と
し
て
い
る
。

、
⑧
年
未
詳
「
深
良
用
水
石
垣
・
土
手
普
請
場
絵
図
」
（
タ
テ
弓
、
×
ヨ
ヨ
孟
凹
〔
昊
一
一
、
一
一
一
実
、
一
一
一
合
、
一
一
一
尖
、
ｇ
宮
芦
ノ
湖
か
ら
用

水
の
末
端
部
ま
で
描
き
、
主
と
し
て
石
垣
、
土
手
の
箇
所
を
記
載
し
て
い
る
。
普
請
対
象
の
地
点
を
示
す
た
め
の
絵
図
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
記
入
さ
れ
て
い
る
用
語
か
ら
判
断
し
て
近
世
作
成
の
絵
図
で
あ
る
。

閏
年
未
詳
「
芦
ノ
湖
水
門
及
逆
川
絵
図
」
（
タ
テ
一
六
ｍ
×
ヨ
コ
合
迎
〔
昊
一
一
一
、
一
毛
一
〕
四
シ
留
水
門
と
逆
川
の
位
置
を
描
き
、
「
発
掘

ノ
ヶ
所
」
と
「
埋
立
ノ
ヶ
所
」
を
示
す
絵
図
で
あ
る
。
凡
例
の
記
載
方
式
か
ら
判
断
し
て
明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
絵
図
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
天
保
二
年
「
井
組
廿
八
ヶ
村
箱
根
湖
水
路
村
々
堰
々
図
」
（
タ
テ
託
、
×
ョ
且
男
凹
〔
口
絵
二
、
二
西
、
二
言
、
二
一
一
、
ｇ
一
一
〕
描

い
て
い
る
内
容
は
側
年
未
詳
「
深
良
用
水
石
垣
・
土
手
普
請
場
絵
図
」
と
基
本
的
に
は
同
一
で
あ
る
。
重
要
な
地
点
や
構
造
物
に
は
付
斐

を
付
け
て
地
名
や
名
称
を
記
し
て
い
る
。

⑥
明
治
三
二
年
写
「
深
良
用
水
御
普
請
所
絵
図
」
（
タ
テ
一
元
、
×
ヨ
ヨ
完
・
五
四
三
奎
、
一
毛
三
三
毛
、
一
五
、
一
一
一
茜
、
｜
一
夫
、
付
図
一
〕

明
治
三
二
年
の
写
し
で
あ
る
が
、
内
容
は
近
世
の
普
請
地
点
を
示
す
絵
図
で
あ
る
。
こ
の
地
図
に
は
水
門
、
上
穴
口
、
下
穴
口
等
多
く
の

名
称
が
記
さ
れ
て
い
る
。

、
年
未
詳
「
箱
根
湖
十

⑥
明
治
三
二
年
写
「
深
白

地
名
や
名
称
も
少
な
い
。

「
箱
根
湖
水
井
組
全
域
絵
図
」
（
タ
テ
豐
・
五
ｍ
×
ョ
呈
奎
圭
凹
〔
二
尖
、
一
毛
一
、
三
茜
、
一
一
麦
、
三
念
、

〒
写
「
深
良
用
水
御
普
請
所
絵
図
」
と
同
じ
図
で
あ
る
が
、
図
の
描
き
方
は
全
体
に
簡
単
で
あ
り
、

一
一
一
舌
、
皀
巴
こ
れ
は

ま
た
記
載
さ
れ
て
い
る
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第6章図像にみる陥水

⑫
年
未
詳
「
放
水
路
変
更
地
点
平
面
図
」
（
タ
テ
天
叩
×
ヨ
コ
一
元
・
五
四
三
天
〕
大
正
九
年
の
「
東
京
電
燈
株
式
会
社
と
の
電
気
事

業
契
約
書
」
（
’
’
’
’
’
三
の
第
五
条
に
お
い
て
用
水
路
の
変
更
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
を
具
体
化
し
た
図
面
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

尺
で
あ
る
。

⑧
年
未
詳
「
芦
ノ
湖
水
門
図
」
（
タ
テ
毛
叩
×
ヨ
コ
一
元
四
三
宅
〕
書
か
れ
た
年
次
は
明
か
で
な
い
が
、
明
治
末
に
造
ら
れ
た
四
シ

留
水
門
以
前
の
古
い
水
門
の
椛
造
を
描
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

側
年
未
詳
「
四
シ
冊
水
門
新
設
設
計
図
」
（
タ
テ
里
、
×
ヨ
コ
天
聖
〔
昊
凸
実
測
に
基
づ
く
図
面
で
あ
り
、
四
シ
留
水
門
を
新
し

く
造
る
た
め
の
設
計
図
で
あ
る
。
作
図
さ
れ
た
年
次
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
在
来
水
門
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
図
面
の
水
門
の

両
側
に
明
治
四
三
年
四
月
の
水
門
碑
の
枠
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
、
新
設
の
計
画
は
大
正
以
降
の
こ
と
と
判
断
さ
れ
る
。
新
設
水
門

が
在
来
の
四
シ
留
水
門
の
下
流
一
二
メ
ー
ト
ル
の
所
に
設
置
す
る
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り
、
可
能
性
と
し
て
は
、
昭
和
一
二
年
に
水
門
新

設
を
計
画
し
て
神
奈
川
県
知
事
に
請
願
し
た
（
’
一
酉
一
「
昭
和
二
○
年
芦
湖
水
利
組
合
事
務
引
継
書
」
）
と
き
の
も
の
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。

こ
れ
は
結
局
神
奈
川
県
の
許
可
が
な
く
、
こ
の
設
計
図
に
基
づ
く
水
門
は
新
設
さ
れ
な
か
っ
た
。
な
お
、
図
に
記
入
さ
れ
て
い
る
単
位
は

⑩
年
未
詳
「
四
シ
留
水
門
見
張
小
屋
付
近
見
取
図
」
（
タ
テ
壹
土
、
×
ヨ
コ
ニ
品
）
〔
二
弐
〕
こ
れ
も
作
成
年
次
不
明
で
あ
る
が
、
大

正
一
四
年
の
「
湖
水
水
位
維
持
に
つ
き
東
京
電
燈
保
証
書
」
三
一
酉
に
「
貴
組
合
ト
ノ
間
一
一
信
用
ア
ル
者
壱
名
ヲ
選
定
・
〉
四
シ
冊
水
門
付
近

二
常
住
セ
シ
メ
同
水
門
並
逆
川
甲
羅
伏
悪
水
吐
ロ
ノ
巡
視
取
締
二
任
、
と
と
あ
る
》
）
と
に
関
連
す
る
図
面
と
判
断
さ
れ
る
。

⑪
志
賀
富
士
男
「
箱
根
用
水
の
謎
を
解
く
」
三
菫
〕
『
科
学
朝
日
』
一
○
巻
一
二
号
（
一
九
五
○
年
）
に
掲
戦
さ
れ
た
調
査
概
報
で
あ
る
。

そ
の
年
の
夏
に
朝
日
新
聞
社
の
後
援
で
深
良
用
水
の
総
合
調
査
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
調
査
団
長
を
つ
と
め
た
志
賀
富
士
男
氏
が
、
成
果
の

一
端
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
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説
⑬
年
未
詳
「
箱
根
用
水
水
論
絵
図
」
（
タ
テ
全
・
五
ｍ
×
ョ
晶
珸
四
〔
｜
｜
｜
△
、
一
六
一
一
、
一
一
一
分
、
昊
一
一
、
｜
一
一
圭
、
三
弐
、
皀
一
、
豊
一
一
〕
安
永
五

年
の
水
論
裁
許
に
際
し
て
の
絵
図
の
写
し
と
考
え
ら
れ
る
が
、
年
次
等
を
判
断
す
る
記
述
は
な
い
。
巨
大
な
絵
図
で
あ
り
、
し
か
も
彩
色

平向
も
豊
か
で
あ
る
。
特
に
黄
瀬
川
筋
に
つ
い
て
の
描
写
は
具
体
的
で
あ
る
。

⑭
文
久
元
年
「
御
宿
村
絵
図
」
（
タ
テ
室
、
×
ョ
見
勗
）
三
全
〕
裏
書
き
に
「
文
久
元
辛
酉
年
九
月
廿
六
日
認
、
御
宿
村
絵
図

面
」
と
あ
る
。
黄
瀬
川
に
深
良
用
水
の
新
川
が
合
流
す
る
地
点
、
黄
瀬
川
か
ら
取
水
す
る
古
堰
を
描
い
て
い
る
。

⑬
延
享
元
年
「
佐
野
堰
水
路
絵
図
」
（
タ
テ
公
、
×
ヨ
コ
美
里
三
全
、
一
六
七
、
ｇ
吾
黄
瀬
川
に
設
け
ら
れ
た
佐
野
堰
と
そ
の
流
路

を
比
較
的
詳
細
に
描
い
て
い
る
。
下
図
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
ら
し
く
、
墨
が
薄
く
水
路
そ
の
他
に
彩
色
が
な
い
。

⑬
文
政
三
年
「
石
脇
村
湖
水
掛
絵
図
」
（
タ
テ
空
命
×
ヨ
コ
奎
・
五
四
〔
口
絵
三
、
’
’
六
凸
石
脇
村
の
範
域
内
の
耕
地
を
描
き
、
そ
の

な
か
の
深
良
用
水
の
水
掛
か
り
の
水
田
を
表
示
し
た
絵
図
で
あ
る
。
水
掛
か
り
の
水
田
は
基
本
的
に
は
佐
野
堰
か
ら
取
水
し
て
い
た
こ
と

⑰
年
未
詳
「
富
沢
堰
用
水
絵
図
」
（
タ
テ
一
三
ｍ
×
ヨ
コ
ー
呂
・
五
型
三
妾
〕
表
題
は
な
く
、
黄
瀬
川
か
ら
取
水
す
る
富
沢
堰
と
そ
の

流
路
を
描
い
て
い
る
。
特
に
取
水
地
点
の
堰
の
様
相
と
燧
道
穴
口
ま
で
の
描
写
が
詳
し
い
。
堰
の
設
置
の
方
法
や
番
水
の
際
の
処
置
に
つ

い
て
も
注
記
し
て
い
る
の
が
特
色
で
あ
る
。
記
載
さ
れ
た
領
主
の
名
前
か
ら
安
永
年
間
以
前
の
作
成
と
判
断
さ
れ
る
。

旧
年
未
詳
「
富
沢
村
堰
絵
図
」
（
タ
テ
一
毛
ｍ
×
ヨ
コ
一
三
四
三
毛
、
ｇ
吉
基
本
的
に
は
ｎ
年
未
詳
「
富
沢
堰
用
水
絵
図
」
と
同
じ

も
の
で
あ
る
が
、
富
沢
村
の
二
つ
の
集
落
の
様
相
が
家
の
形
で
具
体
的
に
描
き
こ
ま
れ
、
そ
の
間
を
用
水
路
が
流
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
絵
図
の
右
上
に
「
富
沢
村
堰
絵
図
控
へ
」
と
し
て
「
是
〈
当
村
堰
元
二
付
、
大
口
か
絵
図
一
一
致
候
得
共
、
定
輪
寺
村
は
別
紙
致
差
上

申
候
故
、
堀
筋
斗
リ
絵
図
一
一
い
た
し
田
畑
色
わ
け
井
村
道
家
等
迄
定
輪
寺
村
ト
ハ
印
不
申
候
」
と
記
し
て
い
る
。

が
分
か
る
。
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第6章図像にみる用水

⑲
年
未
詳
「
深
良
村
消
火
栓
位
置
図
」
（
タ
テ
邑
叩
×
ヨ
コ
一
六
・
五
四
因
宅
〕
作
成
年
代
は
不
明
だ
か
、
謄
写
版
刷
り
さ
れ
た
図
で

あ
り
、
記
載
内
容
か
ら
判
断
し
て
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

剛
安
永
五
年
「
箱
根
湖
川
水
水
諭
大
絵
図
」
（
タ
テ
一
六
ｍ
×
ヨ
コ
四
完
四
〔
付
図
一
〕
安
永
三
年
に
始
ま
っ
た
水
諭
は
安
永
五
年
に

裁
許
が
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
う
け
て
関
係
村
が
立
ち
会
っ
て
確
認
し
た
絵
図
の
写
し
で
あ
る
。
表
題
は
な
い
が
、
「
論
所
双
方
立
会
分

間
相
改
竪
弐
厘
間
二
而
壱
枚
絵
図
二
仕
立
候
処
相
違
雌
御
座
候
」
と
し
て
、
関
係
村
の
村
役
人
の
名
前
が
連
署
さ
れ
て
い
る
。
図
面
は
、

彩
色
さ
れ
、
芦
ノ
湖
か
ら
末
端
ま
で
詳
細
に
用
水
路
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
と
同
様
の
絵
図
が
下
郷
共
有
文
書
に
あ
り
、
ま
た
↑
｝
れ
ら
の

写
し
が
旧
年
未
詳
「
箱
根
用
水
水
諭
絵
図
」
で
あ
ろ
う
。

例
年
未
詳
「
疏
湖
用
水
掛
堀
分
反
別
図
」
（
タ
テ
貝
、
×
ヨ
コ
公
．
五
四
〔
付
図
二
〉
）
の
岡
は
青
焼
き
の
図
面
で
あ
り
、
〉
）
ゞ
）
で
は

そ
れ
を
反
転
さ
せ
た
。
図
の
下
に
「
明
治
拾
弐
年
拾
壱
月
調
瞭
湖
用
水
掛
堀
分
反
別
」
と
あ
る
が
、
ゞ
）
れ
は
水
掛
り
の
反
別
を
調
査
し
た

年
月
で
あ
り
、
作
図
さ
れ
た
年
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
水
掛
り
の
水
田
面
積
の
集
計
が
明
治
町
村
制
の
村
単
位
で
行
わ
れ
、
ま
た
図
の

な
か
で
は
算
用
数
字
で
各
堰
の
水
掛
り
面
積
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
恐
ら
く
明
治
後
期
以
降
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
青
焼
き
図
の
裏
面
に

は
「
昭
和
三
年
九
〃
長
泉
村
役
場
有
」
と
墨
書
さ
れ
て
お
り
、
明
治
末
か
ら
昭
和
初
年
の
間
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か

し
、
そ
の
青
焼
き
図
作
成
の
も
と
に
な
っ
た
原
図
は
よ
り
古
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
描
き
方
か
ら
判
断
し
て
剛
安
永
五
年
の
「
箱
根
湖
用

水
水
諭
大
絵
図
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
な
お
、
ゞ
）
れ
と
同
種
の
図
は
、
明
治
町
村
制
の
町
村
の
役
場
や
鉄
道
や
発
電
所
の
位
置
を
書
き
加

え
た
も
の
が
『
深
良
用
水
の
沿
革
」
の
巻
頭
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
絵
図
、
設
計
図
か
ら
、
水
門
、
堰
そ
の
他
重
要
な
施
設
や
地
点
の
部
分
を
切
り
取
っ
て
描
い
た
の
が
本
章
収
録
の
各
図
で
あ
る
。

各
図
は
原
則
と
し
て
上
も
し
く
は
右
が
上
流
、
下
も
し
く
は
左
が
下
流
と
な
る
よ
う
に
配
置
し
て
い
る
。
切
り
取
り
に
あ
た
っ
て
は
、
紙
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解 説
面
の
都
合
で
適
宜
縮
小
し
て
お
り
、
原
寸
の
ま
ま
で
は
な
い
し
、
同
じ
資
料
か
ら
採
っ
た
場
合
で
も
、
図
に
よ
っ
て
縮
小
率
は
異
な
り
、

〒
定
、
し
て
い
手
ぱ
い
○

（
福
田
ア
ジ
オ
）
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掲載資料所蔵者別一覧

〔
文
書
〕

渡
辺
武
彦
氏
所
蔵
文
書

裾
野
市
富
沢
八

〔
黄
料
番
号
年
月
日
表
題

宅
寛
文
一
○
年
富
沢
村
箱
根
湖
水
掘
抜
記

録
・
・
・
：
：
：
．
．
：
：
：

二
寛
文
二
年
二
月
一
二
Ⅱ
富
沢
村
年
貢
割
付
状
・
・

三
寛
文
一
二
年
二
月
二
三
日
富
沢
村
年
貢
割
付
状
。
：

｜
究
延
宝
七
年
八
月
江
戸
町
人
橘
本
山
友
他
三

名
請
負
金
返
済
約
束
証
文

美
延
宝
七
年
二
月
富
沢
村
年
貢
割
付
状
．
：

妄
延
宝
八
年
一
○
月
富
沢
村
年
貢
制
付
状
：

三
天
和
三
年
四
月
二
二
日
江
戸
町
人
浅
井
佐
次
右
衛

門
等
金
子
預
り
証
文
：
・

三
天
和
三
年
四
月
二
二
日
江
戸
町
人
浅
井
佐
次
右
術

門
等
金
子
借
用
に
つ
き
起

請
文
・
・
・
・
：
・
・
・
：
．
・
・
・

一
一
西
天
和
三
年
一
二
月
一
四
日
江
戸
町
人
浅
井
佐
次
右
衛

門
等
金
子
返
済
起
請
文

壹
貞
享
五
年
四
月
二
○
日
富
沢
村
他
二
力
村
畑
成
田

掲
載
資
料
所
蔵
者
別
一
覧

に
つ
き
下
筋
五
ヶ
村
に
対

し
口
上
書
・
・
：
。
：
．
・
・
・

二
元
禄
二
年
江
戸
町
人
浅
井
佐
次
右
衛

門
等
年
貢
代
金
不
正
に
つ

き
富
沢
村
勘
兵
術
訴
状
・

合
元
禄
六
年
四
月
六
日
富
沢
村
定
輔
寺
前
掘
貫
竣

頁
〕
人
足
賃
他
書
上
：
・
・
・
．
．

｜
｜
皇
元
禄
八
年
一
二
月

富
沢
村
・
定
輪
寺
村
箱
根

三
七
水
掛
反
別
帳
：
・
・
・
：
・

三
一
六
一
一
元
禄
二
年
七
月
定
輪
寺
村
前
堰
御
普
請
に

三
五
つ
き
富
沢
村
願
書
・
・
・
：

一
夏
元
禄
一
二
年
一
二
月
常
沢
村
役
米
銭
・
釉
根
水

一
三
〈
入
用
帳
・
・
・
：
：
・
・
：
・

西
一
一
急
元
禄
一
三
年
四
月
二
日
定
輔
寺
前
堰
御
普
請
に
っ

一
里
き
富
沢
村
扶
持
米
請
取
状

一
会
宝
永
二
年
三
月
富
沢
村
堰
人
足
書
上
・
・
・

一
只
美
宝
永
三
年
二
月
一
四
日
新
川
堤
復
旧
に
伴
う
争
論

に
つ
き
深
良
村
訴
状
。
：

毛
宝
永
三
年
三
月
二
五
日
新
川
堤
復
旧
に
伴
う
争
論

一
兄
に
つ
き
井
組
二
十
八
力
村

返
答
害
・
・
・
・
：
：
・
・
・
・

一
己
貢
宝
永
三
年
六
月
二
六
日
新
川
堤
復
旧
争
論
裁
許
深

良
村
・
井
組
二
十
八
力
村

五
九
・

四
三
二

四
一
一
一
五

五
九
一
〈

四
三
つ

一
五
二

一
八
二

三一
ヒ
ヒ

’
一
一

一
七
三
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一
つ
一
一

一
つ
一
一
一｜

旨
明
和
九
年
三
月

’
つ
つ

一
八
八

一
八
九 究

延
享
四
年
八
月

垂
元
文
二
年
三
川

公
宝
永
五
年
六
月
一
三
日

全
宝
永
四
年

含
宝
永

Ｓ
宝
永
四
年

明明

和和
延
享

宝
暦

明
和

七
年
七
月

七
年
九
月

五
年

七
年

四
年

四
年
一
二
月

七
月

七
月

九
月

三
月
一
八
日

華
覗
聿
昌
・
・
：
・
・
・
‐
・
‐
：
：
・

砂
取
人
足
難
儀
に
つ
き
富

沢
村
米
拝
借
願
・
・
：
：
・

亥
ノ
年
箱
根
水
水
論
共
一
一

入
用
帳
：
。
：
・
・
：
：
・
・

水
掛
り
村
を
争
論
に
つ
き

上
郷
返
答
害
・
・
・
：
：
・

水
配
役
人
仰
付
け
ら
る
に

つ
き
水
掛
り
村
々
請
書
・

支
配
替
に
つ
き
水
掛
り
村

を
願
書
：
・
・
．
：
・
・
・
・

用
水
引
方
に
つ
き
水
上
村

を
願
書
：
・
・
：
・
・
・
・
・
・
・

水
配
役
人
申
合
せ
定
書
・

湖
水
門
修
築
入
用
高
刑
覚

湖
水
門
口
大
普
請
に
つ
き

入
用
扶
持
米
給
付
富
沢
村

願
書
：
：
．
：
：
：
：
・
・

水
配
役
人
申
合
せ
定
書
・

水
配
人
宛
拾
給
役
人
申
し

渡
し
・
・
・
：
・
・
・
：
・
・
：
・

ニ
ッ
屋
新
田
と
水
上
村
☆

争
論
に
つ
き
願
書
・
水
配

二
一
五

四
四
二

二
一
四

二
一
つ

四
四
一

二
つ
ロ

一
九
五

一
九
つ

一
八
一
〈

一
八
二

一
八
つ

｜
｜
穴
安
永
六
年
七
月

｜
｜
毛
安
永
六
年
七
月
二
六
日

｜
｜
宍
安
永
六
年
五
月
二
八
日

｜
｜
菫
安
永
六
年
五
月
二
一
日

’
三
安
永
五
年
七
月

｜
天
安
永
三
年
二
月

｜
天
安
永
三
年
五
月

’
三
安
永
三
年
四
月

｜
実
安
永
二
年
閏
三
月

己
安
永
二
年
二
月

’
三
明
和
九
年
四
月

晦
日

人
取
調
書
：
：
・
・
・
・
・
・
・

水
掛
り
争
論
に
つ
き
水
上

村
々
返
答
書
・
・
：
：
：
．

用
水
争
論
に
つ
き
地
頭
役

人
宛
小
田
原
藩
役
人
返
書

湖
水
出
入
江
戸
路
用
並
雑

用
割
帳
・
・
・
・
・
・
：
：
・
・
・

用
水
争
論
離
脱
に
つ
き
富

沢
村
名
主
宛
一
色
村
願
書

水
掛
り
村
々
争
論
に
つ
き

水
下
村
々
訴
状
。
：
・
・
・

水
掛
り
村
々
争
論
に
つ
き

水
上
村
々
返
答
書
・
・
・
：

争
論
裁
許
に
つ
き
水
掛
り

村
々
申
合
せ
。
：
・
・
・
・
・
・

富
沢
村
と
の
用
水
争
論
に

つ
き
一
色
村
訴
状
：
・
・
・

田
成
畑
開
発
に
つ
き
一
色

村
注
進
害
・
・
・
：
・
・
・
・

富
沢
村
と
一
色
村
水
諭
に

つ
き
水
配
人
口
上
書
：

一
色
村
と
の
用
水
争
論
に

つ
き
富
沢
村
請
書
一
札
。

一
一
一
つ
九

三
つ
一
〈

三
つ
五

三
つ
一

二
九
二

二
七
一
〈

二
五
九

二
五
一
〈

二
三
八

二
一
〈
一
一

二
三
四

一
一
一
一
〈
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一
一
天
安
永
六
年
七
月

三
｜
安
永
六
年
九
月

一
望
天
明
八
年
一
二
月

｜
圏
天
川
八
年
一
二
月

｜
里
天
明

西
一
一
天
明
八
年
二
月
二
八
日

三
六
天
明

’
一
毛
安
永
一
○
年
四
月

｜
｜
｜
三
安
永
九
年

三
一
｜
安
永
七
年
六
月

三
安
永
六
年
九
月

八
年
二
月

一
年
七
月

llLI
『司

月

一
色
村
と
の
用
水
争
論
に

つ
き
富
沢
村
返
答
害
・
・

一
色
村
と
富
沢
村
と
の
用

水
争
論
に
つ
き
済
口
証
文

用
水
争
論
内
済
に
つ
き
一

色
村
請
書
：
・
・
・
：
。
：
・

川
水
掛
り
年
稀
役
人
賄
方

に
つ
き
村
を
願
耆
．
：
・
・

田
川
成
起
返
し
差
留
に
つ

き
願
書
・
・
・
・
・
：
．
：
：

富
沢
村
と
一
色
村
の
用
水

争
論
に
つ
き
取
暖
証
文
・

富
沢
村
と
一
色
村
の
用
水

争
論
に
つ
き
内
済
証
文
・

水
掛
り
村
々
争
論
に
つ
き

沼
津
役
所
宛
水
下
村
々
訴

状
。
：
：
。
：
・
・
・
・
・
・
・
・

水
掛
り
村
々
争
論
に
つ
き

深
良
村
他
三
ヶ
村
返
答
書

水
掛
り
村
を
争
論
に
つ
き

水
下
村
々
返
答
書
・
・
・
・

水
掛
り
村
を
争
論
に
つ
き

深
良
村
他
三
ヶ
村
内
済
願

書
・
・
：
・
・
・
：
：
・
・
：
・

三
つ
一
毛
文
化
二
年
六
月
大
堰
下
の
用
水
争
論
に
つ

き
内
済
証
文
・
・
：
・
・
・

一
三
一
一
頁
文
政
二
一
年
八
川
三
俣
堰
分
水
一
件
に
つ
き

納
米
里
村
他
二
ヶ
村
詫
害

三
五
一
三
一
一
文
政
一
三
年
二
月
吉
Ⅱ
井
組
二
九
ヶ
村
高
反
別
等

陸
計
に
．
．
．
・
・
：
．
、
・
・
：
，
．

三

一

Ｉ

’

一
二
〈
｜
｜
茜
文
政
一
三
年
二
月
吉
日
富
沢
堰
用
水
掛
合
・
掘
抜

間
数
等
覚
・
：
・
・
．
：
・
・

三
七
一
菫
文
政
一
三
年
二
Ⅱ
吉
Ⅱ
常
沢
村
堰
・
穴
堰
芝
打
、

波
扶
持
人
足
、
手
当
米
金

二
三
党
．
．
・
・
・
：
：
：
：
・
・
・

三
〈
文
政
一
三
年
二
月
吉
日
湖
水
門
書
上
覚
・
・
・
：
：

一
三
五
奎
天
保
三
年
正
月
樹
沢
村
寛
永
以
降
畑
成
田

高
入
善
上
ヶ
覚
・
・
：
・
・

三
天
保
三
年
国
役
御
普
請
木
品
代
・
人

一
三
一
足
賃
・
普
請
役
人
等
書
上

二
一
一
天
保
二
年
八
月
富
沢
・
一
色
両
村
掛
り
用

二
一
四
水
路
新
規
掘
替
覚
帳
・
・

’
三
一
一
天
保
二
年
八
月
樹
沢
村
他
二
ヶ
村
用
水
堀

一
二
八
新
規
掘
替
助
合
金
請
取
証

一
一
毛
弘
化
四
年
法
喜
庵
費
歌
：
．
．
・
・
・
：

｜
穴
安
政
二
年
六
月
三
俣
堰
分
水
等
用
水
争
論

一
一
一
四
つ

一
〈
一
一
一

三
七
九

ピ
ー
ヒ

七
一
九

七
二
一

五
一
二
一
一

一

一

〈

八

五
三
八

七
三
九

五
三
三

一
五
三
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ローニ ーー二

四 八

三三 ・

明 万

治 延

元 元
年 年

○ 三
月 月

’
’
一
九
一
〈

一
一
一
九
七

四
つ
一
〈

一
一
妾
明
治
二
○
年

二
六
明
治
一
二
年
七
月

湯
山
匡
秀
氏
所
文
書
蔵

裾
野
市
御
宿
三
○
七

三
慶
安
三
年
八
月
二
八
日
大
畑
村
他
五
ヶ
村
山
林
・

古
跡
・
用
水
等
書
上
．
：

｛
〈
万
治
三
年
ｌ
寛
文
六
年
御
宿
村
年
貢
米
金
皆
済
目

録
、
野
村
彦
太
夫
裏
書
・

昊
寛
文
六
年
七
月
一
二
日
御
宿
村
安
右
術
門
箱
根
湖

年年年

未未未

詳詳詳

内
熟
に
よ
り
手
鎖
赦
免
願

菫
冒
：
．
．
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
：

上
士
狩
村
と
水
窪
村
、
富

沢
村
用
水
堀
通
路
新
橋
に

つ
き
取
替
規
定
書
：
・
・
・

村
方
用
水
路
御
尋
に
つ
き

富
沢
村
他
二
ヶ
村
返
答
書

惣
ヶ
原
水
分
神
社
創
立
願

書
・
・
・
・
：
：
．
：
：
．
：
・

函
根
湖
用
水
組
合
深
良
村

外
弐
拾
七
ヶ
村
水
利
土
工

協
議
会
議
案
：
・
・
・
：
・
・

富
沢
堰
（
２
）
：
．
：
・
・
・

富
沢
堰
（
３
）
：
．
．
：
・
・
・

集
落
と
用
水
（
２
）
：
・
・
・

』
］
』
｝
戸
】

｜
一
一

一
（
）
（
）
七

一
つ
ロ
ハ

一
つ
二
一
一 七

９
六
一
元
禄
九
年
二
月

五
〈
一

七
三
つ 四

三
弓
寛
文
六
年

五
一

五
つ

｜
奎
天
明
元
年
五
月

一
三
寛
政
九
年
三
月

’
一
実
宝
永
五
年
正
月
一
二
日

｜
一
宅
宝
永
四
年
六
月
二
四
Ｈ

一
一
頁
宝
永
四
年
一
二
月

｜
垂
一
李
卒
水
一
〔
〕
生
‐
正
月

天
一
安
永
九
年
七
月

吾
寛
文
二
年
一
○
月
一
四
日

茜
貞
享
五
年
六
月

空
寛
文
六
年

水
掘
抜
元
締
の
覚
・
：
・

御
宿
村
箱
根
湖
水
掘
抜
元

締
名
前
書
上
・
・
：
：
．
：

御
宿
村
箱
根
湖
水
掘
抜
水

門
等
記
録
．
．
・
・
・
：
・
・
：

御
宿
村
田
畑
指
出
状
：
・

箱
根
掘
抜
水
不
足
に
関
す

る
下
郷
訴
状
．
．
：
・
・
：
・

箱
根
掘
抜
水
年
灸
不
足
に

つ
き
掘
下
げ
御
宿
村
他
一

○
ヶ
村
願
書
：
：
・
・
：

箱
根
水
懸
り
村
々
高
帳
・

箱
根
水
村
を
用
水
諸
入
用

割
帳
・
・
・
・
・
：
・
・
・
・
・
：
・

新
川
・
木
瀬
川
諸
堰
書
上

覚
：
：
：
：
．
：
．
：
：
・

水
不
足
に
つ
き
水
門
・
土

手
普
請
三
一
ヶ
村
願
書
・

水
門
掘
下
げ
御
普
請
に
つ

き
箱
根
山
神
領
役
人
宛
願

書
：
。
：
：
：
：
・
・
：

国
役
御
普
請
出
来
形
帳
・

か
ろ
う
と
堰
五
ヶ
村
自
普

四
四
七

四
五
三

四
四
五

六
八
一

一
く
つ
三

四
一
一
『
〈

五
九
九

一
五
三

一
一
〈

一
二
九

一
一
八

一
一
一
、

ロ
ロ
仏

一
一
一
〆

1084



請
書
付
。
：
：
：
。
：
．
：

｜
｜
究
文
政
二
年
八
月
一
三
日
新
川
土
手
破
損
所
丼
湖
水

門
伏
替
見
積
下
帳
：
：
．

一
一
三
文
政
二
年
八
月
井
組
二
九
ヶ
村
新
川
国
役

御
普
請
願
書
．
．
・
・
・
・
：

二
三
文
政
三
年
二
月
箱
根
湖
水
新
川
通
御
普
請

内
目
論
見
帳
：
．
：
：
・
・

｜
｜
実
文
政
三
年
二
月
須
釜
新
川
通
御
普
請
箇
所

附
内
目
論
見
帳
．
：
・
・
・

｜
一
宅
文
政
三
年
六
月
井
組
二
九
ヶ
村
新
川
国
役

御
普
請
願
書
．
：
・
・
・
・
・
・

一
一
只
文
政
三
年
八
月
箱
根
湖
水
新
川
通
御
国
役

御
普
請
言
上
帳
：
。
：
．
．

｜
一
男
文
政
三
年
八
月
国
役
御
普
請
見
分
に
つ
き

伝
馬
手
形
：
．
：
．
：
：

｜
言
文
政
三
年
九
月
二
九
ヶ
村
国
役
御
普
請
取

懸
願
書
．
：
：
・
・
：
・
：

覧
一
二
一
文
政
三
年
九
月
国
役
御
普
請
地
頭
出
金
に

別聿伺

つ
き
書
付
・
・
．
：
：
：
・

噸
一
一
一
一
一
文
政
三
年
九
月
国
役
御
普
請
土
取
場
見
分

料
費
用
に
つ
き
一
札
・
・
・
：

準
一
一
三
文
政
三
年
九
月
水
懸
り
村
を
私
領
出
金
高

掲
覚
：
・
・
・
：
・
・
・
・
・
．
：
．

酉
克
一
三
文
政
三
年
九
月
井
組
二
九
ヶ
村
高
反
別
控

三
一
一
文
政
三
年
一
二
月
御
宿
村
諸
役
銭
割
附
帳

克
一
一
一
三
文
政
四
年
六
月
国
役
御
普
請
に
つ
き
不
足

金
御
助
成
二
九
ヶ
村
願
書

四
一
台
一
一
天
天
保
三
年
三
月
湖
水
門
木
口
控
：
．
：
・
・

二
四
天
保
一
四
年
二
月
二
三
日
新
堰
用
水
路
御
普
請
請
負

四
全
一
札
及
び
普
請
所
仕
方
党

一
一
昊
天
保
一
四
年
一
○
月
国
役
御
普
請
井
組
村
灸
願

四
空
一
誕
日
：
．
．
：
．
・
・
・
：
．
・
・
・
・

一
｜
｜
毛
天
保
一
五
年
七
月
二
二
日
御
宿
村
新
堰
大
破
に
つ
き

舌
一
普
請
所
見
分
願
書
・
・
：
・

’
’
一
六
天
保
一
五
年
七
月
二
七
日
御
宿
村
用
水
路
御
普
請
見

五
三
一
分
届
：
：
．
：
・
・
：
・
・
・
・

’
一
一
五
天
保
一
五
年
七
月
か
ろ
う
と
堰
国
役
御
普
請

五
兄
に
つ
き
御
宿
村
願
書
・
・

’
’
二
天
保
一
五
年
八
月
小
田
原
・
沼
津
藩
見
分
中

五
己
諾
入
用
等
取
調
勘
定
帳
・

’
’
’
’
三
弘
化
三
年
二
月
湖
水
御
普
請
に
つ
き
江
戸

三
一
出
府
・
雑
用
入
用
帳
・
・
・

’
三
嘉
永
二
年
七
月
二
七
日
国
役
御
普
諸
か
な
わ
ず
に

五
三
つ
き
松
長
役
所
宛
御
普
請

願
書
．
：
．
・
・
・
．
：
：
。
：

五
西
一
量
一
一
文
久
元
年
古
堰
（
２
）
・
・
：
・
・
・
：
・

五
七
五

一
つ
ロ
三

五
四
一
〈

五
一
〈
一
〈

五
四
一
〈

五
四
五

五
二
つ

七
二
五

五
四
二

五
三
九

一
〈
一
四

一
〈
二
五

ユ
四
四
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覧
一
一
毛
明
治
一
四
年
九
月
三
日

別罐
一
一
二
八
明
治
二
一
年
八
月
三
日

所ｌ幹
一
夷
明
治
一
三
年
四
月
一
五
日

載
一
一
究
明
治
二
六
年
四
月
六
日

掲

三
９
明
治
一

’
’
一
一
五

一
一
一
一
一
〈

’
一
一
一
七

’
三
一
明
治
一
三
年
七
月
二
三
日

三
一
明
治
三
○
年
一
○
月
二
○
日

勝
又
重
俊
氏
所
蔵
文
書

裾
野
市
久
根
三
五
一
ｌ
一

男
（
寛
文
年
中
）
久
根
村
箱
根
山
湖
水
掘
貫

元
締
名
前
害
上
・
・
．
．
：

一
三
安
永
三
年
三
月
水
掛
り
村
六
争
論
に
つ
き

久
根
村
訴
状
・
・
・
・
：
・
・
・

明
治
三
一
年

明
治
三
六
年

明
治
三
六
年

一
六
年
一
○
月
二
○
日

九
月
二
四
日

九
月
九
日

九
月

湖
水
逆
川
口
確
認
保
誰
方

規
定
：
．
．
：
．
．
・
・
・
・
・

御
宿
村
湯
山
半
七
郎
水
車

建
設
願
：
．
：
：
．
．
：
：

箱
根
湖
水
門
修
繕
御
願
・

芦
之
湖
用
水
新
規
使
用
差

留
に
つ
き
深
良
村
他
願
書

仙
石
原
村
長
河
水
引
用
及

川
敷
切
下
之
義
御
認
願
・

逆
川
事
件
名
古
屋
控
訴
院

判
決
書
．
：
・
・
・
・
・
：
・
・
・

東
京
水
力
電
気
株
式
会
社

芦
之
湖
用
水
使
用
契
約
書

逆
川
事
件
調
停
案
：
．
：

芦
湖
紛
議
調
停
に
つ
き
て

逆
川
事
件
和
解
式
次
第
書

｜
毛
安
永
三
年
八
月

七
一
ハ
ー

ー
ー
ー
ー
ー
安
永
五
年
七
月

合
〈
｜
茜
安
永
五
年
七
月

七
八
四

一
一
一
三
天
保
一
四
年
三
月

七
全
一
三
弘
化
二
年
三
月

七
八
九

二
五
八

八
七
四

八
一
二
一

八
一
二
七

八
四
七

八
一
七

一
二
一
へ

Ｆ
■
毎

四二三三三三三三三

一ノーLセプご〆、
‐‐プご ニニプ竜

二
一
西
弘
化
三
年
間
五
月

二
一
一
明
治
二
九
年
四
月

｜
｜
舌
弘
化
三
年
二
月

毛
一
万
延
元
年
閏
三
月

年
未
詳

年
未

年
未

年
未

年
未

（
明
治
三
二
年
写
）

詳詳詳詳

水
掛
り
村
々
争
論
に
つ
き

上
郷
返
答
言
：
：
．
．
：
・

水
配
人
勤
方
定
書
：
．
：

井
組
二
九
ヶ
村
宛
拾
給
役

人
申
合
せ
定
書
・
・
・
：
：

御
普
請
願
諸
入
用
定
書
・

天
保
地
震
に
よ
る
大
破
に

つ
き
地
頭
所
宛
国
役
御
普

請
願
書
：
：
：
．
：
：
：

天
保
地
震
に
よ
る
大
破
に

つ
き
勘
定
奉
行
所
宛
国
役

御
普
請
願
書
：
・
・
・
：
：

井
組
二
九
ヶ
村
高
明
細
帳

三
俣
堰
・
穴
堰
立
会
番
出

入
に
関
す
る
規
定
書
：
．

箱
根
湖
用
水
逆
川
其
他
事

件
諸
筆
記
：
・
：
．
：
：

佐
野
堰
（
１
）
．
：
：
・
・
・

水
門
と
逆
川
（
１
）
：
・
・
・

下
穴
口
・
・
・
・
．
．
・
・
・
・
自
・

新
川
（
２
）
：
．
：
：
・
・
・

大
堰
（
２
）
．
：
：
・
・
：
：

七
九
一
一

一
・
つ
三

九
九
つ

九
九
七

九
九
九

一
つ
つ
九

元二
一ノー、

五二二

四プし

ローロ

四
つ
一
〈

五
一
〈
一
二

一
〈
一
一
一
〈

五
垂
五
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市
川
逸
朗
氏
所
蔵
文
書

裾
野
市
公
文
名
二
二
’
二
大
庭
和
彦
氏
所
蔵
文
書

三
寛
文
一
二
年
六
月
五
日
箱
根
掘
貫
畑
成
田
出
精
褒
裾
野
市
石
脇
四
七
○
ｌ
一

美
銀
子
請
取
状
・
・
・
：
：
．
：
三
四
一
三
宝
暦
二
年
五
月
一
八
日
用
水
不
足
に
つ
き
石
脇
村

杢
貞
享
三
年
四
月
一
七
日
「
公
文
名
村
・
稲
荷
村
川
願
書
・
・
：
・
・
：
．
：
・
・
・
・

細
帳
」
堰
人
足
等
言
上
．
：
．
三
一
二
毛
明
和
三
年
四
月
佐
野
村
宿
堀
口
一
件
済
口

付
図
安
永
五
年
箱
根
湖
川
水
水
諭
大
絵
図
証
文
．
．
：
：
．
：
：
：
：

一
貝
寛
政
元
年
七
月
晦
日
争
論
詮
議
日
延
に
つ
き
水
一
宅
安
永
二
年
六
月
水
掛
り
村
々
争
論
に
つ
き

下
村
々
願
書
・
・
・
；
。
：
：
二
一
豐
石
脇
村
役
人
請
書
・
・
・
・
．

｜
｜
畠
文
政
三
年
二
月
井
組
二
九
ヶ
村
新
川
国
役
一
只
安
永
二
年
八
月
江
戸
表
詮
議
に
つ
き
拾
給

御
普
請
願
書
：
．
・
・
・
・
・
・
・
・
貝
二
役
人
宛
石
脇
村
上
申
書
・

’
一
西
文
政
三
年
九
月
国
役
御
普
請
に
つ
き
私
領
一
男
安
永
二
年
九
月
用
水
争
論
に
つ
き
江
戸
表

出
金
村
高
書
上
帳
写
：
．
・
・
・
五
三
水
配
人
取
調
書
：
：
．
：

一
一
三
文
政
一
○
年
四
月
一
五
日
湖
水
掛
堰
々
水
配
帳
：
：
：
七
只
三
安
永
三
年
三
月
二
六
日
拾
給
役
人
内
済
仰
渡
に
つ

一
一
頁
文
政
一
○
年
五
月
水
配
上
役
交
替
一
件
：
・
・
・
・
歪
〈
き
村
交
申
立
：
・
・
・
：
：

一
蚕
文
政
二
年
一
二
月
井
組
三
郷
水
配
人
給
取
立
一
六
安
、
水
三
年
八
月
水
諭
江
戸
表
公
儀
日
記
帳

帳
：
：
．
：
．
：
・
・
・
：
：
：
壱
二
｜
｜
弓
安
、
水
三
年
二
月
水
掛
り
村
々
争
論
に
つ
き

覧

一
三
八
天
保
二
年
出
二
月
国
役
御
普
請
下
ヶ
金
前
俗
検
使
Ⅱ
記
覚
書
：
：
：
・

別

願
書
：
・
・
・
：
．
．
：
：
：
・
・
・
五
三
一
一
君
文
政
五
年
一
○
月
中
郷
六
ヶ
村
と
佐
野
村
、

者職
三
一
一
弘
化
三
年
附
五
Ⅱ
七
日
湖
水
御
普
請
願
に
つ
き
惣
佐
野
堰
口
石
居
に
つ
き
取

目
料
代
江
戸
出
勤
覚
書
：
．
：
：
・
五
否
替
証
文
：
．
：
．
・
・
・
：
：

艫
一
三
〈
弘
化
二
一
年
二
月
国
役
御
普
請
に
つ
き
私
領
一
七
一
一
万
延
元
年
間
二
一
月
三
俣
堰
・
穴
堰
立
会
番
出

訓
掲
出
金
高
言
上
帳
・
・
・
・
：
：
：
茎
一
一
入
に
つ
き
、
井
組
村
々
よ

一
、
．
」
一
、

プ
プ
プ

一
一
五
〈

二
七
二

二
四
〈

二
七
九

二
四
六

二
四
四

一

／、

ごヘ

プヒ

三
三三
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掲載資料所蔵者別一覧

志
村
守
雄
氏
所
蔵
文
書

裾
野
市
深
良
一
七
三
四

一
六
寛
文
五
年
１
深
良
村
箱
根
湖
水
掘
抜
諸

色
覚
。
：
：
：
・
・
・
：
。
：

二
延
宝
八
年
一
二
月
晦
日
深
良
村
名
主
源
之
丞
等
証

人
田
畑
地
替
証
文
。
：
：

茎
宝
永
三
年
正
月
新
川
堤
復
旧
に
伴
う
争
論

に
つ
き
深
良
村
訴
状
：
・

彗
一
元
文
二
年
七
月
支
配
替
に
つ
き
水
掛
り
村

友
願
書
。
：
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

圭
元
文
二
年
一
二
月
三
日
湖
水
支
配
に
つ
き
役
人
廻

状
：
・
・
・
・
・
：
：
：
。
：

巽
元
文
二
年
一
二
月
湖
水
支
配
役
人
宛
の
請
書

に
つ
き
深
良
村
役
人
日
延

願
書
・
・
・
・
・
・
・
：
．
・
・
・
：

毛
元
文
三
年
正
月
湖
水
支
配
方
に
つ
き
深
良

村
役
人
願
書
：
。
：
：
：

｜
｜
奎
元
文
三
年
五
月
一
○
日
湖
水
水
配
役
に
つ
き
申
達

一
一
男
明
和
八
年
八
月
深
良
村
湖
高
反
別
井
土
手

通
地
水
高
反
別
帳
：
・
・
・

り
願
書

四
一
一

二
つ
七

湯
山
博
氏
所
蔵
文
害

二
宅
裾
野
市
御
宿
二
二
一

棗
四
一
慶
長
五
年
正
月
九
日
御
宿
村
検
地
外
の
荒
地
開

発
横
田
村
詮
手
形
・
・
：
・

室
〈
二
（
慶
長
六
年
）
八
月
五
日
御
宿
村
検
地
外
の
荒
地
開

発
某
対
馬
守
手
形
。
：
・
・

二
つ
一
〈

二
つ
三

宍
すい

一
つ
七

一
一
四

一
一
一
二
明
治
二
八
年
一
月

二
九
明
治
二
四
年
一
月

患
寛
文
六
年

一
五
一
午
一
○
月

二
三
大
正
二
年
四
月
二
一
日

二
西
大
正
元
年
一
二
月
二
日

’
’
一
三
明
治
四
四
年
一
月
一
七
日

柏
木
新
吾
氏
所
蔵
文
書

裾
野
市
上
ヶ
田
三
一
九

上
ヶ
田
村
箱
根
掘
抜
記
録

箱
根
大
権
現
御
神
水
御
初

聴
取
集
役
僧
廻
村
に
つ
き

廻
状
：
．
．
：
・
・
・
：
：
・

上
郷
水
配
取
扱
人
函
根
湖

川
水
分
水
日
誌
・
・
・
・
・
；

上
郷
水
配
取
扱
人
函
根
湖

川
水
掛
に
つ
き
諸
用
制
・

電
気
会
社
と
契
約
に
つ
き

失
効
意
見
害
・
・
・
：
・
・
・
・

深
良
用
水
使
川
二
関
ス
ル

契
約
ノ
件
．
：
：
：
・
・
・

箱
根
湖
用
水
掛
新
田
開
鑿

差
止
申
請
書
．
．
・
・
・
：
：

七
四
七

〈
九
つ

八
七
『
ハ

八
七
七

八
七
三

八

男
一
二
つ

四
八 里

1088



大
庭
重
一
氏
所
蔵
文
書

裾
野
巾
深
艮
二
六
三
○

昊
元
禄
一
六
年
三
川
八
Ⅱ
大
庭
派
之
汰
躯
碑
銘
：

毛
一
一
文
政
七
年
五
月
上
・
叩
郷
水
配
人
、
佐
野

堰
川
木
に
つ
き
下
郷
水
伽

人
と
取
替
一
札
・
・
・
・
．
：

覧
三
一
茜
天
保
二
年
水
川
（
１
）
：
。
：
：
：
：

一
一
一
言
天
保
二
年
逆
川
叩
維
伏
せ
（
１
）
：

ｌ都
昊
一
一
一
天
保
二
年
瀬
名
沢
と
黄
瀬
川
合
流
地

蔵
点
（
１
）
。
：
．
：
・
・
・
：
：

緬
邑
一
一
天
保
二
年
大
堰
筋
と
境
川
・
・
・
・
・
・

噸
三
九
嘉
水
五
年
五
川
堰
切
下
に
つ
き
南
堀
中
宛

斗

掲
へ
詫
害
：
．
：
：
：
：
。

四
正
保
四
年
二
月
二
三
Ⅱ
御
宿
村
上
野
原
荒
地
開
発

願
書
、
野
村
彦
太
夫
代
袈

害
・
・
・
・
・
・
：
。
：
・
・
・
・
・
・
・

’
一
寛
文
六
年
五
月
一
七
Ⅱ
箱
根
湖
水
掘
抜
に
つ
き
友

野
与
右
術
門
他
三
名
手
形
、

野
村
彦
太
夫
奥
書
：
．
：

’
’
’
’
六
茄
永
三
年
正
Ⅱ
二
八
Ⅱ
か
ろ
う
と
堰
御
普
請
に
つ

１
Ｉ
Ｊ
２
Ｕ
ｒ
Ｉ
，
十
Ⅶ
Ｊ
時
１
Ｊ
、
」
為
Ｉ

髪
ご
如
州
搾
昨
ｆ
１
ｎ
小
斗
に
・
・
・
・
・
・
・
・

一
茜
年
末
詳
御
術
村
人
足
扶
持
米
切
手

七
宅
器
崎
迷
生
氏
所
蔵
文
書

光
一
洲
野
市
佐
野
二
八
七

究
四
一
西
一
一
安
政
六
年
五
月
千
福
村
川
水
引
入
口
改
修

に
つ
き
水
配
衆
宛
一
札
・

一
つ
つ
一
く

ち
ろ
中
西
保
男
氏
所
蔵
文
書

裾
野
市
佐
野
一
五
一
七

三
き
毛
一
文
政
六
年
七
月
二
本
松
新
田
嘉
左
術
門
湖

一
言
安
政
三
年
七
月
七
Ⅱ
三
郷
水
配
人
よ
り
川
水
澗

沢
に
つ
き
注
進
許
・
・
・
・
：
・
・
一
〈
芙

瓢
Ｌ

Ⅸ
／

古
谷
善
和
氏
所
蔵
文
杏

祢
野
市
佐
野
川
九
八

天
四
一
寛
文
六
年
佐
野
村
作
平
納
根
湖
水
掘

抜
通
水
記
録
・
・
・
・
．
：
・
・
・
・
一
元

五
美
吉
貞
享
三
年
川
月
一
六
Ⅱ
「
佐
野
村
川
細
帳
」
川
水

盟
二
普
請
・
堰
書
上
：
。
：
・
・
・
：
一
吾

勝
俣
恵
一
朗
氏
所
戯
文
書裾

野
市
麦
塚
一
七
九

一
三
二
天
安
政
元
年
一
二
月
地
麓
肋
簡
所
見
分
に
つ
き

北
郷
水
配
人
願
書
：
。
：

五
八
つ

五
七
七
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掲載資料所蔵者別一覧

裾
野
市
役
所
深
良
支
所
所
蔵
文
書

裾
野
市
深
良
六
五
七

一
一
一
菫
安
永
九
年
九
月
深
良
村
と
水
配
人
争
論
に

つ
き
済
口
証
文
・
・
：
：
・

三
〈
安
永
九
年
九
月
水
配
人
よ
り
深
良
村
宛
内

済
金
受
取
一
札
・
・
・
：
・
・

一
毛
天
明
二
年
四
Ⅱ
新
川
土
手
御
普
請
に
つ
き

没
地
村
割
二
九
ヶ
村
定
齊

一
空
天
明
五
年
七
月
争
論
内
済
に
つ
き
水
配
人

よ
り
深
良
村
宛
詫
状
．
：

二
全
明
治
一
二
年
二
Ⅱ
芦
ノ
湖
川
水
堀
堰
分
水
掛

反
別
調
表
。
：
：
・
・
：
：

｜
一
言
大
正
七
年
八
Ⅱ
二
一
Ⅱ
国
家
功
労
者
州
位
詮
議
の

通
牒
に
よ
り
深
良
川
水
完

成
者
内
巾
・
・
・
・
・
．
：
・
・

二
毛
大
正
一
五
年
五
川
一
Ⅱ
川
水
路
よ
り
共
同
消
火
に

つ
き
表
彰
状
．
：
．
：
：
．

一
一
一
天
年
末
詳
発
龍
所
の
位
悩
と
堰
：
・

四
毛
年
末
詳
深
良
村
の
消
火
詮
配
侭
．

水
懸
用
水
路
取
調
目
録
・
・
究
七

プ
に
爬

辿
日
日

九
九
八

一
つ
一
四

和
○
三

七
七
二

三 里
父
一
里
天
川
八
年
一
二
月

三
一

三

四三三三三三三三三三三三三

つナし ノーに -七一ヒブ ーヒァ美
四一四ナL Eヨー七

二
天
大
正
七
年
六
月
一
四
Ⅱ

’
’
一
八
五

一
一
一
八
七

四
つ
三

一
一
三
つ 毛

宝
永
五
年
五
月
六
日

年年年年年年イ1 延
享

延
享

延
享

天
明

未末末末末末末
石
脇
区
有
文
書

佐
野
区
有
文
書

元
年

元
年

元
年

六
年
五
月

詳詳詳詳詳詳詳

柵
野
市
佐
野

水
掛
り
村
を
争
論
に
つ
き

裁
許
状
・
・
・
・
：
・
・

佐
野
堰
と
そ
の
水
系
図
・

佐
野
班
（
２
）
・
・
・
．
：
・
・

集
蒋
と
川
水
（
１
）
：
：

佐
野
村
請
免
に
つ
き
水
引

方
等
百
姓
連
印
、
上
書
・

水
掛
り
村
女
争
論
に
つ
き

深
良
村
他
三
ヶ
村
内
済
術

、
日
Ｌ
三
●
叩
④
旬
叩
■
■
■
■
■
■
■
■
④
。
“
ロ

十
二
－

二

Ｉ深
艮
製
材
製
函
工
場
と
の

契
約
書
．
：
：
・
・
：
．
：

水
川
（
４
）
・
：
．
：
：
・

逆
川
甲
羅
伏
せ
（
２
）
。
：

上
穴
口
と
下
穴
口
（
２
）
・

新
川
（
１
）
。
・
・
・
・
．
：
：

古
堰
（
３
）
。
：
・
・
・
．
：
・
・

佐
野
堰
（
２
）
：
・
・
：
・
・

惣
ヶ
原
・
・
・
・
．
：
：
．
．
：

九
Ｃ
二

九
九
二

九
丸
四

九
九
五

Ｌ
Ｌ
Ｌ

プ
ソ
プ

ー
ロ
つ
一

一
つ
ロ
四

一
つ
一
一

一
九
四

一
つ
つ
二

一
つ
つ
三

一
つ
一
一
一

一一

／、三
四
一

1090



師
岡
県
芦
湖
水
利
細
合
所
蔵
文
書

裾
野
市
佐
野
一
○
五
九

石
寛
文
六
年
川
Ⅱ
一
三
Ⅱ
箱
根
湖
水
掘
典
に
つ
き
友

野
与
右
術
門
他
三
名
手
形

一
一
一
一
寛
文
六
年
七
月
一
八
Ⅱ
箱
根
湖
水
掘
抜
に
つ
き
発

企
人
大
庭
派
之
丞
へ
の
折

入
証
文
。
：
：
・
・
：
・
・
：

一
一
茜
明
治
七
年
五
Ⅱ
純
択
湖
水
向
後
取
扱
規
定

害
・
・
・
・
・
：
：
：
。
：
・
・
・

一
一
三
明
淌
二
六
年
二
月
一
五
Ⅱ
平
松
与
市
郎
芦
之
湖
川
水

使
川
契
約
書
：
：
・
・
・
：

二
一
明
治
二
九
年
川
月
一
四
Ⅱ
逆
川
事
件
に
つ
き
小
泉
村

書
記
実
地
検
分
復
命
評

党
三
一
一
明
治
二
九
年
五
月
一
日
逆
川
事
件
に
つ
き
箱
根
湖

水
利
細
合
告
那
状
：
・
・
・

都
一
一
言
明
瞳
一
九
年
五
月
一
三
Ⅱ
逆
川
事
件
に
関
す
る
新
川

蔵
１
七
〃
一
五
Ⅱ
報
道
．
：
：
・
・
：
．
：
：
．

↑柳
一
一
薑
明
治
二
九
年
五
川
湖
水
逆
川
破
壊
聯
件
二
付

資

呈
出
セ
シ
証
拠
書
類
目
録

仙掲
三
〈
明
治
二
九
年
一
二
川
一
六
Ⅱ
逆
川
事
件
横
浜
地
方
裁
判

一
一
六
一
〈
文
政
三
年

裾
野
市
石
脇

佐
野
堰
（
３
）

ご
急
一
三
］
明
治
二
九
年
一
二
月
一
六
Ⅱ

七
韮
昊
一
明
治
三
二
年
写

三
茜
明
治
三
二
年
写

七
九
八

付
図
明
治
三
二
年
写

八
三
一
蚕
明
治
四
三
年
四
月

二
三
大
正
二
年
一
月
二
七
日

七
九
一

八
五
三

七
五
三 巽

一
一
一
己
明
沿
三
○
年
七
月
八
日

三
二
｜
｜
明
治
三
○
年
一
○
月
二
六
Ⅱ

七七六一一

一上三三五Eヨニニ

’
’
一
只
明
沿
三
○
年
叫
月
二
四
Ⅱ

｜
｜
－
寅
明
治
三
○
年
七
月
八
日

明
治
三
一
年
一
月
二
一
Ⅱ

明
治
三
一
年
三
月

明
治
三
二
年
写

明
沿
三
二
年
写

明
治
三
二
年
写

所
判
決
・
・
・
：
・
・
：
．
：
・

逆
川
事
件
横
浜
地
方
裁
判

《
ｒ
１
㎡
Ⅱ
Ｊ
１
延

一
『
Ⅲ
″
恥
‐
十
‐
沖
Ⅶ
〃
し
①
。
●
。
。
■
●
■
Ｄ
■
・
・
・

逆
川
事
件
上
告
趣
意
評
・

逆
川
事
件
訴
訟
を
名
古
屋

控
脈
院
へ
移
送
判
決
課
・

逆
川
事
件
訴
訟
を
名
古
屋

控
訴
院
へ
移
送
通
知
の
地

報
：
．
：
：
．
．
：
・
．
．
：

逆
川
事
件
大
群
院
上
告
稗

、
凸
恥
Ｌ
６
１

糸
列
訓
Ｌ
：
．
。
・
・
・
．
、
・
・
・
・
・
・

逆
川
事
件
大
審
院
判
決
書

逆
川
邪
件
顛
末
記
録
・
・
・

水
川
（
２
）
。
：
：
：
・
・
・

上
穴
口
と
下
穴
、
（
１
）
・

磯
後
堰
・
古
川
・
太
郎
右

術
門
堰
図
．
：
：
：
：
・

佐
野
収
と
千
楴
堰
・
・
・
・

瀬
名
沢
と
黄
瀬
川
合
流
地

点
（
２
）
．
．
・
・
・
：
．
．
：
・
・

深
良
川
水
御
普
請
所
絵
図

芦
湖
凹
留
水
門
碑
：
．
：

芦
之
湖
水
力
電
気
株
式
会

一
つ
ｏ
一
〈

己プL‘
‐ソ1-』
ヨエ ノ、

七
四
二

､プL』 ブ1-』 ノー、 ノ､ノー、
ソし ，プL』 三三 二二二二
五一一一一

ノー、

己

ﾉ､ノー、
‐‐

プL』 フ△く

八
つ
四

、
一
く

ノ
ー
プ
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掲載資料所蔵者別一覧

三 三 三
一 八 七

大 大 大
正 正 正

八 四 四

年 年 年

’
三
〈
大
正
一
四
年

二
三
大
正
一
四
年
‐
九
川
二
Ⅲ

二
｜
西
大
正
一
四
年
四
Ⅱ
一
七
日

’
三
一
一
大
正
一
三
年
七
Ⅱ
二
一
Ⅱ

三
一
大
正
九
年
八
月
九
Ⅱ

二
一
六
昭
和
三
年
二
Ⅱ
二
五
Ⅱ

三
五
昭
和
四
年
二
月
一
九
日

j]
二

五

’ 1

社
と
の
電
気
事
業
契
約
書

芦
湖
水
利
糾
合
の
成
立
経

過
：
・
・
・
・
：
：
・
・
・
・
・
・

静
岡
県
駿
東
郡
芦
之
湖
普

通
水
利
組
合
規
約
・
・
：
．

用
水
使
用
各
社
と
の
契
約

書
。
：
．
：
：
：
：
。
：
：

東
京
電
焔
株
式
会
社
と
の

電
気
事
業
契
約
書
：
。
：

芦
湖
々
水
蚊
地
占
川
並
ニ

エ
作
物
設
樅
許
可
ノ
巾
諦

湖
水
水
位
維
持
に
つ
き
東

京
電
燈
保
証
書
・
・
・
・
・
・
・

芦
之
湖
水
利
組
合
東
京
化

燈
会
社
へ
Ⅲ
而
旱
勉
批
害

賠
償
請
求
書
．
：
：
：
：

大
正
一
四
年
度
旱
害
東
戚

電
燈
会
社
一
一
対
ス
ル
交
渉

関
係
記
録
・
・
・
・
・
：
：
．

昭
和
二
年
芦
ノ
湖
水
位
減

少
の
た
め
大
旱
魅
報
告

大
正
一
四
年
か
ら
昭
和
三

年
ま
で
の
旱
害
報
告
．
：

公
一
一
一
一
弓
昭
和
七
年
一
月
二
○
日
東
京
電
燈
潅
概
用
水
貯
水

保
証
書
。
：
：
：
：
：
・
・

一
〈
奎
一
一
酉
昭
和
一
二
年
二
月
二
二
日
芦
之
湖
水
利
組
合
水
配
人

服
務
内
規
。
：
：
・
・
・
・
・
・

八
茜
一
茜
一
一
昭
和
二
○
年
七
月
一
八
Ⅱ
芦
湖
水
利
組
合
事
務
引
継

聿
日
：
：
・
・
・
：
：
：
・
・
・
・

き
四
一
酋
一
一
昭
和
三
○
年
二
月
二
Ⅱ
駿
東
郡
深
良
村
外
五
ヶ
市

町
村
芦
湖
水
利
組
合
規
約

九
三
一
茜
四
昭
和
四
二
年
三
月
二
○
Ⅱ
河
川
法
に
基
づ
く
価
行
水

利
権
の
届
出
書
・
・
：
・
・
・

当
〈
一
一
一
豊
川
和
四
八
年
五
月
二
川
芦
ノ
湖
の
水
利
川
に
つ
い

て
箱
根
町
長
お
願
い
．
：

空
ろ
一
一
更
昭
和
四
八
年
六
月
二
九
Ｈ
芦
ノ
湖
の
水
利
用
に
つ
い

て
裾
野
市
長
回
答
．
：
：

’
五
一
昭
和
五
○
年
一
二
月
一
五
Ⅱ
芦
ノ
湖
水
神
社
建
設
読
金

九
三
決
算
報
告
に
つ
い
て
：
．

一
一
一
宅
昭
和
五
三
年
二
月
芦
湖
水
利
組
合
財
産
目
録

一
一
一
宍
昭
和
五
六
年
九
月
二
五
Ⅱ
東
京
龍
力
株
式
会
社
及
び

彗
一
姫
川
電
力
株
式
会
社
と
の

契
約
書
：
・
・
：
。
：
。
：

茜
五
一
一
一
男
昭
和
五
九
年
四
月
一
日
静
岡
県
芦
湖
水
利
細
合
規

約
。
：
：
：
：
・
・
：
：
・

箪
〈
｜
｜
言
昭
和
五
九
年
二
月
一
九
Ｈ
芦
ノ
湖
取
水
抑
制
に
つ
い

凹
畠
《
Ｄ
ｌ

ｑ

Ｌ

可

Ｌ

ブ
ヨ
〃

画
工
コ

プ
コ
こ

九
四
七

九
四
七

九
一
舎
一

し
『
Ｌ

ゴ
プ
ノ

七
餌
五

世
く
く

ブ
フ
フ

し
く
ｑ

プ
プ
Ⅸ

九
五
一
〈

九
一
〈
九
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覧
一
三
男
平
成
二
年
九
月
一
七
日

別者蔵
昊
一
一
一
年
未
詳

緬
二
〈
一
〈
年
未
詳

艫
一
一
一
穴
年
未
詳

１掲
二
笂
年
未
詳

二
毛
平
成

一
三
〈
昭
和
六
三
年
七
川
一
○
日

二
壹
昭
和
六
三
年
七
月
三
Ｈ

一
一
吾
昭
和
六
二
年
一
○
Ⅱ
一
九
Ⅱ

’
’
三
昭
和
六
二
年
五
月
一
六
Ⅱ

’
’
三
昭
和
六
二
年
五
月
一
六
日

三
一
昭
和
六
○
年
一
月
一
六
日

元
年
一
○
〃

て
神
奈
川
県
知
邪
要
請
・

深
良
用
水
断
水
の
お
知
ら

せ
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
：
：
・
・

神
奈
川
県
と
の
深
良
水
門

及
び
湖
尻
水
川
に
つ
き

「
覚
書
」
：
。
：
・
・
：
：
：

芦
ノ
湖
に
関
す
る
申
合
せ

事
項
：
．
・
・
・
：
。
：
：
：

「
党
普
」
及
び
「
芦
の
湖
に

関
す
る
申
合
せ
事
項
」
に

関
す
る
確
認
事
唄
：
・
・
・

芦
ノ
湖
水
神
社
祭
典
に
つ

い
て
通
知
・
・
・
・
：
．
：
：

御
裁
許
虫
干
会
の
お
知
ら

せ
。
：
・
・
：
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

深
良
川
水
水
門
改
修
記
念

碑
・
沿
革
碑
銘
文
。
：
・
・

芦
の
湖
湖
肌
水
門
操
作
規

則
：
．
．
：
．
：
・
・
・
・
・
・
・

水
門
と
逆
川
（
２
）
．
・
・
・
・

水
門
（
３
）
。
：
・
：
：
：

水
門
（
５
）
。
：
：
．
．
・
・
・
・

水
門
見
張
小
屋
．
．
：
：
。

九
八
一

ロ
レ
ー

プ
プ
一

九
九
二

九
九
一
一
一

九
九
三

ソL』
ピ

ービ

九
七
八

九
ヒ
ヒ

九
七
一
〈

九
七
五

九
七
四

九
七
二
一
一
毛
一
一
峠
牛

付
図
年

九
七
四

柏
木
正
男
氏
所
蔵
文
耆

沼
派
巾
添
地
二
一
三

裾
野
市
史
編
さ
ん
室
寄
託

四
一
一
克
文
六
年
茶
畑
村
陛
右
術
Ⅲ
釉
根
湖

水
掘
貫
党
．
：
：
．
．
：
。
：

異
寛
文
七
年
八
川
朔
Ⅱ
茶
畑
村
怯
右
術
Ⅲ
箱
根
掘

貫
記
録
：
。
：
：
．
．
：
：
・

三
覚
文
二
年
三
川
一
七
Ⅱ
茶
畑
村
新
堀
冊
数
書
上
：

実
寛
文
二
年
三
川
一
九
川
亥
ノ
年
新
川
普
請
人
足
帳

毛
寛
文
二
年
三
月
一
九
Ⅱ
亥
ノ
年
新
川
普
請
人
足
脹

穴
寛
文
二
年
四
月
二
五
Ⅱ
茶
畑
村
新
川
川
数
人
足
間

之
脹
：
：
：
・
・
・
・
・
：
・

天
（
寛
文
二
年
）
大
堰
等
川
数
書
上
．
：
．
：

壹
延
宝
五
年
二
月
「
茶
畑
村
明
細
帳
」
畑
成

田
・
雌
す
じ
害
上
・
・
：
：

毛
延
宝
八
年
正
月
「
茶
畑
村
明
細
帳
」
畑
成

川
・
堰
す
じ
書
上
・
・
・
・
・
・

男
天
和
三
年
茶
畑
村
上
穀
等
記
録
・
・
・
・

室
貞
享
三
年
四
〃
一
六
Ⅱ
「
茶
畑
村
明
細
帳
」
川
水

普
請
・
水
掛
り
害
上
：
：

未未

詳詳

逆
川
叩
羅
伏
せ
（
３
）
：
：
・
・
究
四

疏
湖
用
水
掛
堀
分
反
別
図

一
五
つ

一
四
四

一
四
九

一
三
八

ﾉｰ、六六三
一五11削 一上

一
一
九

九
八

つ
一
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覧
一
一
畠
元
禄
元
年
一
二
月

別露
一
〈
｛
〈
元
禄
二
年

所Ｉ鐸
一
〈
七
元
禄
二
一
年
四
月
一
六
日

載掲
｛
〈
八
元
禄
二
一
年
四
月
二
八
日

一
一
｛
〈
一
一

一
一
一
〈
一
一

’
一
一
〈
四

’
三
元
禄
七
年
五
月

麦
元
禄
一
○
年
三
月
五
日

二
菫
元
禄
一
二
年
正
月
二
八
日

｜
全
元
禄
一
四
年
七
月

ち
元
禄
一
三
年
七
川
一
七
日

菫
宝
永
元
年
一
二
月

元
禄
一

元
禄
一

元
禄
一

年年年

七七

月 j1

箱
根
掘
抜
水
掛
り
高
反
別

党
・
・
・
：
．
：
：
・
・
：
．
：

水
支
配
人
の
創
置
に
つ
き

害
上
・
・
：
。
：
：
：
．
．
：

小
柄
沢
堰
口
争
論
に
つ
き

水
下
村
々
訴
状
・
・
・
：
：

小
柄
沢
堰
口
争
論
に
つ
き

申
渡
書
．
．
・
・
・
：
．
：
・
・

水
門
の
開
扉
の
記
録
。
：

茶
畑
村
新
左
術
門
ら
新
堰

一
件
に
つ
き
口
上
書
。
：

平
松
新
川
新
堀
方
伽
党
・

茶
畑
村
新
堀
方
角
党
・
・
・

国
絵
図
作
成
の
た
め
箱
根

掘
抜
新
川
取
訓
．
：
：
：

国
絵
図
作
成
に
つ
き
茶
畑

村
畑
成
田
等
書
上
．
：
・
・

純
根
掘
抜
水
に
つ
き
水
配

人
口
上
書
・
・
・
：
：
：
・
・

掘
抜
水
門
口
堀
下
げ
御
蕃

請
三
○
ヶ
村
願
書
・
・
・
：

深
良
用
水
沿
革
に
つ
き
水

配
人
口
上
書
：
：
：
・
・
・

全
宝
永
二
年
四
月
水
掛
り
村
を
水
論
に
つ
き

五
全
書
上
・
・
：
：
：
：
：
・
・

三
宝
永
三
年
正
月
五
日
茶
畑
村
砂
入
田
地
開
発
の

一
考
た
め
出
人
足
赦
免
願
．
：

茜
宝
永
三
年
正
月
砂
入
田
地
開
発
の
た
め
茶

一
毛
畑
村
扶
持
米
入
用
拝
借
願

全
宝
永
三
年
七
月
水
掛
村
を
争
論
に
つ
き
下

一
王
郷
訴
状
：
・
・
・
・
・
・
・
：
；

宅
八
美
宝
永
五
年
正
月
評
定
所
詮
議
に
つ
き
茶
畑

村
甚
右
術
門
口
上
書
・
・

宍
一
全
宝
永
六
年
七
月
用
水
引
方
に
つ
き
水
下
村

宅
八
々
願
諜
：
。
：
：
：
。
：

宅
八
召
享
保
一
五
年
五
月
二
九
日
佐
野
堰
分
水
に
つ
き
公
文

名
村
仙
二
ヶ
村
願
書
・
・

六
究
空
元
文
二
年
七
Ⅱ
川
水
引
方
に
つ
き
水
末
村

を
願
書
・
：
・
・
・
・
：
：

交
ロ
茜
元
文
二
年
八
月
湖
水
支
配
の
定
に
つ
き
水

掛
り
村
々
請
書
。
：
・
・
：

一
室
一
毛
元
文
六
年
二
月
下
郷
拾
五
ヶ
村
井
堰
川
除

人
足
積
り
帳
・
：
・
・
・
・

閥
三
天
延
享
三
年
七
月
水
配
役
人
申
合
せ
定
書
・

三
四
安
永
九
年
七
月
田
畑
成
起
返
し
差
留
に
つ

一
奎
き
井
組
村
皇
祀
耆
：
・
・
・

二
つ
つ

二
・
五

四
三
五

二
つ
九

一
九
二

一
く
し

一
プ
プ

こ
く
八

一
八
四

一
九
八

一
九
六

一
八
四

一
二
〈
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掲載資料所蔵者別一覧

一
妾
天
明
二
年
四
月
一
五
日
国
役
御
普
請
に
つ
き
普
請

役
宛
書
付
写
．
：
．
：
・
・
・

一
天
天
明
三
年
一
○
月
湖
水
御
普
請
願
惣
代
川
府

に
つ
き
神
山
村
他
九
ヶ
村

伺
書
・
・
・
：
・
・
：
：
・
・
：

’
’
’
五
天
明
五
年
三
月
用
水
役
人
賄
入
川
に
つ
き

井
組
村
々
定
書
．
．
・
・
・
：

｜
｜
美
天
明
五
年
六
月
一
川
日
中
郷
水
配
人
助
役
宥
免
の

願
書
：
・
・
：
。
：
：
・
・
：

一
皀
天
明
五
年
六
月
用
水
引
方
に
つ
き
深
艮
村

瀬
害
：
：
：
：
．
：
：
・
・

一
里
寛
政
元
年
六
月
出
府
員
数
に
つ
き
水
下
村

を
願
書
・
・
・
：
：
・
・
：
・
・

｜
男
寛
政
二
年
三
月
二
一
日
水
掛
り
村
を
争
論
に
つ
き

済
口
証
文
・
・
・
：
：
：
・

－
吾
寛
政
二
年
四
月
深
良
村
救
済
を
め
ぐ
る
争

論
に
つ
き
小
川
原
藩
宛
下

郷
村
禽
注
進
書
・
：
・
・
・

’
三
寛
政
二
年
六
月
深
良
村
救
済
を
め
ぐ
る
争

論
に
つ
き
深
良
村
等
訴
状

三
一
一
寛
政
二
年
九
月
深
良
村
の
救
済
を
め
ぐ
る

争
論
次
第
に
つ
き
一
札
・

’
三
一
寛
政
三
年
四
月
深
良
村
救
済
を
め
ぐ
る
争

三
一
〈
四

三
五
つ

三
四
九 室

酋
一
一
穴
文
化
六
年
二
Ⅱ

三
四
七

三
四
四

一
二
一
一
つ

一
二
↓
一
』
、

三
一
一
一
一
〆

“
壱
一
《
“

四
七
三 堅

宝
一
茜
寛
政
三
年
八
Ⅱ

一

一

一

一

〈

一

三
八
一

一
一
一
八
二

一
’
一
八
九

一
一
一
九
一
一

一
一
一
九
三

三
九
九

四
・
一 ｜

己
一
寛
政
六
年
四
月

一
臺
文
政
元
年
一
二
月

一
一
毛
文
政
九
年
三
月

’
一
ｓ
寛
政
五
年
一
○
月

一
究
寛
政
五
年
九
月

年年年年年年年年

未未未未末末未未

詳詳詳詳詳詐詳許

ｌ
ｌ

ｊ
ｌ

論
に
つ
き
済
口
証
文
・
・
・

深
艮
村
救
済
を
め
ぐ
る
争

論
に
つ
き
内
済
証
文
：
．

釉
根
湖
水
門
堰
樋
大
破
に

つ
き
二
九
ヶ
村
見
分
順
菩

神
山
村
他
九
ヶ
村
納
根
湖

水
Ⅲ
普
請
拝
併
金
返
済
に

つ
き
一
札
・
・
：
：
：
：

茶
畑
村
川
水
樋
掛
枠
に
つ

き
伺
害
・
・
・
：
：
．
・
・
・
：

深
良
村
助
合
金
受
取
覚
・

中
郷
水
配
人
交
替
に
つ
き

願
書
．
：
：
：
．
．
：
・
・
・

箱
根
湖
水
門
普
請
川
木
請

負
手
形
。
：
：
．
：
・
・
：
・

芦
ノ
湖
と
水
門
（
２
）
：
．

大
洞
堰
と
か
ろ
う
と
堰
・

古
堰
（
１
）
。
：
・
・
・
：
・
・
・

佐
野
堰
（
４
）
。
：
・
・
・
・

千
福
堰
：
：
・
・
：
：
：
・

富
沢
堰
（
１
）
：
：
：
：
・

大
堰
（
１
）
．
・
・
・
：
・
・
・
：

三
俣
・
・
・
・
・
：
．
：
：
・
・
・

四
七
九

九
九
つ

一
つ
。
つ

一
つ
ｏ
ロ

一
つ
つ
四

一
つ
つ
五

一
つ
ロ
七

一
つ
つ
九

一
つ
一
つ

一
〈
九
ｏ

三
七
五

一
〈
一
〈
五

型
七
【

Ｆ
１
字
一
〆

lZq

＝恒

IZ且

三
七
一
一

一
二
〈
五
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掲戦資料所蔵者別一覧

ｇ
一
一
一
年
未
詳高

橋
久
雄
氏
所
蔵
文
書
一
宝
安
永
三
年
四
月

駿
東
郡
長
泉
町
竹
原
二
○
七

皇
寛
文
六
年
竹
原
村
箱
根
湖
水
掘
抜
記
三
安
永
五
年
三
月
二
日

録
。
：
：
：
：
：
：
：
・
・
・
・
三
六

一
妻
文
化
川
年
三
川

高
田
悦
子
氏
所
蔵
文
書

駿
東
郡
長
泉
町
木
桁
六
一
九
毛
一
一
文
政
七
年
五
月

三
元
和
五
年
九
月
二
六
Ⅱ
本
宿
新
田
開
発
今
宮
惣
左

術
門
達
書
：
：
：
：
・
・
・
：
貝

一
さ
嘉
永
五
年
六
〃
二
Ⅱ

旧
米
山
家
文
書

駿
東
郡
長
泉
町
上
土
狩
実
一
嘉
永
五
年
六
月

昊
延
宝
五
年
川
〃
「
上
土
狩
村
惣
ヶ
脈
検
地

帳
」
箱
根
掘
抜
元
締
名
請
天
一
一
嘉
永
五
年
六
月

地
書
上
・
・
・
：
・
・
：
：
。
：
：
一
急

一
室
嘉
永
五
年
六
Ⅱ

箱
根
用
水
下
郷
古
文
書

駿
東
郡
長
泉
町
満
水
町
下
郷
一
茜
嘉
永
五
年
六
月

夷
宝
永
四
年
二
月
二
六
Ⅱ
新
川
堤
復
旧
に
伴
う
争
論

裁
許
状
：
：
．
：
：
・
：
・
・
・
一
公
一
室
嘉
永
五
年
七
月
一
二
日

一
西
安
永
三
年
四
月
用
水
争
論
離
脱
に
つ
き
訴

高
堰

一
つ
一
一

訟
方
村
を
宛
神
山
村
・
麦

塚
村
願
書
．
：
：
：
：
・

用
水
争
論
離
脱
に
つ
き
訴

訟
方
村
々
宛
一
色
村
願
書

評
定
所
申
渡
に
つ
き
水
掛

り
村
☆
請
普
・
・
：
：
：

裁
許
書
年
希
預
り
等
に
つ

き
下
郷
五
ヶ
村
定
書
・

上
・
中
郷
水
配
人
、
佐
野

収
用
木
に
つ
き
下
郷
水
川

人
と
取
替
一
札
：
。
：
・
・

下
郷
四
ヶ
村
水
不
足
に
つ

き
通
水
願
書
．
：
：
・
・
：

下
郷
村
々
分
水
に
つ
き
規

定
書
・
・
・
・
・
・
：
・
・
・
・
・
・
・

分
水
に
つ
き
下
筋
五
ヶ
村

取
調
願
．
：
・
・
：
．
．
：
：

干
批
に
つ
き
下
郷
村
々
通

水
願
書
：
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

分
水
役
人
に
つ
き
茶
畑
村

等
七
ヶ
村
引
取
延
Ｈ
願
・

三
俣
堰
取
払
一
件
処
分
に

つ
き
請
書
・
・
・
：
：
。
・
・
・

二
八
五

一
一
一
〈
一

一
二
〈
ロ

七
つ
七

三
七
八

三
九
一

一
二
九
一
〈

三
九
五

’
一
一
九
四

三
九
三

一
一
九
一
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褐|此資料所蔵者別一党

｜
天
慶
応
三
年

｜
宅
万
延

｜
美
万
延
元
年
五
月

｜
菫
万
延

一
茜
万
延

一
三
万
延
元
年
四
〃
一
○
Ⅲ

｜
吉
安
政
四
年
五
月

｜
究
安
政
四
年
四
月

一
実
沸
永
五
年
七
月

｜
宅
安
政
二
年
六
〃

元
年
四
月

元
年
五
月

九
年
五
Ⅱ

八
月
二
三
日

一
Ⅱ

三
供
堪
取
払
一
件
、
手
鎖

村
預
ヶ
御
免
願
：
：
．
：

三
俣
堰
分
水
等
用
水
争
論

に
つ
き
立
会
番
差
出
内
済

誰
文
．
：
。
：
：
：
：
：
・

三
俣
堰
・
穴
堰
立
会
番
に

つ
き
水
下
五
ヶ
村
願
書

三
俣
堪
・
穴
堰
立
会
番
出

入
に
つ
き
水
下
五
ヶ
村
内

済
証
文
：
．
．
・
・
・
：
・
・
・

三
俣
堰
・
穴
堰
永
久
立
会

蕃
設
俄
の
願
書
．
：
・
・
：

下
郷
水
配
人
よ
り
三
俣

堰
・
穴
雌
永
久
立
会
希
任

命
願
：
：
：
：
：
：
：
・

三
俣
堪
・
穴
堰
立
会
番
一

件
願
書
収
下
願
・
．
：
・

三
俣
堰
・
穴
堰
を
め
ぐ
る

争
論
に
つ
き
水
下
五
ヶ
村

願
書
・
・
・
：
：
．
：
：
・
・
・

三
俣
堰
・
穴
堰
出
入
内
済

取
替
規
定
書
：
：
：
：
．

下
郷
二
ヶ
村
土
用
明
分
水

に
つ
き
小
川
原
藩
よ
り
沼

三
究
津
藩
宛
返
書
・
・
・
：
．
：
．
：
・
四
一
己

一
天
慶
応
三
年
八
〃
土
川
Ⅲ
分
水
に
つ
き
下
郷

五
ヶ
村
願
書
・
・
・
・
・
：
：
・
四
三

四
つ
ロ

川
井
浩
氏
所
蔵
文
書

四
因
神
奈
川
雌
足
柄
下
郡
納
根
町
元
締
根
六
七

三
寛
文
六
年
五
川
一
七
日
紺
根
湖
水
掘
抜
に
つ
き
、

友
野
与
右
術
門
他
三
名
手

四
宅
形
、
野
村
彦
太
夫
奥
書
・
・
・
杳

二
今
川
治
六
年
芦
ノ
湖
と
水
川
（
１
）
・
・
・
・
・
土
免

四
一
二

箱
根
神
社
所
蔵
文
書

神
奈
川
兇
足
柄
下
郡
紺
根
町
元
紺
根
八
○

四
西
八
寛
文
三
年
二
月
一
三
日
納
根
湖
切
貫
新
田
開
発
に

つ
き
友
野
与
右
術
Ⅲ
他
立

四
三
順
状
・
・
：
：
・
・
・
：
：
・
・
・
妾

一
一
毛
寛
文
三
年
快
焚
僧
正
・
友
野
与
右
術

門
江
戸
出
願
記
録
：
・
・
・
：
・
一
国

四
一
五

箱
根
町
立
郷
土
資
料
館
所
蔵
文
書

四
六
神
奈
川
雌
足
柄
下
郡
紺
根
町
湯
本
二
六
六

一
一
天
文
政
一
三
年
一
○
月
用
水
路
大
破
に
つ
き
国
役
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魔
御
普
請
二
九
ヶ
村
願
書
・

昨
一
一
一
七
天
保
二
年
二
月
国
役
御
普
請
御
見
分
に
つ

者
き
一
札
：
。
：
。
：
．
・
・
・
・

噸
一
一
七
七
天
保
二
年
二
月
井
組
組
合
村
請
普
請
に
つ

料
き
諸
色
値
段
書
上
写
．
：

資戦
一
一
天
天
保
三
年
三
月
二
九
ヶ
村
組
合
御
普
請
入

掲

川
金
内
伯
証
文
下
書
写
・

’
一
一
己
天
保
三
年
五
月
二
日
箱
根
山
湖
水
掛
用
水
路
御

普
請
仕
立
取
掛
申
渡
請
印

帳
写
・
・
・
・
．
：
。
・
・
・
：
：

’
一
莞
天
保
三
年
五
月
御
普
請
諸
道
具
損
料
井
払

物
獺
諸
色
控
帳
．
：
：
・
・

’
一
二
弘
化
三
年
五
月
天
保
地
震
に
よ
る
大
破
に

つ
き
奉
行
所
宛
国
役
御
普

請
願
書
：
．
：
：
：
．
：
．

｜
酉
安
政
二
年
三
月
二
八
日
湖
水
表
木
舳
入
札
控
帳
・

茜
一
安
政
二
年
三
月
湖
水
御
普
請
諸
入
川
木
品

請
負
証
文
：
．
：
。
：
。
：

『
箱
根
関
所
日
記
書
抜
上
』

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
箱
根
町
箱
根
一

箱
根
町
立
箱
根
関
所
資
料
館
所
蔵

一
舌
安
永
九
年
五
月
四
日
水
不
足
に
つ
き
水
門
手
入

七
一
二

七
二
六

五
二
六

五
二
四

五
二
二

五
五
七

五
七
八

五
八
つ

五
三
・

万
佃
寺
文
書
（
『
箱
根
神
社
大
系
』
よ
り
引
用
）

神
奈
川
雌
足
柄
下
郡
箱
根
町
箱
根
二
二
九

一
一
全
元
文
五
年
御
供
米
上
納
に
つ
き
箱
根

山
金
剛
王
院
大
岡
越
前
守

宛
願
書
．
：
：
：
：
．
．
：
。
：
七
壹

れ
掛
合
留
害
：
。
：
・
・

｜
空
天
明
元
年
四
月
二
六
Ⅱ
海
尻
水
門
御
普
請
冊
害

淵
瀬
正
価
氏
所
戯
文
書

（
『
神
奈
川
県
史
資
料
編
４
近
世
（
１
）
』
よ
り
引
用
）

神
奈
川
雌
小
川
原
巾
板
橘
九
三
三

宍
（
寛
文
年
中
）
小
田
原
藩
紺
根
湖
水
掘
抜

規
模
・
元
締
等
耆
上
・
・
：
・
・
三
七

高
田
家
文
書東

京
都
文
京
区
本
郷
七
’
三
ｌ
一

東
京
大
学
文
学
部
国
史
学
研
究
室
所
蔵

七
寛
文
二
年
九
Ⅱ
本
宿
村
日
損
場
開
作
年
貢

納
入
に
つ
き
訴
書
・
・
：
：
：
壼

西
寛
文
九
年
一
○
月
下
せ
き
普
請
場
目
録
：
。
；
茜

一
三
（
延
宝
三
年
）
七
月
一
Ⅱ
本
宿
村
箱
根
掘
抜
上
穀
米

手
形
・
・
・
・
・
・
：
：
：
・
・
：
・
・
一
三

四
四
三

四
四
五
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掲栽資料所蔵者別一覧

一
西
延
宝
四
年
五
月
一
八
日
本
宿
村
箱
根
掘
抜
上
穀
米

手
形
・
・
・
・
．
：
：
：
：
・
・

三
延
宝
五
年
四
月
二
三
日
本
宿
村
箱
根
掘
抜
上
穀
米

手
形
・
・
：
．
・
・
・
：
・
・
・
・

毛
延
宝
六
年
七
月
二
ｎ
本
宿
村
箱
根
掘
貫
上
穀
米

手
形
。
：
．
：
：
・
・
・
・
・
：

一
六
延
宝
七
年
八
月
二
○
日
本
宿
村
釉
根
掘
抜
上
穀
米

手
形
：
．
：
．
：
：
．
：
：

二
延
宝
八
年
九
月
二
六
日
本
宿
村
紺
根
掘
抜
上
穀
米

手
形
：
．
．
：
：
・
・
：
・
・
・

六
一
一
一
元
禄
一
二
年
二
月
地
震
・
大
風
雨
に
つ
き
水

門
修
秘
御
杵
請
三
○
ヶ
村

願
書
：
・
・
：
：
：
．
：
：

七
一
一
宝
永
二
年
正
月
釉
根
湖
水
掘
抜
に
つ
き
堰

役
人
口
上
書
．
：
・
・
・
：
．

△
説
永
四
年
本
宿
村
釉
根
湖
水
掛
り
組

合
離
脱
願
・
・
・
・
・
：
・
・
・
．

九
寛
文

太
田
南
畝
『
竹
橘
余
筆
』

東
京
都
千
代
田
区
北
の
丸
公
園
三
’
二

国
立
公
文
書
館
所
蔵

六
年
四
月
一
三
Ⅱ
箱
根
湖
水
掘
抜
願
書
幕
府

記
録
．
：
。
：
．
：
：
．
・
・
・
．

一
宝
『
小
川
服
滞
永
代
Ⅱ
記
』

京
都
市
左
京
区

一
宅
川
辺
陸
夫
氏
所
蔵

舌
延
宝
二
年
正
月
一
九
日
小
田
原
藩
箱
根
堀
貫
穴
竣

奉
行
任
命
記
録
・
・
・
・
：
・
・
・
三
宅

四
三
一

打
野
瑛
『
武
川
雌
書
枇
浜
Ⅲ
吉
川
新
川
の
研
究
』

一
棗
「
吉
田
新
田
関
係
文
書
記
録
」

（
武
和
考
古
会
、
川
和
二
年
）

一
全
一
己
寛
文
二
年
二
Ⅱ
一
日
宮
崎
市
兵
術
武
蔵
国
吉
田

宮
崎
市
兵
術
武
蔵
国
吉
田

一
つ
四

一
つ
五

一
つ
四

五
一
〈

’
三
延
宝
二
年
八
川
一
Ⅱ
友
野
与
右
術
門
武
蔵
国
吉

川
新
田
内
田
地
永
代
売
渡

証
文
・
・
・
：
：
：
：
・
・
・
：
・
・
一
三

『
川
幕
引
継
文
書
』

「
浅
草
観
膏
領
Ⅲ
川
町
武
士
屋
敷
之
党
」

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
一
’
一
○
’
一

国
立
国
会
図
番
館
所
赦

二
寛
文
一
○
年
畏
濱
半
兵
術
江
戸
浅
草
田

町
屋
倣
災
取
記
録
・
・
・
・
・
：
・
一
三

新
川
内
新
田
地
小
作
手
形

一
口
二
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蓋
〔
金
石
文
〕

別

裾
野
市
深
良
六
一
五

鰐
一
一
八
一
寛
文
一
○
年
九
月
六
Ｈ

所料

裾
野
市
深
良
二
五
○

資蹴
云
一
寛
文
一
○
年

１

裾
野
市
深
良
二
五
○

○年
惣
ケ
原
芦
湖
水
神
社

一
六
一
一
一
正
徳
元
年
惣
ヶ
原
釉
根
湖
水
掘
抜
元

〆
水
仁
碑
：
：
。
：
：
・

一
吾
大
正
一
三
年
一
月
二
六
日
惣
ヶ
脈
芦
湖
水
神
社
柳
札

一
一
奎
年
未
詳
惣
ヶ
原
芦
湖
水
神
社
念
仏

供
養
塔
・
・
：
．
．
：
・
・
・
：

杣
木
千
畝
氏
宅
内

駿
東
郡
長
泉
町
納
米
里
九
’
五

一
蚤
正
徳
元
年
納
米
里
村
地
蔵
尊

蕃
の
河
原

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
紺
根
川
元
箱
根
二
六

興
福
院
管
理
地

一
一
尖
寛
政
三
年
五
月
井
紺
二
九
ヶ
村
奉
納
箱
根

九
深
良
村
切
久
保
庚
申
供
養

塔
：
。
：
：
：
：
：
：
．
．

深
良
村
町
田
庚
申
供
養
塔
・
・
三
一七

三
〔
図
版
〕

志
賀
富
士
男
「
箱
根
用
水
の
謎
を
解
く
」

（
『
科
学
朝
日
』
一
○
巻
一
二
号
朝
日
新
聞
社

昭
和
二
五
年
一
二
月
）

菫
一
西
三
宝
昭
和
二
五
年
燧
道
内
断
面
実
測
図

七
四
四

新
規
作
成

七
貝
巻
末
折
込
み
図
深
良
川
水
水
系
図

七
三
五

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
箱
根
町
元
箱
根
地
先

一
一
一
頁
平
成
二
年
神
奈
川
県
湖
尻
水
門
の
由

来
・
・
・
：
：
：
・
・
・
・
・
・
：

神
社
常
夜
燈

七
一
二
〈

Ｕ
じ
く

ナ
ナ
プ

池
、
一

ブ
ノ
ー
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あとがき

裾
野
市
史
編
さ
ん
事
業
は
、
昭
和
六
三
年
皮
か
ら
本
格
的
な
活
励
に
入
り
、
蒲
千
年
歴
か
ら
『
裾
野
市
史
研
究
』
、
『
寅
料
叢
書
』
等
を

刊
行
、
三
年
目
に
し
て
『
市
史
』
第
一
冊
目
を
発
刊
で
き
る
〉
）
と
と
な
り
ま
し
た
。

当
市
の
市
史
細
さ
ん
事
業
は
、
お
よ
そ
一
七
年
前
に
、
故
牧
野
勝
先
生
や
大
庭
景
叩
先
生
等
が
、
巾
史
碓
術
員
と
し
て
Ⅲ
家
の
所
蔵
古

文
書
を
研
究
、
解
読
を
さ
れ
た
の
に
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
後
、
古
文
書
を
沈
む
会
の
皆
様
の
ご
協
力
に
よ
り
、
世
亜
な
史
料
の
保
存
が
徐

徐
に
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
川
元
教
育
長
の
故
芹
沢
茂
一
先
生
が
情
熱
を
も
っ
て
そ
の
韮
礎
を
つ
く
ら
れ
、
川
教
育
長
土
雄
明
正

先
生
や
現
教
育
長
が
こ
れ
を
枝
極
的
に
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

昭
和
六
一
年
に
は
、
以
前
よ
り
裾
野
市
内
の
古
文
書
を
整
理
、
研
究
し
統
け
て
こ
ら
れ
た
尚
橘
敏
先
生
を
招
賠
し
、
市
が
本
事
業
へ
取

り
紺
む
に
あ
た
っ
て
の
ご
折
導
を
い
た
だ
き
、
同
年
一
二
川
に
は
市
史
細
さ
ん
準
備
委
典
会
が
発
足
、
昭
和
六
二
年
三
川
に
巾
史
編
さ
ん

り
細
む
に
あ
た
っ
て
の
ご
折
導
を
唯

委
員
会
条
例
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
有
光
友
學
先
生
を
代
表
と
す
る
五
名
を
市
史
編
さ
ん
専
門
委
貝
と
し
て
委
嘱
し
、
昭
和
六
三
年
四
月
に
市
史
編
さ
ん
委
員
会

が
正
式
に
発
足
、
事
業
方
針
・
刊
行
計
画
を
策
定
、
組
織
の
確
立
を
期
し
ま
し
た
。
ま
た
、
史
料
の
訓
査
、
収
集
は
、
膨
大
、
且
つ
未
知

数
で
、
こ
れ
を
専
川
的
に
行
う
た
め
に
雁
史
・
考
古
・
民
俗
学
の
先
生
方
を
さ
ら
に
洲
在
委
典
と
し
て
委
堀
、
地
域
に
は
地
区
協
力
典
を

お
願
い
し
、
情
報
の
収
集
や
述
絡
洲
挫
呼
に
つ
い
て
ご
協
力
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
体
制
の
充
実
を
図
り
ま
し
た
。

調
査
・
収
集
活
動
は
市
内
巡
見
か
ら
始
ま
り
、
旧
家
の
所
蔵
資
料
や
区
有
・
行
政
・
学
校
汽
料
な
ど
を
は
じ
め
、
市
外
や
県
外
ま
で
も

あ
と
が
き
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あとがき

調
査
し
、
そ
の
数
は
現
在
約
四
万
点
余
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、
な
お
中
世
や
近
現
代
資
料
を
中
心
に
調
査
・
収
集
を
続
け
て
い
ま
す
。
調
査

や
資
料
整
理
作
業
で
は
、
市
民
の
方
々
を
は
じ
め
武
蔵
大
学
・
横
浜
国
立
大
学
・
静
岡
大
学
・
東
京
女
子
大
学
・
早
稲
川
大
学
・
東
京
大

学
等
の
学
生
諸
氏
、
市
内
の
石
造
物
所
在
調
査
で
は
静
岡
県
立
裾
野
高
等
学
校
郷
土
研
究
部
の
ご
協
力
を
得
な
が
ら
進
め
て
お
り
、
調
査

結
果
は
順
次
『
裾
野
市
史
資
料
目
録
』
、
『
資
料
叢
書
』
『
裾
野
市
史
調
査
報
告
書
』
と
し
て
刊
行
を
し
て
い
ま
す
。

￥
）
れ
ら
礎
料
は
、
一
点
ご
と
に
編
年
川
に
整
理
し
、
古
文
書
・
絵
図
は
マ
イ
ク
ロ
搬
影
を
行
い
、
近
現
代
史
料
の
一
部
と
な
る
県
内
発

行
の
全
新
聞
の
関
係
記
事
を
、
必
要
デ
ー
タ
別
に
備
え
る
な
ど
、
本
市
の
歴
史
を
理
解
す
る
う
え
で
の
貴
重
な
資
料
を
広
く
、
永
く
保
存

し
、
後
々
市
民
の
皆
様
が
活
川
で
き
る
よ
う
に
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
た
び
刊
行
の
『
市
史
第
六
巻
資
料
編
深
良
用
水
』
は
、
江
戸
時
代
の
初
期
、
江
戸
浅
草
の
町
人
友
野
與
右
衛
門
等
と
深
良

村
名
主
大
庭
派
之
丞
、
地
元
住
民
が
箱
根
椛
現
別
当
の
協
力
を
得
て
、
箱
根
外
輪
山
を
掘
り
貫
き
、
こ
の
地
域
一
柵
に
芦
湖
の
水
を
引
い

て
新
田
の
附
発
を
計
画
、
完
成
さ
せ
、
そ
の
後
も
水
掛
り
村
々
が
組
合
を
作
る
な
ど
し
て
こ
れ
を
守
り
、
現
在
も
農
業
用
水
・
生
活
用
水

と
し
て
私
達
の
生
活
を
潤
し
て
い
ま
す
。
深
良
用
水
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
如
何
に
作
ら
れ
、
守
ら
れ
、
使
わ
れ
て
き
た
か
、
民
衆
の
知
恵

と
努
力
を
証
明
す
る
貸
料
の
集
枝
で
あ
り
ま
す
。

掲
載
資
料
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
は
、
市
内
は
も
と
よ
り
全
国
規
模
で
あ
た
り
、
関
係
諸
機
関
、
所
蔵
者
へ
の
確
認
調
査
も
休
・
祭
日
返

上
で
実
施
し
て
き
ま
し
た
。
文
書
解
読
、
筆
耕
で
は
大
勢
の
方
狩
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
校
正
作
業
に
入
っ
て
か
ら
も
多
忙
さ
は
常
軌

を
逸
し
、
担
当
委
員
諸
氏
に
は
日
夜
、
寝
食
を
忘
れ
ご
尽
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。

資
料
所
蔵
者
を
は
じ
め
下
郷
関
係
区
の
皆
様
、
箱
根
神
社
、
箱
根
町
教
育
委
員
会
、
県
内
市
町
村
、
地
区
協
力
員
の
皆
様
、
芦
湖
水
利

組
合
な
ど
、
多
く
の
方
々
に
格
段
の
ご
配
腹
と
ご
協
力
を
賜
り
、
心
か
ら
お
礼
と
感
謝
を
申
し
あ
げ
る
次
第
で
す
。
な
お
、
印
刷
製
本
に
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あとがき

つ
い
て
㈱
糖
興
社
に
は
ご
努
力
を
い
た
だ
き
厚
く
お
礼
を
申
し
あ
げ
ま
す
。

市
史
編
さ
ん
関
係
者
一
同
は
、
郷
土
の
歴
史
に
つ
い
て
今
後
な
お
一
層
広
い
視
野
の
も
と
で
、
邪
葉
椛
進
を
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、

ご
支
援
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

平
成
三
年
三
月

裾
野
市
教
育
委
典
会
巾
史
細
さ
ん
宗
挺

長
谷
川

|＃
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裾野市史編さん関係者

同同同同同同 委
員
長

副
委
員
長

委
貝

同同同

市
史
編
さ
ん
委
典
会

裾
野
市
史
編
さ
ん
関
係
者

久
保
文
和

勝
又
蒜

伊
藤
政
秋

鈴
木
強

芹
沢
充
克

羽
川
勲

渡
辺
藤
男

渡
辺

杉
山
政
康

芹
沢

有
光
友
學

渡
辺
武
彦 Tj丁

』し、 仁

助
役

学
識
経
験
考

同可教
育
委
員
長

専
門
委
員
代
表

教
育
長

企
画
訓
盤
部
踵

総
務
部
長

財
政
課
長

'''1 同

代 |司 |可

市
史
編
さ
ん
専
門
委
興

市
史
編
さ
ん
調
査
委
員

表

大
庭
孝
康
企
剛
調
盤
裸
挺

羽
田
久
学
校
教
育
課
長

打
光
友
學

高
橘
敏

中
野
國
雄

福
田
ア
ジ
ォ

安
田
常
雄

四
方
一
禰

井
口
俊
靖

石
田
義
明

岩
崎
信
夫

岩
田
重
則

枇
浜
国
立
大
学
教
育
学
部
教
授

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
教
授

日
本
考
古
学
協
会
会
員

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
教
授

電
気
通
信
大
学
教
授

国
士
舘
大
学
教
授
・
国
士
舘
大
学

付
脱
商
等
学
校
長

加
藤
学
園
暁
秀
中
・
高
等
学
校
教
諭

静
岡
県
立
韮
山
高
等
学
校
教
諭

都
立
目
黒
高
等
学
校
教
諭

早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
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裾野市史編さん関係者

松
、
香
代
子

関
根
省
治

仁
藤
敦
史

前
田
耕
司

松
崎
真
吾

杉
村
斉

柴
雅
房

新
谷
尚
紀

斎
藤
弘
美

坂
本
紀
子

菊
池
邦
彦

博
士
課
程

都
立
航
空
工
業
高
等
専
門
学
校

助
教
授

明
治
大
学
大
学
院
研
究
生

早
稲
山
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

修
士
課
程

静
岡
県
立
長
泉
高
等
学
校
教
諭

山
村
女
子
短
期
大
学
国
際
文
化
科

助
教
授

三
島
市
教
育
委
典
会
三
島
巾
郷
土
館

学
芸
員

静
岡
県
立
沼
津
東
高
等
学
校
教
諭

早
稲
田
大
学
文
学
部
助
手

国
士
舘
大
学
文
学
部
講
師

横
浜
国
立
大
学
大
学
院
教
育
学

研
究
科
修
士
課
程

日
本
民
俗
学
会
会
員

東
地
区

同 同同 '1同同 '7リ 同西

地
区

地
区
協
力
委
員

湯
川
郁
子
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科

博
士
課
程

脇
野
博
秋
田
工
業
高
等
専
門
学
校
講
師

渡
瀬
治
裾
野
市
立
西
小
学
校
教
諭

植
松
甲
子
雄

杉
山
光
正

加
藤
信
雄

水
口
清
文

歌
崎
久
作

川
口
勝
夫

水
口
忠
栄

関
野
政
雄

中
西
保
男

杉
山
寛
美

（
旧
村
名
）

石
脇
村

佐
野
村

大
畑
村

ニ
ッ
屋
新
田

定
輪
寺
村

辞
卜
脚
訓
″
図
水
畑
，

垂
８
１
コ
、
延
十
Ⅷ
Ｊ

伊
豆
島
田
村

水
窪
村

二
本
松
新
田

茶
畑
村
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裾野市史編さん関係者

同富同同同同同同同
岡
地

区

同深
良
地
区

同 同 同 同 同 同

杉
山
繁
雄

藤
原
善
次

渡
辺
香

清
水
四
郎

飯
塚
正
高

星
野
直
司

井
上
丹
令

大
庭
三
郎

倉
沢
秀
雄

小
林
秀
年

商
柵
利
治

一
ノ
瀬
和
雄

踵
川
稔

増
田
一
男
同

藤
森
茂
良
何

杉
本
隆
彦

西
島
秀
雄

久
根
村

稲
荷
村

公
文
名
村

茶
畑
村

麦
塚
村

平
松
新
田

岩
波
村

深
良
村

同同 IT'1今
里
村

千
福
村

''1 同

同 同 同弧同同同
|11

地

区

同 同

士
屋
誠
吾

勝
又
茂
美

勝
又
秋
男

勝
又
常
一

芹
沢
正
巳

柏
木
仁

小
野
春
隆

真
田
林
蔵

野
田
達
郎

葛
山
村

同上
ヶ
田
村

金
沢
村

下
和
田
村

須
山
村

同 御
宿
村

同
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裾野市史編さん関係者

室
長

主
査

主
事
袖

事
務
貝

同 教
育
次
長

教
育
長

同

市
史
編
さ
ん
室

事
務
局

長
谷
川
博

中
野
鈴
子

今
関
浩
子

浜
田
明

丸
山
ゆ
か
り

野
村
美
穂
子

芹
沢
仁

西
川
久
雄

○
監
修
高
橋
敏

○
細
集
・
校
正

第
一
章
高
橘
敏
・
関
根
省
治

第
二
章
柴
雅
房

第
三
章
井
口
俊
晴

第
四
章
菊
池
邦
彦
・
脇
野
博

第
五
章
岩
崎
信
夫
・
岩
川
重
川

第
六
章
福
田
ア
ジ
オ
・
中
野
國
雄

○
編
集
・
校
正
協
力
委
員

有
光
友
學
・
杉
村
斉

○
筆
耕
・
校
正
協
力
者

厚
地
淳
司
静
岡
県
立
富
士
宮
北
高
等
学
校
教
諭

黒
田
康
子
神
奈
川
県
逗
子
市
史
編
集
委
員

米
田
雅
子
桐
朋
女
子
学
園
講
師

中
沢
恵
子
千
葉
県
史
編
さ
ん
室

本
巻
担
当
者
氏
名
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裾野市史編さん関係者

○
扉
絵

○
口
絵
写
真
・

堤
勝

○
史
料
搬
影

鈴
木
芳
子

○
史
料
整
理
協
力
者

○
筆
耕
協
力
者

東
島
誠
・
細
谷
保
子
・
猪
俣
律
子
・
芹
沢
正
巳

戸
塚
輝
彦
・
山
入
ア
ヤ
子
・
境
野
仁
子

永
島
愛
治

鈴
木
強
・
栗
原
以
有
子
・
鈴
木
元
子
・
稲
智
穂

安
宅
正
寿
・
池
上
美
奈
子
・
勝
又
花
子
・
渡
辺
三
重
子

高
木
卜
、
ン
・
高
橋
具
美
・
持
川
陸
太
郎
・
鈴
木
佳
正

井
上
悦
子
・
勝
又
昭
三

絵
写
真
・
史
料
搬
影

堤
勝
雄

佐
伯
真
人

根
本
弘
美

椿
真
智
子

鈴
木
育
英
図
書
館
々
長

筑
波
大
学
附
屈
中
学
校
教
諭

神
奈
川
兇
立
都
岡
仙
等
学
校
教
諭

筑
波
大
学
第
二
学
昨
文
部
技
官
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裾
野
市
史
第
六
巻
盗
料
編
深
良
用
水

平
成
三
年
三
月
二
十
五
口
発
行
◎

細
集
裾
野
市
史
編
さ
ん
専
門
委
員
会

印 発

刷 行

株
式
会
社
精
興
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
三
丁
目
九
番
地

珊
脾
刃
干
正
Ｊ

部
仙
肌
去

静
岡
県
裾
野
市
佐
野

岻
話
○
五
五
九
（
九
二
）

二
Ｊ

一
○
五
九




